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平成２６年第１回幸田町議会定例会会議録（第２号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２６年３月５日（水曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１５名） 

  １番 中 根 秋 男 君  ２番 杉 浦 あきら君  ３番 志 賀 恒 男 君 

  ４番 鈴 木 雅 史 君  ５番 中 根 久 治 君  ６番 都 築 一 三 君 

  ７番 池 田 久 男 君  ８番 酒 向 弘 康 君  ９番 水 野千代子 君 

  10番 夏 目 一 成 君  11番 笹 野 康 男 君  13番 丸 山千代子 君 

  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 浅 井 武 光 君  16番 大 嶽  弘 君 

    欠席議員（１名） 

  12番 内 田  等 君 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

企 画 部 長 兼
人事秘書課長

大 竹 広 行 君 総 務 部 長 小 野 浩 史 君

住民こども部長 桐 戸 博 康 君 健康福祉部長 鈴 木  司 君

環境経済部長 山 本 幸 一 君 建 設 部 長 近 藤  学 君

住民こども部次長兼
こ ど も 課 長

児 玉 幸 彦 君
会計管理者兼
出 納 室 長

小 山 信 之 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 教 育 部 長 春日井輝彦 君

消 防 長 山 本 正 義 君
消 防 次 長 兼
予防防災課長

齋 藤 正 敏 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 山 本 忠 志 君    

────────────────────────────── 

○議長（大嶽 弘君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝より、御審議、御苦労さまです。 

   ここで、お諮りします。 

   本日、東海愛知新聞社より幸田町議会傍聴規則第９条により議場内の写真撮影及び録

音の申し出がありました。これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 
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○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、東海愛知新聞社による議場内の写真撮影及び録音は許可することに決定しま

した。 

   次に、お諮りします。 

   本日、議場において、議会だより用の写真撮影をするため企画政策課職員が議場内に

カメラを持ち込みたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、企画政策課職員が議場内にカメラを持ち込むことは許可することに決定しま

した。写真撮影は質問者を随時撮りますので、よろしくお願いします。 

   追加でお諮りします。 

   先ほどの新聞社による写真撮影と録音の件でありますが、読売新聞社からも写真撮影

及び録音の申し出がありましたので、許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、読売新聞社による議場内の写真撮影及び録音も許可することに決定しました。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。 

   ここで報告します。１２番 内田議員は体調不良のため本日の会議を欠席する届け出

がありましたので、御報告します。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０２分 

○議長（大嶽 弘君） 本日、説明のため出席を求めた理事者は１４名であります。 

   議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を、１３番 丸山千代子君、

１４番 伊藤宗次君の両名を指名します。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第２、一般質問を行います。 

   会議規則第５５条及び第５６条の規定により、質問時間は１人３０分以内とし、質問

回数の制限は行いません。 

   答弁時間も３０分以内とします。 

   質問者も答弁者も要領よく簡単明瞭にし、質問内容は通告の範囲を超えないようお願

いします。 

   それでは、通告順に従い質問を許します。 

   初めに、７番、池田久男君の質問を許します。 
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   ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 皆さん、おはようございます。 

   議長のお許しをいただきましたので、先に通告してあります通告順に従い順次質問し

てまいります。 

   「確かな力」「誠実な力」による持続可能なまちづくり、第１番目は町長公約（８つ

の誠）の検証についてでございます。大須賀町長就任の平成２２年度は、平成２０年９

月のアメリカの証券会社リーマンブラザーズの破綻に端を発し、リーマンショックがそ

の前年である平成２１年度から自治体の税収に暗い影を落としました。そして、厳しい

財政運営とともに平成２３年３月東日本大震災が発生いたしました。円高と進行を合わ

せ、日本経済そして日本国にとってさまざまな難関からの復興が共通の認識になったこ

とは周知のとおりであります。 

   こうした背景を踏まえ、これまでの町政運営を私なりに振り返りますと、平成２４年

３月１７日に念願の相見駅が開業いたしました。そして、相見駅周辺の様相がまさに新

しい町として発展していくその勢いを感ずるとともに、いつ発生してもおかしくない巨

大地震や風水害に対する防災の面でも、各施設の耐震化や地域における防災組織の確立

に向けて着実な歩みをこれまで行ってまいりました。特に今般、平成２０年８月末豪雨

により大きな被害を及ぼした広田川の破堤に対する対策として、菱池遊水地の計画がよ

り具体的になってきたことは住民の不安を払拭するのに大きくかかわることであり、高

く評価するものであります。そのほかにも平成２４年５月に長野県箕輪町、７月には岩

手県の住田町、平泉町そして東京都の立川市との１市３町、また平成２５年７月には西

三河９市１町で災害時相互応援協定を締結されました。 

   そして２３年から２５年の３年間にわたり行政施策の見える化、職員の意識改革の目

的で本町始まって以来の事業仕分けが実施されました。そして２４年から休日保育、土

曜日の終日保育、昨年度の総合窓口設置等、財政状況が苦しい中、箱物行政は一切行わ

ず、町民福祉の増進に向けて一つ一つ確実に一歩先を見て公約実行・実現に取り組んで

まいられました。そのほかにも数多くの事業に取り組まれ、その卓越した行政手腕は大

いに期待するものでございます。幸田町に住んでよかったという施策が実際に実現され

てきたと私も認識しております。 

   そこで、町長にお伺いいたします。これまで３年半の町政運営の中、町長は御自身の

マニフェストとして８項目掲げておりました。検証はされていると思いますが、まず第

１点、成果と自己評価をどのように考えておられるかお伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私に対する「確かな力」「誠実な力」による持続可能なまちづく

りということで御質問いただいたわけでありますけれども、（８つの誠）というものを

公約として掲げてまいりました。この公約である（８つの誠）につきましては実現に向

けて一生懸命努力してまいりましたけれども、中には実現してないものもございます。

しかしながら、この３年半におきまして、苦しい財政状況の中でいかにしてプライオリ

ティの高いものをやっていこうかということで、（８つの誠）からまず１つ目は生き生

き健康に暮らす町ということでの子宮頸がん等々の医療の問題、それから障害者の実支



- 4 -

援の推進、それから特別養護老人ホームの３つ目の建設というようなことで、１つ目の

誰もが生き生き健康に暮らす町としては一通りやってきたつもりでございます。 

   ２番目におきましても災害、地震、豪雨などに強いまちづくりということで、先ほど

池田議員もおっしゃったように近隣の西三河９市１町の災害応援協定とか東北のとか、

立川の相互応援協定を結びまして、地震だとか災害に強い町を目指して実施をしたわけ

でございます。特に東北震災は私はそこに都合４回ほど行きまして、まず一番最初に東

北震災から帰ってきて実施したことは、東北で何が怖いかといったらやっぱり暗いとい

うのが一番怖いということをおっしゃったんで、即各小学校区にあんどん型の電気、そ

ういうものを設置したり、特にそういう対応をさせていただきました。それから防災シ

ンポジウムを立ち上げたり、全区における防災減災に対する町民の皆さんも動員して実

態として災害に強い町をアピールさせていただいたということもございます。 

   それから３つ目の広域行政の推進につきましては、特に大きなものとしましてはごみ

処理場の問題で岡崎市の中央クリーンセンターの建設負担金、これにつきまして毎年１

億５,０００万ずつぐらいだと思いますけども、総額２０億を岡崎市に負担金を出して

中央クリーンセンターの運営に使わせていただくという共同運営もさせていただいてる

わけであります。それから蒲郡市につきましても、火葬場につきまして総額２億数千万

になろうかと思いますけれども、そういう相互のお互いの広域行政の推進にも力を入れ

ておるところでございます。 

   それから４番目の子どもたちが未来に羽ばたく町として、町内の子育て家庭に対する

子育て支援サービス、それから保育園の完全空調化、小中学校の全室の扇風機の設置、

それから保育所の休日対応、それから私立幼稚園の入園の補助、それから少年少女発明

クラブ、新たなものを取り上げて、それからまた保育園の英語遊びにも着手したわけで

ございます。坂崎小学校の大規模改修とか鷲田付近の整備等々についても進めてまいっ

ておるところであります。 

   それから５つ目の産業が活気づく豊かな都市整備ということで、３駅プラスワンが一

応形ができたわけでありまして、相見駅を中核として、幸田駅、三ヶ根駅、ハピネス・

ヒル・幸田ということでの３駅プラスワンの構造ができて、さらにこれにつきましては

今後進めていく予定でございます。また幸田駅、三ヶ根駅、相見駅につきましても最近

の犯罪防止ということで、防犯カメラ等の設置も新たに進めております。 

   それから農商工の活性化支援補助制度の創設ということで、農業の新たなものを着手

する場合についての２分の１の補助を出して、大いに農業の活性化を図ろうという事業

も進めておるところであります。それから、筆柿の里を拠点にした農産物の販売促進そ

のものについてもかなり力を入れたところであります。もう一つ、プレステージレクチ

ャーズということで、ものづくりの幸田町の町ということで、中央の有名な先生方をお

呼びして、将来にわたって幸田町がものづくりの町としての地域、岡崎だとか近隣から

来ていただきまして４００名規模で大きなそういうプレステージレクチャーズ、新たな

産業の立地のための研修も行ってるところであります。 

   それから６番目の自然と共生する豊かな環境ということで、電動アシスト自転車の購

入補助、それからＬＥＤの防犯灯の設置、自然観察だとか里山の保護等々につきまして
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も力を注いだつもりでございます。 

   それからもう一つ、７番目であります文化の香り漂う町ということで、これにつきま

しては本光寺が今年国指定になると。本光寺の御廟でありますけれども、国指定になる

という運びになろうかと思いますけれども、今後におきましては、そういうものの収蔵

の管理もさらに努めていきたいというふうに思っております。それから公園の長寿命化

計画だとか彦左公園のバリアフリー化、さくら会館の屋上防水だとか、男女共同参画社

会の支援等々についても行ってまいりました。 

   それから８番目の行政意識の向上サービスの徹底ということにつきましては、先ほど

池田議員がおっしゃったように事業仕分けの問題を行いました。これは１つは、行政の

見える化ということと職員の意識改革ということでやらせていただきました。２３、２

４、２５年に向けてやらせていただきました。それから特に一番目立つと申しますか、

窓口のワンストップサービス、本庁舎の１階でありますけども１カ所で自分の用事が済

むようにということで、職員が動いて行うということで職員も一生懸命頑張ってくれま

して、一応今何とかいい評価をいただいてるような状況でございます。そういうワンス

トップサービスということを大きな行政改革の中の１つに入れさせていただいて。その

ようないろんな事業がたくさんあるわけでありますけれども、３年半経過し振り返って

感想はということでありますけれども、まだまだ道半ばであろうというふうに思ってお

ります。まだまだ町民の皆さんに行っていくことはたくさんあろうかというふうに思っ

ておりますので、さらに（８つの誠）の実現に向けて努力をしてまいりたいというふう

に思っております。それから自己採点と自己評価ということをおっしゃったわけですけ

ども、将来に向けて堅実な行政運営というものをしていかなきゃいけないだろうという

ふうに、地味ではありますけれども着実な発展を努めていくという意味での自己評価と

いいますか、余り派手さはないかもしれませんけれど、地味ですけれども堅実な行政運

営をしてるというふうに思っております。 

   以上、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） ただいま町長が３年半振り返りまして、さまざまな大須賀一誠の改

革ということで、まちづくりの一つ一つ細かく説明をいただきました。１つ気になると

ころがあります。町長、後期高齢福祉対策は結構一生懸命やっておられます。これは、

一番最初の誰もが生き生き健康に暮らす町というところに入れてもらってはどうかなと

思っております。また２６年度に深溝に１００床という特別養護老人ホームができます。

その辺ちょっと気になりましたので、御意見を伺います。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 大変申しわけございません。先ほど申し上げたつもりであります

けれども、誰もが生き生きというところで高齢者福祉対策充実につきましてもさらに充

実していきたいと思いますけども、特別養護老人ホームが２６年度中に何とかでき上が

るであろうというふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） また本年は合併６０周年、大変節目の年であります。町長も大変苦
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労されて、ＮＨＫののど自慢、そのほか各種の事業がたくさんございます。多くの町民

の皆様にともに喜んでいただき、盛り上げ、未来につながるまちづくりをやっていかな

ければならないと思ってますけどお考えはどうでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今お話いただきましたように、今年は町村合併６０周年というこ

とでの大きなイベントを計画しております。それは単なるお祭りで終わることのないよ

うに、今からそれが発展の礎になるようなそんな計画をいたしております。６月２９日

には式典を行いまして、２８日から前夜祭的な、加藤登紀子さんとかにお越しいただき

まして、２８日に前夜祭、２９日に式典を行うわけでございます。これには先会議で議

決いただきました名誉町民という方を５名選定いたしました。川口文夫さんとか杉浦さ

んとか近藤徳光さんとか大浦さんとか本多さん、それぞれいろんな行政だとか経済界で

活躍した人も名誉町民としての式典も重ねて行っていくわけであります。それから、一

番、ＮＨＫののど自慢が１１月２日に実施するということが決定いたしまして、これも

１つの幸田町にとりましては初めての経験でございます。大いに町民の皆さんに出てい

ただきまして、明るい幸田町をＰＲしていただければいいなというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） いろいろお聞きしまして、町民の安全・安心、またよりよい暮らし、

さらに公約実現に進められるということで、まだまだ道半ばということで頑張っていた

だきたいと思います。まだたくさん仕事をやっていただいておる、町長の名前のごとく

誠実な方だなあと思って、また一生懸命、あと半年ほどありますので、公約実現に向か

って頑張っていただきたいなと思っております。 

   次に、２番目の財政基盤の強化策ということでお伺いをいたします。長く続いた景気

低迷も平成２４年の１２月に安倍政権が誕生いたしました。アベノミクス、円安効果で

輸出企業の業績が好転で町税の大幅な回復が見込まれ、リーマンショック前に近い税収

が戻ってまいりました。しかし、国民健康保険、介護等の伸びで財政運営は引き続き厳

しい状況であります。特に法人町民税の大幅な回復の兆しが見えてはきたものの、財政

力格差の縮小の名目に法人町民税の一部国税化により、本町においても今後の財政計画

を見直す必要が出てきたのではないかと思っております。受益と負担という税負担の原

則に反し地方分権改革の流れに逆行すると考えております。本町が取り組まなければい

けない企業誘致、地域の活性化を損ない、自主的な努力を阻害するものと考えておりま

す。当面箱物行政は行わず、人命、財産にかかわる安全・安心問題を最優先に取り組む

としております。また、本年８月に市町村合併の６０周年の節目の年を迎えまして、一

歩ずつ着実に前進することを目指して位置づけて将来展望に立ち、可能な限りを尽くし

てその負託にこたえるとしております。 

   そこで大変重要な実態財政を見るときに物差しというか、財政力指数と並んで大事な

ことでございますけど、経常収支比率についてお伺いいたします。リーマンショック前

の平成１９年度の経常収支比率は７３.８％でありました。県内でも上位で、たしか９

位ぐらいでなかったかなあと記憶しております。それで年々数字が上がりまして、平成



- 7 -

２４年度については９５％という、県内ワースト３番目になっております。その原因は

どこにあるか、町長にお伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 健全な財政運営というのがこの自治体の一番重要なところだと思

いますけれども、財政基盤の強化ということで経常収支比率についてお尋ねでございま

す。池田議員がおっしゃったとおり、平成１９年には７３.８％ということで県内のベ

スト９位、それが平成２４年には９５.６％ということで５４市町村中ワースト３位と

いう現在の状況でございます。今一番悪いところは名古屋市。その次は碧南、次が幸田

というような順番でございます。何が大きく要因してるのかということになりますと、

まず平成１９年度の財政であります一般財源というのは９９億５,１９３万円といいま

すか、それが平成２４年には７９億７,４７５万２,０００円と。そういうことで全体の

税収が約２０億落ち込んでる。その状況の苦しみがこの経常収支比率に出てるというこ

とでございます。それをいかに企業さんが頑張って税収を上げていただくことによって、

その比率はベストのほうに向かっていくということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 企業の収益が大事だということでございましたけど、一番大きな人

件費とか扶助費、公債費の右肩上がりだと私は思っておりますけど、いかがなものでし

ょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 確かに経常経費、いろんな扶助費だとかいろんな人件費もそうで

ありますけれども、それにつきましては一定の国の基準に基づいたりして上がっており

ます。そういう状況下の中での財政運営につきましては非常に厳しい状況下にあるとい

うことをお願いしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） これは一つの例として新聞に出ておりましたので記事にとり、香川

県の満濃町というところがあります。この満濃町というのは医療費が県内トップであっ

たそうです。いかに水準を下げるかという課題がありまして、国保制度医療削減に向け

たＰＲを始めたそうです。初めに自分たちの保険料の負担、役場も引き続き、下げられ

ることを説明して回ったということでございます。そして説明会を一方的に企画しても

住民が集まらないということで、商工会とかいろんな集まりを利用して、会合に会議に

説明したそうです。そして住民ができそうな４つの項目を挙げられたそうです。かかり

つけの医者に診てもらうこと。２番目が重複受診をやめること。ジェネリック医薬品の

変更を医師にお願いすること。そうした取り組みに、そして予防のための特定健診を受

診することの４項目を役場の職員が一つ一つテーマを掲げて、上手な通院法とか、上手

な薬の使い方といった講習メニューを用意して、お医者さんに行ったときはジェネリッ

クくださいと書いたカードを用意して病院で提出する仕組みをつくったそうでございま

す。本町の職員もいろいろ一生懸命取り組んでおられますけど、この香川県の満濃町に

なるといいがなあと思って、やはり医師会との関係もありますが、町長、こうした取り

組みはどう思われますか。御所見をいただきたいと思います。 
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○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 確かにすばらしい方法だなと思っておりますけども、我が幸田町

におきましてもこのかかりつけ、重複受診等々につきましては健康課でも十分承知して

おりまして、その対策が今どの程度深く入り込んでいるかについて私はまだ承知してお

りませんですけれども、それについて私のほうにも報告がございまして、そのような対

応はしていてくれてると思っております。それからジェネリックの医薬品につきまして

も、これについて再度また所管と調整をして、医療費がいかに安くといいますか、そう

いうふうに済むような形でできましたらそれもいいことだというふうに思いますので、

考えていきたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） それでは経常収支比率、どの程度あったらよいかということで、各

自治体によってばらばらなんですけど、少なきゃ少ないほどいいということであります

けど、本町においては大体どの程度があればよいかということをお伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 経常収支比率、どの程度あればということでありますけれども、

低ければ低いほどいいわけでありますけども、通常的に８０％ぐらいの状況下にあればいい

かなというふうには思っております。経常収支比率が物すごい低いというのは何もしてない

というふうな状況下にもなりますので、その状況下をよく見ながら進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） ジェネリックのほうはまた職員も大変でございますけれど一度検討

していただくということで、また経常収支比率８０％ぐらいでということでお聞きしま

した。 

   それで次に、一般会計の起債の残高の推移についてお伺いいたします。平成２１年度

から２６年度までわかっておれば聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 起債の残高でありますけど、特に一般会計ということでよろしい

かと思いますけれども、平成２１年度当初が約９１億６,０００万ほどございまして、

２２年度が８９億１,６００万、２３年度が８２億９,６００万、２４年度が７５億３,

１００万、２５年度が６３億９,６００万、平成２６年度におきましては５２億１,００

０万ほどになる予定でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 地方債の現在高の推移を見ましても、町長就任の平成２２年、大変

多くあって１５４億円ほどあったと記憶しております。また２６年度の、これはあくま

でも見込みでございますけど１０７億という、約５４億円ほど減ってきております。ま

た起債のほうも徐々に減ってきております。やはりハピネス・ヒル・幸田の返還が大き

いんじゃないかと思います。ハピネス・ヒルの償還金額、それと年度は大ざっぱでよろ

しいですけど、わかったら教えていただきたいと思います。 
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○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほどプライマリーバランスを維持していくということで行って

るわけですけども、起債残高の減少を図っていくということでありまして、先ほど２６

年度で約５２億という年度末の残ということですけれども、町民会館もろもろの施設が

平成２７年以降、元金償還がいま毎年２６年度におきますと約１２億、２７年度では１

０億、２８年度になりますと元金償還が約７億９,０００万ということでどんどん下が

ってまいりまして、２８年度に好転するということになるわけであります。そこにおい

てやっと土俵につけるかな、次の大型事業等々、皆さんが御希望なされるような事業が

しっかりやっていけるかな、そういう今は予算の規模を考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） あと２年辛抱していただければ大型事業もやっていただくというこ

とでございますので、よろしくお願いいたします。 

   そして３個目の質問、本年４月から消費税が５％から８％になります。影響額をお伺

いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 地方消費税の問題でありますけれども、影響額というのをざっと

考えまして、私どもは交付団体ということで、法人町民税が国税化ということでの国の

国税化になるということ、それと地方消費税との絡みを２つで相殺しますと、２７年度

におきましては地方消費税が約１億１,０００万に対して法人住民税の一部国税化か１

億、プラスの１,０００万ほど出るかというふうに思いますけども、２８年度におきま

すと消費税が約２億１,０００万、法人の住民税の国税化が２億５,０００万、約４,０

００万の赤字と、それから２９年度にきますと先ほど言いましたような消費税が３億で

ありまして、法人住民税の一部国税化が４億５,０００万、１億５,０００万のマイナス

と、そんなような消費税との絡みがございますので、すべからく安堵する状況下にはな

いということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） この消費税増税の影響については国の召し上げ図といいますか、

８％では２１％、１０％では３５％が私の見込みでおるわけでございますが、これで間

違いございませんでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） はい。そのような形になると思います。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） それでは、法人町民税については過去最高額が２２億円ありました。

同額の法人税の純利益があったとしても、７億７,０００万ほどは国税化されることに

なると思われます。地方消費税交付金で４億６,０００万円補填されておりますけど、

１億５,０００万ほど歳出で負担増が出てきます。実質４億６,０００万円程度の今回の

改悪により町の財源が奪われることになります。そして、扶助費も毎年１億円程度どう

かしております。財政的余裕を生み出すことは大変困難な状況にありますけど、これら

の対応するために、町長は何かいい方策があるかないかをお伺いいたします。 
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○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） やはり財政が安定することによって町の行政は図られるというこ

とでありますので、これは、特に一昨年からつくりました企業立地課によります企業誘

致によりまして、法人町民税、固定資産税の税収の確保に努めていく。これは今継続し

て行っておるわけでありますけれども、箱物行政から脱却ということで私がやってまい

ったわけでありますけれども、今後の景気動向、新年度でありますけれども約９億ぐら

いの税収が見込めるというようなこともいろいろ頭の中で考えながら、公債費は少なく

しながら、現状の歳入、入ってくる予算を一つのめどとして歳出計画をつくっていかな

きゃいけない。大いに借金をどんどんしてやっていくというのは、将来の見込みをつけ

て借金をしながらやって、それを新たな大型事業にも取り組んでいきたい、そういうこ

とを思っております。経常収支比率を回復させて、財政基盤を安定させていくと。これ

を第一にやってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 町長、対応するために企業誘致による税収増、それと箱物行政の抑

制ということで、公債費支出の抑制を実施していくということで考えておられますので、

次の質問に入りたいと思います。 

   次は企業誘致の取り組みについてということでございます。本町の企業誘致について

は、昭和４２年に駅西地区約５２ヘクタールの土地に輸送機械を初めとする１０社の企

業誘致に成功いたしました。それに続き、昭和４６年から坂崎地区に３社、西尾、西尾

中部長嶺地区に１社ずつ誘致をし、いずれも成功し現在に至っているところでございま

す。本町の財政運営に大きく貢献、寄与しております。先人たちの苦労のおかげと感謝

しているところでございます。そして平成２０年、２１年に須美地区に輸送関連機器を

中心とした企業が６社進出して操業しております。また本年に入りまして、久保田地区

に３年後の立地を目標に推進協議会が設置されたと聞いております。２６年６月の稼働

に向けて自動車部品メーカーが進出を計画しているところも新聞記事に載っておりまし

た。また、本社工場が安城市から幸田町に移転する記事も掲載されておりました。本町

にとっても財政が厳しい時期に大変うれしい話でありますが、法人町民税の一部国税化

の話もあり危惧するところでございます。先進的見地で事業展開がなされていることは

大いに評価するものでございます。そこでお伺いをいたします。久保田地区の３年後の

立地条件を目標に推進協議会が設置されたということを耳にしました。内容と進捗状況

をお伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 企業立地、企業誘致の取り組みでありますけれども、先輩たちが

大きな成果を残されたあと、今私どもは新たな取り組みを行ってるわけでありまして、

平成２２年３月に作成いたしました幸田町の都市計画のマスタープランに示された内容

というのが、拡大工業地区というのが約１１カ所でございます。それは先ほど久保田の

凧山、長嶺だとか、それから須美までで約１１、総面積が１５７.６ヘクタールについ

ての工業の誘致の取り組み場所という地点を設けております。幸田町は現在工業用地の

ストックがございません。土地開発公社とかいうところで、いろんな避暑地では持って
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おられるところはあるわけでありますけれども、今土地開発公社は全てなくしてるのが

現状であります。そういう中で、企業のニーズに迅速にこたえられるということにつき

ましては大変不備がございます。しかしながら、地域の皆さん方の協力いただきました

ら、今愛知県の企業庁と調整をとりながら、民間と協力いただきながら合意形成を進め

て、その地域に企業立地を進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 先ほど町長が申し上げられた拡大工業地区１１カ所、１５７.６ヘ

クタール、この計画の見通しとか優先順位はあるんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 優先順位と申しますか、やはり今現実にはその地域が一番古いの

が坂崎の土地利用研究会、それから今は豊坂の南部まちづくり研究会、深溝学区のまち

づくり研究会、それから久保田の凧山開発推進協議会というような、地域が自分たちの

町をどうしていこうかという皆さんの御意見を取り入れながら、その中で進めてまいる

予定でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） ４つの地域で都市開発をしてみえるということでございます。そこ

で名豊道路が今月の３月２３日に蒲郡バイパスまで開通いたします。それで芦谷地区の

山ノ田もここの１１カ所の地区には入っております。企業にとっては輸送に大変便利な

場所と思いますが、この計画はあるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 山ノ田計画の芦谷の関係でありますけども、本年の３月２３日に

名豊道路が蒲郡のオレンジロードまで開通するということで、物流関係はさらに車が多

くなるであろうというふうに思ってますし、幸田町は２４８号と２３号の交差するとこ

ろでございます。この山ノ田地区におきましても企業立地のいいところだというふうに

思います。芦谷インターチェンジのすぐ横ということですから、企業からの問い合わせ

等々も増加するというふうに思っております。今後は地権者の皆さん方の同意を諮って、

進めるか検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） また、新産業の誘致のほうも検討して推進していただきたいと思っ

ております。新産業誘致のお考えはあるかないかをお伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 町内企業は大手メーカーがいろいろございます。その中でソニー

さんにおいても、ソニー、オリンパスと一つ絡んだメディカルソリューションという医

療機器のメーカーが今後６月から本稼働いたしていきます。それから町内にも医療関係

だとかヘルスケアの問題と、いろいろそういう企業に対して今企業立地でいろんなとこ

ろで話を進めております。そういう企業を幸田町に誘致していきたいということと、職

員もそれなりに研修を深めていきたいということで、ことしから東京大学に１人送り込

みたいと思っております。名古屋大学についても、そうして企業誘致、企業立地の問題
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で１人送り込んでいくと。そういう絡みで大きな産業を幸田町に取り入れていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 少年少女発明クラブの育成と活動については、昨年度大変活躍され

て表彰されたと聞いてます。子どもたちの自由な発想を尊重しまして、化学技術に対す

る夢と情熱を育み、想像力豊かな人間形成ということで、将来幸田町の優良企業に就職

してもらいたい、そう思っております。少年少女発明クラブの育成、活動についてお伺

いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 少年少女発明クラブにつきましては、私どもも１年ちょっとで本

当に快挙でありますけども、東京で行われました大会におきまして銀賞といいますか、

全国少年少女チャレンジ創造コンテスト、チャレコンといいますけどそれで銀賞をとり

ました。現在５０名ぐらいの子どもたちが月大体１回ぐらいでやってるんですけども、

これは中央公民館だとか愛知工科大学の教室を使いながらやっております。先生方も愛

知工科大学の教授だとか、町内のソニーさんとかパナソニックさんのいろんな方が出て

きていただいて、子どもたちを指導していただいております。この思いが将来の物づく

りの幸田町の原点になるだろうというふうに期待いたしております。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 企業立地の取り組み、それと少年少女発明クラブの取り組み、前向

きなお答えをいただきましたので次の質問に入ってまいります。 

   ３駅プラスワンの将来に向けてのまちづくりのビジョンはということでございます。

平成２４年の３月１７日に北の玄関口として相見駅が誕生いたしました。本町にバラン

スよく鉄道の拠点駅ができました。将来都市像となる３駅プラスワンが現実になってき

たことは承知のとおりでございます。そのほか３つの地区でも区画整理が進んでおりま

す。拠点駅とその周辺環境整備や交通機能の効率化と生活の利便性向上とに極めて大き

な影響を与えております。町外からの消費、購買欲の誘導という面でも重要な要因とな

ります。本町の玄関口である幸田駅周辺の整備についても市街化、市街地整備と商業活

性化と住宅造成の一体化推進を目指しております。駅中心、市街地の再生、再構築に向

け事業を推進しております。これは三ヶ根駅周辺にも同じことが言えるんじゃないかな

と思っておりますけど、同化というのを商店街の地域住民や働く人にとって身近な商品、

サービスを提供する場所であると同時に地域住民の交流の場であり、にぎわいの拠点で

もありました。しかし、現在は空き店舗が増加するのは商店街は厳しい状況におかれて

おります。高齢化の進展、後継者不足の商店街の活動を担う人材が著しく減少し、従来

から行ってきた催し事ですら継続できない状態になっております。そこでお伺いいたし

ます。商店街の振興のための支援制度は用意されておるのかないのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） ３駅プラスワンということで、将来に向けたまちづくりというこ

とでのビジョンにつきましてはそれぞれ今行っているところであります。幸田駅前につ
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きましても町の玄関口としての新たな再構築、相見駅につきましては、都市区画整理も

済みましてほとんどが最終段階に入っておりますので、これはその地域で徐々に進んで

いくだろうというふうに思っております。三ヶ根駅周辺につきましては、一番最初に幸

田町で区画整理を実施いたしまして、温泉に近いというようなこともあってやってきた

わけでありますけれども、今後の本光寺等々の資源を有効に活用しながらまちづくりを

進めていきたいというふうに思っております。 

   今一番最後におっしゃった、要は幸田駅前通り等々のシャッター通り、これをどうい

うふうな動きをさせるかということだというふうに思います。一つは、五、十の市とい

うものを再復活したいということで、これは地元の駅前にあるお店の方が始めます。こ

れも大草の人も手伝ってくれます。そういうことで五、十の市を再構築して新たに人が

来ると、駅前銀座に人がたくさん来てくれる。それも含めてシャッター通りを新たに若

い人たちに借りていただいて、そこに新たなまたにぎわいを生み出してもらうような形

のものを構築していきたいというふうに考えております。新しいものではなくてトラデ

ィショナルな、そういう伝統的なものをさらに使っていくということも非常にいいこと

というふうに思っておりますので、さらに進めさせていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 三ヶ根駅周辺でもこれから土地区画整理が進んでまいると思います。

そしてまた、三ヶ根駅は昔から形原温泉とか西浦温泉、そして三ヶ根山の玄関口として

一時は隆盛を誇っておりました。そして、今はやはり活性化というのか、商店街の疲弊

に陥っているわけでございます。そこで、三ヶ根駅周辺はあじさい寺でも有名な本光寺

があります。歴史的な史跡文化遺産が多い地区であると思っております。そこで本光寺

だとか長満寺、東光寺、遺跡、深溝城の史跡、文化遺産とウオーキングを絡めての新し

い活性化に向けてのまちづくりをと思っておりますけど、お伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 三ヶ根駅周辺の本光寺を始めとした由緒ある寺院等々につきまし

ては、ウォーキングコースということで１０コース、今。１つ目は特に深溝の東部コー

ス、それから深溝の逆川コース、深溝西部コースというような、そういうような大体所

要時間が２時間半から３時間というところの文化財をめぐったそういうルートのマップ

が完成しております。広報等によってまた周知させていきますけれども、そういう意味

でどんどん活性化を図ってまいりたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 三ヶ根駅周辺については新しい区画整理が始まっております。また

新しい、それに伴ってまちづくりを期待したいと思います。そこで幸田駅、私は橋上駅

どうでしょうかと。それと、線路の増設が私は必要ではないかと思ってるんです。なぜ

かというと、幸田駅から名古屋まで、快速でいいますと４０分そこそこで参ります。そ

して、今現在あるＪＲの快速列車を全部とめるということで、今は線路がありません。

線路を増設すれば、快速列車の全停車が可能であるかなと思っております。またそれに

合わせて、駅西部の開発の件についてお伺いいたします。 



- 14 -

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 幸田駅の補強、増加につきましては莫大なお金もかかるというこ

とで、将来的に段階的に考えていきたいと思っております。それから線路のことにつき

ましては、確かに今のままでは待避線がないということであります。ＪＲ東海にいろい

ろこの辺につきましても、要望しながら進めてまいりたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 最後に、ハピネス・ヒル・幸田についてお伺いいたします。文化振

興の拠点として、さまざまなイベント、事業を展開しております。町内外からの利用者

も多く、楽しく親しみやすく、多くの人と交流を図られております。近くには町営プー

ルもあり、心身の総合的な鍛錬が身近に誰にもできるようになっております。町民の健

康と体力づくりの場所を提供しております。また、図書館では町民のニーズに先取りし

た資料の収集を努めており、開かれた魅力ある図書館づくりを目指しております。そこ

でじき補修が必要な時期を迎えております。施設の維持管理について、定期検査は屋外

施設も含めてお伺いいたすものでございます。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） ハピネス・ヒルにつきましては、築後２０年がそろそろやってま

いります。いろんなところの傷みもございます。早期に直して、長寿命化を図りたいと

いうふうに思っております。多くの皆さんが利用いただけるハピネス・ヒル、幸せの丘

につきましては、今後とも重点的に力を入れてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 理事者に申し上げます。 

   答弁時間が残り２分ですので、簡単明瞭にお願いします。 

   ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） それでは将来的なことで、もし町の財政が豊かになれば、先ほど町

長も大型事業と申されました箱物行政、町立の体育館、歴史館、子どもの居場所づくり

の総合的な施設、そのような箱物行政についてお考えがあるかないか、お伺いいたしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 財政基盤が安定してまいります。その段階におきましては、次の

第６次総合計画も含めて、その前に次の計画を策定してまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 前向きに取り組むということで理解しております。 

   それでは、最後の質問でございます。持続可能なまちづくりを実施していくには、安

定した町政が必要不可欠であります。課題は山積しているが、卓越した指導力と行政手

腕に期待するところでございます。町長は引き続き町政運営を担当され、ぜひ出馬され、

幸田町を日本一安全・安心で暮らせていける住みよい町にしていただきたいと思います。

決意は、お伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 
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○町長（大須賀一誠君） 私の次期町長選についてのお尋ねでございます。これまでの実績

に対しましていろいろ評価をいただきまして、大変ありがとうございます。身に余る光

栄でございます。１期４年につきましては、当初から箱物行政につきましては我慢をす

るということでまいりました。起債の返済、財政運営の健全化に努めてまいりましたけ

れども、まだまだ私自身、行政運営につきましては道半ばだということでございます。

町民の皆様に御理解いただけるようであるならば、大型事業を初め、先ほど池田議員が

おっしゃったような体育館だとか郷土歴史館、子育て支援のための子どもセンターの建

設等々、そういう箱物も順次取り組んでいきたいというふうに思います。新たなその他

諸事業に積極的に取り組んでいきたいというふうに思います。それは、財政の基盤が安

定したということを顧みて進んでいきたいと思っております。安心して生活できるまち

づくりに向けまして、４年前の初心にかえりまして引き続き町政を担当し、町民の皆様

とともに持続可能なまちづくりをしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 大須賀町長の力強い決意で、次期も町政運営を担当していくという

お言葉をいただきました。体には十分御留意いただきまして、頑張っていただきたいと

思います。 

   質問を終わります。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田久男君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩とします。 

                             休憩 午前１０時０１分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時１１分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、５番、中根久治君の質問を許します。 

   ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 議長のお許しをいただきましたので、通告順に質問してまいります。 

   きょうの私の質問は、幸田町のごみ処理の問題であります。 

   御承知のように、幸田町の指定ごみ袋の価格、正しくは手数料ですが、これは愛知県

で一、二を争う高さで、高いです。平成１７年に愛知県下で１位になりまして、それか

ら２４年まで、常滑市に抜かれるまで首位を独走しておりました。同じ岡崎の焼却炉を

使うのに、岡崎では１０枚が先日買いましたが１３８円。幸田町は４５０円。この差に

ついて納得するために、質問をさせていただきます。 

   もちろん幸田町と岡崎では指定ごみ袋のもつ意味が違いますので、販売とか売上額と

いう言葉は適切ではないかと思いますが、町民の目線という表現で使わせていただきま

す。まずは、平成２４年度の指定ごみ袋の年間販売枚数と販売総額についてお聞きしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） ２４年度の指定ごみ袋の販売枚数でございますけども、大
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が６３万９,０００枚、小が４１万９,０００枚、特小が１５万６,０００枚、計１２１

万４,０００枚となっております。 

○５番（中根久治君） 販売総額。金額はどうですか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 総額について言いますと、聞き逃しましたので、作成業務

につきましては、５８０万２,０００円の作成費用となっております。失礼しました。

販売については４,１９９万５,０００円となっております。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 通告がしてありますので、なるべく早く答えていただきたいですが。

出庫枚数をもう金額で掛ければ出てくる話でございますから、私のほうも実は試算して

みましたら、４,４４４万５,０００円という金額が出るんじゃないかというふうに思っ

ておりますが、ちょっと違いましたか、確認をお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 今からちょっと手計算で計算してみますけども、大変申し

わけございません。しばらくお待ちください。 

   大変申しわけございませんでした。４,４４４万５,０００円でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ２４年度は４,４４４万５,０００円という売り上げがあったという

ことであります。統計を見ますと、生産枚数は平成２１年度で１１０万枚です。町民１

人当たり、１,０３０リットル分のごみ袋を生産しております。平成２４年度になると、

１１６万４,０００枚、町民１人当たり１,１１３リットル分です。要するに８３リット

ル分の増加というふうになっております。これは、ごみ袋の有料化による減量化、抑制

の効果はとまったというふうに見てよいのかどうかお聞きします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 先ほどのまずごみ袋の売却の関係でございますけども、売

却したうち、町民運動会等の景品で町が持っておったものがございましたので、一般の

方に売却中のは４,１９９万５,０００円ということになります。 

   次に、ただいま申されたごみの減量化はとまったかという御質問でございますけども、

ごみ袋の利用枚数は増加しております。また、燃やすごみの総排出量も平成２１年の４,

６４６トンから２４年の５,０１０トンと増加はしておりますけれども、総排出量、１

人１日当たりのごみ排出量につきましては、平成２１年７２１グラム、平成２４年７１

２グラムと減少傾向でございます。その結果、減量化はとまったと考えてはおりません。

また組成分析からも、厨芥類、台所のごみでございますけれども、水分が７５％と高く

なっております。こちらの水分を減らすことがまたごみの減量化として有効となってま

いりますので、そうすればまたごみは減量していくこととなっていきますので、この水

分を減らすごみ減量化をＰＲしていきたいとは考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） １枚４５円、１０枚で４５０円でございますが、その価格の４５０
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円の内訳なんですが、生産、流通、販売、税金、処理手数料などに分けて、４５０円の

内訳はどうなってるか教えてください。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 価格の内訳でございますけども、１０枚４５０円というこ

とでございますけども、１枚当たりでいきますと、作成費が１枚当たり６円ということ

になります。売り払い手数料４円ですので、１０枚４５０円では３５０円が処理手数料

に当たる、そのような計算になります。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） この１０枚４５０円のごみ袋をスーパーなどで買うと、内税２１円

という表示がされております。この３月に配られたごみの出し方パンフレットを読んで

も、ごみ袋の値段には手数料だから消費税には影響されないというふうに明記しており

ます。この２１円の内税とは一体何かについてお伺いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） ごみ袋につきましては税金はかからないということでござ

いますので、そちらの買われた店のほうの入力ミスというのか、設定ミスではないかと

考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 実は、私、このごみ袋の問題を始めていろんなところでごみ袋を買

いました。もういっぱいありますよ。どこの店に行っても内税２１円は載っとります。

それ、ミスじゃないと思うんですよね。どこでも書いてある。この内税２１円というの

は一体どこへいっちゃったのか、この問題ですよ。町はごみ袋には消費税はかけないと

言っております。町との取引業者の農協との間に税金の意識があるかどうかについては

お聞きしますが、この問題、２１円というのはミスなのかどうなのか、もう一度お願い

します。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 全国でごみ袋の有料化はされておるわけでございますけど

も、ごみ袋を売る場合でございますけども、それにつきましてはどういう目的で売って

るかというようなことでございます。袋自体を売って、それを処理手数料に当てれば当

然税金がかかってくるわけでございますけども、幸田町としては一般廃棄物の排出規制、

再生利用の促進、住民の意識改革、そういうことにおいて町の一般廃棄物処理事業の循

環型社会に向けて展開していくための施策の手段ということで、その金額を１０枚４５

０円をかけさせていただいておりますので、施策の手段として減量化の位置づけで消費

税は非課税取引と考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） そうしますと、今一般のスーパー、コンビニで内税２１円と表記さ

れているのは、これは町には関係ないという解釈でよろしいですか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 町の施策としてその辺を考えておりますので、それは非課

税ですよということでございますので、その辺について販売店等に今後指導していきた
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いと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） この問題は、非課税であると言っておりながらもうずっとこういう

ふうに２１円、４５０円についてもらっておるわけですよ。このお金ってどこへ行った

んですかね。２１円と書いてある、スーパーなどが内税と書いとる。どう計算しても先

ほどの４,４００何万ですから、その内税でざっと計算しても約２００万なんですよ。

約２００万円の消費税が毎年内税として発生しとる。これはどこに行っておりますか。

お願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） こちらにつきましては、町が４５０円で売っておりますの

で幸田町に入ってくるということになります。なお幸田町につきましては、一般会計に

消費税は非課税ですのでその消費税分が入ってくるということはちょっと考えにくいか

と思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） もうちょっとわかりやすく説明いただきたいんですが、町民は４５

０円で袋を買います。そこに内税２１円と書いたレシートをもらいますよね。じゃあ、

この２１円という意味は何だと。この説明を今求めておるわけですが、幸田町はそれは

知りません。じゃあ、このごみ袋を扱っている一番の責任者はどこなんですか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 幸田町が販売しているということで、販売店につきまして

はそれを代行していただいてるということになります。ですから、袋自体は４５０円で

売ってると。内税ではなくてその価格４５０円で売っておりますので、幸田町に４５０

円が入ってくるということでございます。内税というのはその店舗が表示したのであっ

て、税金はそこに含まれておりません。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ちょっと税金に弱いもんですからわからんですが、そういうものな

んですか。４５０円で物を買って、中は内税ですよと。幸田町は２１円の内税知りませ

んと、それで済むわけですか、この問題は。ほかの市、町のごみ袋を考えますと、例え

ば岡崎でいいますと、さっき言いました１３８円ですよね。内税がたしか６円ぐらいに

なってますよね。これは生産、流通、販売、コストにかかる消費税です。６円です。幸

田町は２１円。この差額、要するに手数料まで入っているから４５０円の手数料ですよ

ね。手数料まで入っているから２１円という税金がかかっているわけですから、この２

１円というのを、これが業者の全部ミスだと、間違いだと。これ、業者の間違いじゃな

いでしょう。幸田町の問題ですよ。幸田町がちゃんとそのように町民に説明しなきゃい

かんですよ。これから指導しますじゃありませんよ。その辺の解釈お願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 先ほど申したとおり、ごみ袋を有料化してごみの減量化を

図るという施策の一環として位置づけてございますので、消費税は非課税取引と考えて

おります。なお、岡崎市のごみ袋はごみ袋自体を商品として売っておりますので、それ
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の価格につきましては消費税は当然かかってくるという解釈でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） その話も私もよく理解しておりますから、問題はこの２１円という

ものをレシート上に表記している、このことについて幸田町は何ら責任も説明もないの

かという部分についてお伺いしとるわけです。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 消費税２１円と書いてあるものにつきましては、当然そこ

に非課税と書いていただくのが適切でございますので、その旨につきましては販売店の

ほうに非課税ですということで説明をさせていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） じゃあ、今までずっとこういう状態でやってきたと。ずっとこうい

う状態でやってきた、それで町民は一体どういうふうに理解すればいいのか、そこの問

題ですよね。町民は当然２１円消費税がかかるものだと思ってる。ところが８％になる

からどうなるのかなあとみんな不安でしたんだけど、そうしたら、あのごみのパンフレ

ットを見たら値上がりしないんだなということがわかった。じゃあ、町民にどういうふ

うに説明されるかお願いします。今までの件についても。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 今までも税金はかかりませんということでございましたの

で、その旨は今までどおりと変わりはありません。ただ、店舗のほうにつきまして指導

はさせていただくということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ちょっと、これ、とまっちゃいかんですけども、ですからその２１

円をレシートを見ると書いてあるわけですので、これは町民は２１円の消費税がかかっ

ておるなあとずっと思い込んで買ってきましたよね。じゃあ、これが実はこの２１円は

うそだよということを誰が説明するのか、町民に。それを説明していただきたいと思っ

ておりますが、どうでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 町としてはうそをついてきたわけでもございませんので、

その２１円について町民に説明するということはできかねますので、販売店のほうで消

費税と表示しましたけれどもこれは非課税でしたということで袋のほうに説明されるか

どうか、その辺ちょっとまたうちのほうで検討させていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） この問題をやっとっていかんですけども、ずっと今まで消費税がか

かっておるようなレシートを町民はもらっとるわけですよね。これ、現実です。ですか

ら、そのことでそれは違うんだと、これはレシート上の間違いだと、消費税なんてもの

は存在しなかったということをどこかできちっと言わないと、これから８％に上がろう

としてるこの時期にどういう説明がされるのかなということで気にしとるわけですので、

これは例えば明日どこかのコンビニに行ってあれ買ったら内税が書いてなかったよとか、

そういうことが今から起きてくるわけですよね。これ、おかしいなとみんな思うでしょ、
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途端に消えれば、あれ、何だろう。その部分をどういうふうにするか。これはやはり町

民のほうにもきちっとした説明がいるし、販売店のほうにもきちっとした説明がいるこ

とだというふうに私は思っておるんですよ。４,４００万枚も売ってるわけですから、

その説明がないというのはおかしいでしょ、町の商品を。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 総価でいってはなんですけど、４５０円ということで内税

であろう、私の説明だと幸田町の場合は非課税なんですけども総価４５０円でございま

すので、今後８％になっても４５０円ですよという説明はさせていただきたいと思いま

すけども、そこに表示された２１円については、今後レシートのほうで非課税というよ

うな格好の指導にさせていただきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ですから、今後レシート上にそういうふうに業者を指導することは

わかりました。だから、町民にも今までこうだったと、こういうことでしたということ

を説明していただきたい、私は思っております。そうしなかったら、急にそんな新しい

レシートが出てきたら、そりゃあみんな困るじゃないですか。今まで実は２１円なんて

これはうそでしたよ、そんなの町は関与してませんよと、町は消費税はかけていません

から。これでは納得しないと思いますので、なぜそれは２１円か。レシートも業者によ

って違うんですが、ただ２１円と書いてあるのと、幸田町指定ごみ袋とちゃんと書いて

ある業者もありますので、その辺のところをきちっと町民にわかるように、やっぱり町

は素直にその辺の説明を町民にすべきだと思っておりますので、再度答弁お願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） こちらにつきましては、またごみ袋を買われるときにそう

いう確認をしていただくということで、ごみ袋のほうに表示するか、ホームページとか

広報等がございますので、そちらのほうでごみ袋は値上がりしませんということの中で

うたうような方策等を考えていきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ですから、広報やホームページでも結構ですが、今までこういうよ

うな表示でごみ袋を、幸田町のものを売ってましたと。内税入ってましたが、実はこれ

はうそですと。うそと言うと叱られちゃいますから、これは違いますと。ですので、そ

の辺についてはちゃんとおわびと訂正を入れて、今後こうですよと、８％になってもこ

うですよというようなことをきちっと町民に説明する義務があると思っておりますが、

いかがでしょうか、もう一度。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） そちらにつきましては、今後検討させていただきたいと思

っております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ぜひ、そんないいかげんなごみ袋の消費税扱い、わずか２１円とい

っても年間で２００万円ぐらいですよ。それはうそなんだと、それは大きな問題だと私

は思っておりますので、よろしくお願いします。今どこまで質問したか忘れちゃいまし
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た。ここですね。 

   次、いきますよ。県の統計を見ますと、この価格に上乗せしてある手数料の中に、１

０枚４５０円の場合、平成２０年度は上乗せ手数料という名前で３２４円です。それか

ら２１年度は３３０円、ずっといきまして平成２４年度が３９０円というふうにお聞き

しております。要するに、これがいわゆる手数料ですね。４５０円中の販売手数料、精

算のところには消費税かかってますからその部分を除くと３９０円分が手数料としても

らえると、そういうことですね。これ、何でこんなに幅があるんですか。年度によって。

全体幅で見ると、６６円の上下があるんですね。この辺について説明をお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 愛知県の一般廃棄物処理事業実態調査のごみ袋の欄につき

ましては、市場価格と上乗せの２通りの表示がされております。上乗せ分につきまして

は、販売価格からその年度のごみ袋の作成費用を引いたものが表示されております。毎

年度、ごみ袋の作成をするわけでございますけども、枚数が少ないと落札価格等で単価

が上がってきますので、そのときにつきましては、上乗せ価格につきまして少なくなる

という、販売価格を引きますのでそのような格好になるということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 上乗せ手数料が６６円も高くなっております。平成２０年では３２

４円ですが、それが今は３９０円ですね。ということは、逆に言うと、それだけこの生

産販売流通コストが減ってるわけですよね。安くなってる。安くできてるということで

すよ。やっぱり、これ、安くできてるんだったら値下げしたらどうですか。岡崎と一緒

にしたらどうですか、やっぱり安くできてる。条例上４５０円になってるんだったら、

条例をちょっとそこをいじればいい話ですので。高い高いと言って、県下のトップだっ

て頑張るんじゃなくて、そのぐらいの努力したらどうですか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） ごみ袋の落札価格につきましては毎年また変動するもので

ございますので、ことしについては安かった、来年についてはまた上がったということ

になってきますので、その辺は考えておりません。また岡崎につきましては、岡崎のご

み袋の基準に基いて各業者が製造して販売しておりますので、各店舗等によって販売価

格が違っておりますので、物だけのものと、うちのように減量化の啓発を合わせた４５

０円とはものが違いますので、岡崎と合わせるということはできません。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 生産コストが安くなってるということは、今はこの５年間を見ても

安くなってるわけですから、今後のこともありますので、でもやはり安くなってるなあ

という感じは持っております。このごみ袋を有料化してる市、町もたくさんあるわけで

すが、幸田町のように一律４５０円、１０枚ですよ。じゃなくて、市、町によっては、

要するに高齢者とか、または小さい子どものいるおむつがいっぱい出る家庭とか、そう

いうところには安く出してる。または一定量無料で出すと、そういう高齢者対策とか乳

児対策というのをやってるわけですよ。そういう部分が幸田町にないもんですから、年
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寄りの人のごみ袋がたくさんいることというのはどの家庭でもわかると思いますし、そ

ういう部分があって、そういったところに対する対策というのが必要じゃないかなと。

一定量はもちろん４５０円でいきましょう。でも、それ以上は高いよとか、そういうふ

うにしたほうがいいなあ。ですから、そういった一定量無料型、または一定量はもっと

低料金型とかですね。それを超すと高いぞというふうな形にしたほうが、ごみ袋の設定

としては、ごみの抑制に役立つんではないかなと思いますよ。現在の幸田町のごみ袋に

関する、手数料に関する減免制度というのがありますよね、これは果たして生きてるの

かどうか。誰がどこでどうやって減免してもらってるんだろうと。ごみ袋の手数料は、

簡単に言えば農協が町と契約をしてやってるわけですから、途中にコンビニ行って、う

ち減免してくださいというわけにいかないですよね。ですから、この減免制度というの

はごみ袋については生きてるかどうかについて質問します。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 今後高齢化社会が進むということで、ごみの組成分析、紙

おむつ等が多くなるというのは予想されるところでございます。これにつきましては、

当然そのような補助金等の関係も考えられますので、福祉部局と助成補助などの方向の

検討を行うとともに、先ほど申された一定量無料化など、近隣の市、町の状況を把握し

ながら検討をしていくことが必要だと考えております。 

   次に手数料の減免でございます。廃棄物処理及び清掃に関する条例の９条で手数料の

減免がございますけども、今までに減免の事例はございません。ただ、平成２０年８月

末ごろですかね、そちらにつきましては災害ごみということで、ごみ袋に入れることな

く収集処理を実施させていただいております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 手数料の減免がなぜないかと、それはもう当然わかりますよね。ご

み袋はどこで買うかによって決まるわけですから、買ってるところで減免してくれとい

うわけにいかないもんですからそういう制度がないわけですので、そこで町のほうで先

に申されたように、いろんなきめ細やかな対策が欲しいではないかというふうに思って

おりますので、高齢化社会、乳児がふえております。予想されるんじゃないです、もう

既にふえておりますので、その辺のところ早急な対策が欲しいというふうに私は思って

おります。 

   次に、ごみ袋の有料化の成果と問題点ということについてお伺いするわけですが、そ

の前提となる資料、幸田の統計というのが平成２２年と２４年に出ております。この中

に、ごみ収集処理状況というのがあるんですよ、統計資料に。統計資料のこの２年分を

比べてみると、違うんですよ、データが。平成２２年のときのごみ収集のデータと２４

年とはデータが違うんですよ。始めと終わりが違うんならいいけど、真ん中が違うんで

すよね。そこの部分がおかしいとも思うんですから、その数値の違いについての説明を

いただきたいというふうに思います。同じように平成２４年度の清掃事業概要というの

が出ておりますが、これと岡崎市の環境白書、この数値を比べてみると、これまた違う

んですよね。じゃあ、このごみ収集処理状況のデータというのはどこが正しいんだと。

今正しても何年後かにはまた変わっちゃうのかと、その部分について説明をいただきた



- 23 -

いと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） こちらの幸田の統計のごみ収集処理状況の数値が違うとい

う、前に御指摘いただき調査しましたところ、平成２２年度版の清掃事業概要との違い

がございました。ただし、こちらにつきましては原因が不明でございました。なぜこの

数値が出てきたのかというのが、どれを足しても引いてもちょっとわかりませんでした

ので、これにつきましては環境課が出してる清掃事業概要が正しいということでござい

ます。なお平成２４年度版の幸田の統計の作成時には環境課が作成しております清掃事

業概要の数値との整合は図っております。 

   次に、平成２４年度の岡崎市の環境白書と幸田町の清掃事業概要でございますけれど

も、こちらにつきましては集計方法や区分の方法により違いがございますけれども、内

容を分析したところ整合性は保たれていると理解しております。こちらにごみの関係統

計ということで、岡崎市の白書に幸田町分ということがございます。その総排出量につ

きましては、可燃ごみと不燃ごみと資源ごみ及び集団回収を合わせた数量となっており

ます。また岡崎市への排出量６,６７９トン可燃ごみというのがあるんですけども、こ

ちらにつきましては、生活系可燃ごみと粗大可燃ごみと事業系可燃ごみ及び公共可燃ご

みを足した数量となっております。なお、今後数量の提供、資料の作成につきましては

その数値の根拠等を明確にしまして、このようなことがないように細心の注意をはらっ

ていきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 幸田の統計、データが途中で変わってると、原因わかりません、今

そういう答弁をいただきました。そのことを２４年度の幸田統計を出しながら、なぜそ

のことについて触れてないのか、公表してないのかですね。当然２２年度のデータを見

ながらみんな考えますよね。調査します。私もそれを見ながら調査をしたわけですが、

そうすると２４年を見たら違ってると、これはおかしいですよね。こんな、データが途

中で改ざんされるというんで、これは大きな信用問題だと思っておりますので、このば

らばら事件ですね。データばらばら事件は、誰がどういう責任をとるのか、どこでどう

いう説明をするのか、統計の資料の責任者の答弁をいただきたいと、私は思います。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今話をいろいろ聞いておりまして、大変お粗末な状況でございま

す。全て私に責任があるというふうに思っておりますので、これにつきましては十分精

査いたしまして、訂正をいたして、しっかりと今後そういうことのないようにしたいと

いうふうに思っております。申しわけございません。よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） いや、幸田の統計という資料は各年ごとに出てるわけですから、絶

対みんなが集めてつくってますよね。そうでしょ、どっかが集めてつくってるはずです

よ。つくってるところが寄せ集めでつくって精査もしてないもんですから、途中で改ざ

んされようが何しようが、そんなの新しいものが正しいということになって、また２年

後には違ってるかもしれないと。そうなれば、幸田町のデータはどこが正しいんだと。
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岡崎の環境白書へ持っていっても、あれ、また違うわと、どこだと。そういういいかげ

んなデータをつくっちゃいかんというふうに私は思いますので、その点については十分

に、これ本当は責任者と言えるはずだと思うんですが、どなたですかね、ちょっと参考

までにお聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） こちらのほうの幸田の統計につきましては、企画政策課のほう

で出しております。当然各課へ照会をかけまして、その中で数字等が間違ってないかど

うかの校正等は実施しておりますけれども、今現時点で数字のほうが間違っておるとい

うことでありますので、今後そのようなことがないように十分関係課とも調整をとりな

がら進めてまいりたいと思います。どうも大変申しわけございませんでした。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

   平成２５年度循環型社会形成地域計画目標達成状況報告書という長い報告書がござい

まして、その中に幸田町はどれだけこのごみ減量化に努めてきたかということを報告書

にまとめて出しておられますね。この中を大ざっぱに計算すると、１８の施策があると

いうふうに思いますね。ごみを出さないための施策です。幸田町がやってるのはそのう

ちの何をやってるかなあというのを見てみますと、幸田町が取り組んでる１８の中の何

に取り組んでおるかなとよく見ると、ごみの有料化をやります、レジ袋の有料化をやり

ます、資源回収団体への補助金をたくさん出しております、要はお金ばっかりなんです

よ。お金以外のところがこの報告書には書いてないですよ、幸田町が何をやったかとい

うことを。いいですか、有料化しないでいまだに頑張ってる市、町は何をやってるかと

いうと、有料化しないからほかの施策をしっかりやってるんですね。ほかの施策をしっ

かりやってる。だから、有料化しないで頑張ってるんですよ。幸田町はそうじゃないで

す。ごみの施策は何か、お金だと。ここの違いですね。ごみはお金で解決するもんだと

いうふうに考えちゃいけないと思うんですよね。やっぱり知恵と汗が必要ですよ。この

点を含めて現状の認識をお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） こちらの循環型社会形成につきましては私も見ております

のでわかっておりますけれども、幸田町の１日当たりのごみ排出量につきましては今減

少傾向にあるということで先ほど申したわけでございますけども、２３年度の県下の状

況でございますけども、５４市町村のうちごみの排出量１人当たりでございますけども

１位でございます。一番少のうございます。これは住民の御理解、御協力のたまもので

ございますけれども、ごみ袋の有料化も成果の一つと考えております。ほかにも資源化、

リサイクル等の取り組みは県下２位でございます。そのようなことから、減量化は十分

図られていると認識しております。また引き続き、循環型社会形成に向けてのごみの減

量化、資源化、リサイクルの取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ですから、１位になってるところ、２位になってるその原因は何か

と。これはごみを有料化したから。２位はその資源回収のコストがほかの市、町よりも
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１円高いと、そういうところが要するにお金の問題だと。そうじゃない知恵の問題がど

こにあるかということを今お聞きしたわけですので、こういう知恵を使ってるぞという

ことをぜひお話いただきたいと思っております。 

   もう一つ、ちょっと話題を、時間がありませんので次にいきますが、今度ごみの回収

の仕方にプラスチックごみが燃やすごみになりましたね。今度大々的に広報されており

ます。ところが、これは平成２３年２月にはもう岡崎はやっております。もう２年前か

らやってることですよ。幸田町は新しい施設になったから、岡崎に新しい施設ができた

から今度プラスチック燃やしますよと。岡崎の人はもう２年前からやっておりますし、

実は幸田町も、町民もこのことは知っておりまして、ごみ袋の中にプラスチックなんか

どんどんみんな入れてました、今までも。それが現実です。この２年おくれた理由につ

いてお聞きしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 岡崎市につきましても、プラスチック製品は以前埋め立て

処分をしておりました。それで最終処分場の延命化と新施設、中央クリーンセンターの

稼働に伴いプラスチックの焼却が可能となったということで、可燃ごみへの変更をして

きたわけでございます。新施設につきましては平成２４年４月の本格稼働でございます

けども、その前段階からということでございます。本町でございますけども、分別回収

後、遠方のほうで処理してきましたけども、環境面、コスト面を考慮する中、２５年度、

本年度から岡崎と本格的協議を行いまして１２月６日に協議が整ったということでござ

いまして、２６年からプラスチック製品の燃やすごみへの変更をするということで進ん

できております。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 時計を見ながらやっておりますが、ちょっと一部飛ばさせていただ

きますが、逆川にある不燃物処理場の問題でございますが、これは幸田町が昭和５３年

に不燃物処理場というのをつくったんですが、平成１８年には老朽化による休止。２１

年の８月でしたかね、廃止と、こういうふうになっておりますね。だから逆川の不燃物

処理場は今使ってないんです。建物は残ってます。それで、それをほかったるんですね。

このことについて、どういう経緯で立ち上げて、どういう経緯で廃止したかということ

についてお伺いしたいと思いますね。条例をつくって、これは不燃物処理場というのを

立ち上げたんですね。ですから廃止する場合は、これ、条例で廃止せないかんですね。

ごめんなさい、議会の議決が必要だと思うんですが、その辺のところも含めてお願いし

ます。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 不燃物処理場につきましては、町内で発生するガラス及び

陶器等、あと金属、缶、その缶の関係を処理するということで５３年５月に稼働を開始

しております。この缶はガラスの破砕機、金属プレスでした物を売却等してきたわけで

ありますけれども、平成１８年４月をもって施設の休止届ということで休止したわけで

ございます。こちらにつきましては、施設、機械の老朽化及び廃棄物の民間処理への移
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行等の関係で休止させていただいております。また休止してる間に、平成２１年８月に

廃止届ということで、こちらについては、将来的に稼働させないような施設であれば廃

止届をということで県のほうからの指導があり、廃止届を出したものでございます。こ

の段階で、本来、管理を含めた形の条例を廃止すべきであったことは十分反省しなけれ

ばならないと考えております。また、今後この施設の活用方法につきましては、財政部

局等を含めて検討はしていかなければならないと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 地方自治法をちょっと読ませてもらいまして、その中に書いてあっ

たことなんですが、要するにこういった大事な施設、条例で決めたような重要な施設は

議会で廃止をちゃんと決めないかんよと書いてあるわけですが、３分の２の承認ですか。

そのことはいつやられたんですかね。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 当然条例の中で廃止して、条例も廃止するということでご

ざいますので、議会の御意見を伺って、承認を得て廃止ということになっていくことに

なります。 

○５番（中根久治君） いつかね。時期。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） ２６年度早々というんですか、２６年度の早い時期の議会

には諮っていきたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 平成２１年８月に廃止しましたというふうに言っております。だか

ら、その段階で地方自治法２４４号の適用によって議会の同意がいるんですよ。同意を

されたのか、その議会同意はいつだったかということを今お聞きしてるのが１点です。

まずその点についてお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） こちらにつきましては議会の同意は得ておりません。県の

ほうから休止届のままではということでの指導のもと、廃止届という格好を出させてい

ただいております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 県の言うことじゃなくて地方自治法の問題ですから、これは議会に

同意を得なさいと書いてありますよね。それをちゃんと手続通りしましたかという話で、

やってないと、議会承認なし。これではちょっとあれだけの施設をつくりながら勝手に

廃止しちゃっていいですか。そこはちょっともめると私は思ってるんですよ。なおかつ、

先ほどちょっと先走りましたけども、要するにまだ条例は生きてるんです、現在。条例

そのものが廃止されてないですよね。実態はないんですよ、もう廃止しちゃったと。で

も条例は生きておりまして、ちゃんと条例から規則までそっくりそのまま幸田町条例の

中に載っかってるんです。あの条例いつまでやっとくんですか、あれは。あのゾンビみ

たいな条例ですけど。はい。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（山本幸一君） ２１年のときに議会のほうにお話しすればよかったもので

ございます。議員の御指摘のもと、これがされてないということでわかりましたもので

すから、早急に廃止のほうの手続を進めていきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） やっぱり条例に基いて、町は町政をやってるわけですからその中の

問題ですので、県の言うことを聞いたからいいというものではないというふうに私は思

っておりますから、その辺をきちっとやっていただきたい。ぜひ今年度中には、あそこ

を正式に廃止したと、正式に。それで、しかも条例もなくします。自治体によっては、

条例廃止条例という条例をもっておる自治体がありますよね。今までたまっちゃって要

らない条例をどんどんどんどんその箱の中に入れちゃおうという、条例のごみ箱条例み

たいなのをもってるのもありますが、幸田町はごみに関しては実にだらしない、もうほ

ったらかし、どんなものも。建物もずっとあのままほったらかしでありまして、条例そ

のものもほったらかしですよ。ごみに関しては本当にもう他力本願ですから、よそに任

せればいいと、自分のところでは何もやらない、条例さえも廃止しない。そういう状態

ではごみ問題が解決するとは思いませんので、その辺のところをきちっともう一度見解

をお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） これにつきましては、早い段階で条例廃止を行っていきた

いと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ぜひ早目に、ちゃんと自分のところのごみぐらい自分で処理しなさ

いよという、ごみだけじゃなくて条例も含めて建物も、いっぱいありますよ、幸田町の。

これとは話違いますが遊休資産と言われるやつですか、つくってあるけど何も使ってな

いで終わったりしたやつがいっぱいありますから、そういうのも含めてちゃんと町内の

幸田町がつくったものについては自分たちで処理するように、処分するようにしないと

いかんでしょ。町民から４５０円わけのわからんお金をとっておいて、消費税があるか

ないかという意味ですよ、それはまずいなあと思う。 

   次が幸田町のごみは例えば海谷とか逆川から枯枝１枚出たと、枝の葉が１枚。これ、

どこへ行くかというと１８キロ離れた岡崎まで行って燃やすんです。そうでしょ、今は

わざわざ運んでいくんですよ、えらい金で。距離をはかったら１８キロ。そんなことを

しないでも、幸田町内でそういったものをちゃんと処分する。自分のところでできたも

のぐらい自分のところで処分すると、そういう姿勢が大事じゃないですか。今は何を処

分してますか、自分のところで。わずか不燃物一般何とか処理場というのがあって、年

間に７０トンですよ、わずか７０トン。パーセントを計算しましたけど忘れちゃいまし

たが、ありました、町内ごみの０.７４パーセントのものしか幸田町には残さない。あ

とのものは全てよその市、町にお任せ。幸田町で出たごみが前もどこかに載っておりま

したが、この庁舎２杯分、平成１５年の段階でこの庁舎２杯分のごみが出ると。今はそ

れよりふえてますから２杯半分ぐらいごみが出てるんですね。そのごみは一体どこへ行
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くかというと、全部岡崎です。町内に残るのは７４トン、ガラスと陶器類だけ。汚いも

のまで全て岡崎です。幸田町はお金を払って岡崎をごみ捨て場にしております。何とか

ここの、せめて草木ぐらいは何とかしてほしいなと思っておりますので、その点につい

てお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） ごみ処理でございますけれども、焼却場につきましては、

愛知県のごみ焼却処理広域化計画の中で広域処理するように方針が打ち出されておりま

す。幸田町は、この中で岡崎西を広域ブロックに位置づけられております。この区域は

岡崎市、西尾市、幸田町でございまして、ごみ焼却施設の検討、協議を行っております

ので、今後その協議会の中で焼却場の位置等、処理の仕方について協議がなされていく

ものでございます。 

○議長（大嶽 弘君） 残り、質問１分ですので、簡潔にお願いします。 

   ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 残り１分でございますから、中間処理施設としてぜひお願いしたい

のは、やっぱり幸田町の中にもリサイクルプラザみたいなものを用意して、それでもう

ちょっと町内にもこういう施設があるぞと、民間じゃなくて町がちゃんと用意するとい

う、そういう姿勢が欲しいなと。安城がつくりましたエコランドというのを見にいかれ

たかどうかわかりませんが、もうとにかくどの市、町もごみに関しては真剣にやってお

りますので、幸田町はちょっとその辺が他力本願じゃないかなあというふうなイメージ

がありましてお聞きしてることでございますので、その点の見解についてお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 安城のエコランドにつきましては報道もされまして、内容

把握のために現地を伺っております。エコランドでは資源ごみのワンストップ、持ち込

みリサイクル拠点といううたい文句で、本年、平成２６年１月２５日に開業されたもの

でございます。本町につきましては、エコランドとほぼ同じものでございますけども、

持ち込みができる拠点として平日資源拠点回収を実施しております。こちらにつきまし

ては坂崎の中部保全エコプラザで実施しております。また、月１回の日曜日でございま

す。１２月につきましては２回ございますけども、資源拠点回収ということで３カ所、

坂崎小学校の北駐車場、保健センター駐車場、粗大ごみ集積処理場で実施しております。

品目につきましては、古紙、ミックスペーパー、アルミ缶、スチール缶、小型家電でご

ざいます。また、本町では全町的に子ども会、ＰＴＡなどで資源回収もしておりますの

で、リサイクルプラザの建設につきましては今後の検討課題と考えるということで、早

速つくるというようなものではないと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ２１円の消費税問題でちょっと時間をとってしまいまして申しわけ

ありませんでしたが、とにかく町の姿勢として、自分のところで出たものは何とか自分

のところで処理すると、そういう姿勢が欲しいと思いますので、その辺のところをお願

いして本日の質問とします。 

   以上です。 
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○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） ごみ処理につきましては、先ほど申しました岡崎西を広域

ブロックに位置づけられて、それより協議をしていきますし、またし尿、下水につきま

しては蒲郡幸田町衛生組合で決められていくものでございますので、その中で協議をし

ながら適切な処理をしていきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根久治君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午前１１時０７分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時１７分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、２番、杉浦 あきら君の質問を許します。 

   ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 議長のお許しをいただきましたので、通告順に質問してまいりま

す。 

   まずは健康寿命について述べさせていただきます。 

   厚生労働省によると、２０１０年の健康寿命の平均は、男性が７０.４２歳、女性が

７３.６２歳であった。厚生労働省が具体的な推計値を公表したのは、これが初めてで

ある。２０１３年度より開始された健康日本２１において、その目標の中に健康寿命の

延伸が盛り込まれている。さらに健康寿命の伸び幅が平均寿命の伸び幅を上回ることを

目指している。厚生労働省では、２０１１年より国民の生活習慣病を改善し、健康寿命

を延ばすためスマートライフプロジェクトを実施している。健康寿命という言葉は、ま

だ十分に国民に周知されていないのが現状である。健康寿命の言葉の意味や概念を浸透

させ、国民の健康づくりに対する関心をこれまで以上に高めることが重要である。今後

は、厚生労働省等、国を始め自治体、企業、地域全体を含めた啓発活動が必要であろう

と言われております。そこで、まず健康寿命の定義を述べてください。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 健康寿命につきましては、本町につきましてもさまざまな

箇所でその言葉を使わせていただいておるところでございます。健康寿命につきまして

は、これは定義ということですが書いたものを読ませていただきますと、健康上の問題

で病気で寝たきりになったりせず、日常的に介護を必要としないで自立して健康に生活

ができる期間のこと、いわゆる、一般的に言う他の人がお世話をすることなく、自立し

た生活ができる期間だよということでございます。ＷＨＯが２０００年にこの言葉を公

表して以来ということであるというふうに承知をしております。統計上の不健康な期間

の取り扱いとしては、今言う要介護２以上の状態なったという期間だということとして

計算をされておるということでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 一般の人はまだ知らない人が多いと思いますので、ぜひ周知して

いってください。特に今言われたように、健康寿命というのは自立して健康な生活がで
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きる期間のことということでございますので、今後は平均寿命とともに健康寿命を延ば

すことが重要になってきているのではないかと思います。都道府県別で健康寿命が最も

長いのが、男性が愛知県で７１.７４歳、女性が静岡県で７５.３２歳でした。愛知県の

女性は第３位で７４.９３歳でした。 

   本町の健康こうた２１計画第２次の概要に、「平均寿命が延伸し少子高齢化が進む中、

全ての人が生きがいと活力のある生活を送られる期間を可能な限り長くし、健康寿命を

延ばすことはますます重要となっています。健康づくりの取り組みは個人の努力だけで

は難しい面もあり、地域のつながりの中でいろいろな関係者、関係団体などと連携し、

健康づくりを総合的に支援する環境をつくります。」と述べておられます。そこで本町

の平均寿命、健康寿命がわかれば教えてください。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） まず周知につきましては先ほど申し上げましたとおり、さ

まざまなところでこれからもその言葉につきましてはお知らせをしていきたいなという

ふうに考えております。 

   それから平均寿命、健康寿命でございます。本町の平均寿命ですが平成２２年度の国

勢調査をもとに２４年度に発表されたもので、男性が８０.８５歳、女性が８６.２２歳

であります。ちなみに全国、愛知県で７９.５６歳、女性で８６.３４歳の値ですので、

幸田町につきましてはかなり高くなっておるんではないかなというふうに考えておりま

す。 

   それから健康寿命の関係でございます。これも２２年度の国勢調査をもとに２４年度

に発表されたものでありますけれども、幸田町では男性が８０.１６歳、女性が８４.９

４歳ということで、これも県の、先ほども話がありましたように男性で７１.７４歳、

全国１位でございますが、これよりもかなり高い、女性におきましても愛知県は７４.

９３歳、これも３位という話ですが、これよりも高いということで、幸田町におきまし

ては県平均よりもかなり高いところの健康寿命、平均寿命を持っておるということで理

解をしております。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 健康寿命、平均寿命ともに愛知県の平均より高くなっております

ので、このままますます延ばしていただきたいと思います。 

   ２０１０年時点の世界１８７カ国の健康寿命は、男女とも日本が世界一でした。今後、

健康寿命を延ばしていくためには、栄養、食生活、身体活動、運動、休養、飲酒、喫煙

及び歯・口腔の健康等の生活習慣病の改善に加え、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣

病予防対策が必要となってきます。実際に公共の場での喫煙、禁煙推進、一般向けの高

血圧対策、循環器リスク集団への積極的な介入が健康寿命の延伸に有効であるとの報告

もされています。そこで今回、本町での健康寿命を延ばすために、一番目にメタボリッ

クシンドローム対策、通称メタボ対策、２番目に大腸がん対策、３番目に認知症につい

て質問してまいります。 

   まずメタボリック対策として行っている施策、特定保健指導についてお聞きいたしま

す。特定保健指導を始めて５年目ということで、利用する方の一定の改善が見られます
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が、基準値を達成することは難しく、半数以上が翌年も特定保健指導を受ける傾向にあ

ります。特にメタボ対策には内臓脂肪を減少させることが重要であり、減少させられれ

ば代謝異常を改善でき、ひいては高血糖、高血圧、脂質異常を改善できると言われてお

ります。まずはメタボ予備軍、内臓脂肪型肥満の予防を啓発することが重要ではないか

と思われます。今後は受診率を上げることと生活習慣病予防の重要性をどのように啓発

していきますか。お答え願います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 特定保健指導の受診といいますか、指導につきましてはな

かなか私どもも苦慮しておるところでございます。特定保健指導につきましては基本的

に特定健診であるとか、人間ドックの中である一定の数値以上の方に対しまして、その

改善について御指導をさせていただいておるところであります。啓発につきましては、

もちろん今までもそれぞれ個々に勧奨をさせていただきながら、その指導をさせていた

だいておるのはもちろんでございますが、今年度作成をしております２１計画の中でも、

特に生活習慣の見直しという視点を設けて新たにつくり、その活動をしていくというと

ころで栄養であったりとか食生活であったりとか身体活動であったりとか、さらには運

動、こういった事業の推進を目指していきたいというところで、その啓発をしていきた

いというふうに考えております。ちなみに受診率につきましては幸田町は、平成２４年

度の数値で対象者が３８２名お見えになったわけですが、その中で終了させていただい

たのが１７９名という４６.９％の終了者であったというふうに承知をしております。

この数値は県下で２位に位置をしまして、県下平均では１６.６％ということですので、

幸田町は随分そういった指導については積極的にやらさせていただいている、しかしま

だまだ足りないなというふうな実感をしておりますので、今後も引き続き啓発をしてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 受診率は県下でも高いほうということでございますので、ますま

す改善して１位になっていただきたいと思います。特にメタボの発症進行の予防は、不

摂生な生活習慣の是正が重要であり、健康な生活習慣、バランスのとれた食事、適度な

運動などが重要です。特に内蔵脂肪型肥満の予防を啓発していただきたいと思います。

そのために保健事業の中の受診勧奨教室、元気会、料理教室などに参加してもらい、バ

ランスのとれた食事、適度な運動を行い、メタボにならないように指導していく方法も

あるのではないでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 議員おっしゃられるとおり、さまざまな形、さまざまな方

法を用いて指導していくというのは、私どもも必要であると思っております。先ほども

ちょっと触れましたけれども、現在策定、もうじき完了しますけれども２１計画の中で、

ある一つの指針を設けてさらにその予防といいますか、観点も含めました推進をしてい

きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 健康こうた２１計画を推進し、メタボ講座を行い、栄養、食生活、
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身体活動、運動等の分野を積極的に啓発していただきたいと思います。 

   次に、大腸がんについてお聞きします。日本において大腸がんの罹患率は増加傾向に

あります。大腸がんは早期に発見して治療を受ければ、ほぼ完治すると言われておりま

す。日本での大腸がんの罹患率、死亡者数はどのようになっておりますか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） メタボにならない取り組みにつきましては、先ほどから申

しておりますようにさまざまな教室等で引き続き、その指導については行っていきたい

というふうに考えております。 

   それから次の日本の大腸がんの関係でございますけれども、大腸がんの罹患率でござ

いますが、ちょっとデータが古くて申しわけございませんけれども、２００７年の厚生

省データでがん患者の罹患者の数が約７０万人程度であります。そのうちの大腸がんに

罹患された方が１０万人程度、約１５.５％であります。胃がんに次いで高い罹患率と

いうことであります。ちなみに幸田町の罹患率でございますが、平成２２年の数値でご

ざいますが、がんの罹患者１５１人に対しまして大腸がんの罹患者が３４人、２２.

５％であります。死亡者につきましてはまず２０１１年の、これは厚労省のデータでご

ざいますが、全国で４万５,７４４名であります。この全死亡者に対しますがんの死亡

者は第１位、約３人に１人ががんで死亡しておるというふうに言われております。ちな

みに幸田町の死亡者もちょっとデータがありまして、これは平成２３年のデータでござ

いますが、町内の死亡者の方が２５９名おられました。このうちがんの死亡者が６７名、

その中で大腸がんによる死亡者ということで、７名の方というふうに承知をしておりま

す。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 本町においてはがんの罹患率、死亡率もちょっと高いようでござ

いますので、その辺を改善していただきたいと思います。特に日本の大腸がんの罹患率

は、女性では２位、男性では３位、部位別死亡数では女性で１位、男性で３位になって

おり、全体で胃がんを追い越して肺がんに次いで２番目に多くなっているというのが現

状です。 

   続きまして本町での大腸がん検診はどのような検査を行っているのかお聞きいたしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） まず罹患率は高いと、これは分母が、この数が非常に小さ

いものですから、もう１人なられてもそういう率になってしまうということで、御理解

をいただければというふうに思います。もちろん、その対応については考えていかなき

ゃいけないということですが、ちなみに大腸がん検診の検査でございますが、本町につ

きましては平成２３年度からがんの検診の推進事業の中で、４０歳から６０歳までの５

歳間隔の節目の方に対しまして、検診の無料クーポン券を発行しましてその検診を受け

ていただいておるということで、人間ドックであったり住民健診、保健センターでのが

ん検診のときに受診ができるように受診勧奨をしながら取り組んでおるところでござい

ます。方法につきましては、１次スクリーニングとしまして一般の検査でも一番多く使
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われておる検査でありますけれども、潜血反応検査として２日間の便を採取して行う検

査でございますが、この検査を対応として取り組んでおるというところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 今は便潜血検査は大腸がんのスクリーニング検査としては、便潜

血検査が広く用いられております。連続２日間ほど検査すれば、進行がんでは９０％、

早期がんでは５０％が発見できるという報告もあります。しかも大腸がん検査、便潜血

検査は安全で安く簡単に行えます。便潜血検査を毎年行うことで、大腸がん死亡が６

０％減るということが報告されております。便潜血検査の感度は、対象とした病変の進

行度や算出方法によってかなりの差があり、３０から９２.９％です。便潜血検査の回

数を多くすれば、発現率が高まると言われております。４０歳以上の人は年２回検査を

行い、早期発見を心がけ、それと同時にがんの危険性を広報、健康講座、講演会等で啓

発していく方法を検討してみてはいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 大腸がん検診につきましては、先ほど申し上げましたクー

ポン券を発行しましてその事業推進に努めておるところでございますけれども、参考ま

でに平成２４年度のこのがんクーポンの関係で受診をされた方につきましては、２１％

の方しか実は御利用していただいていなかったということでございます。そのことを踏

まえて、２回の検診がどうだというお話でございます。２回の検診につきましては、や

ればやるほど実は効果があるというのは私も理解はしておるところでございますけれど

も、まずその住民検診であったりとか人間ドックであったりとかの、そういったいわゆ

る健康診断を受けていただく、実は受診率も低いということの現状がございますので、

当然がんに対する周知というのはやっていかなければならないと思っておりますけれど

も、まずはその検診の受診率を上げる、がん検診も含めた受診率を上げるということも

合わせて、一つそのことについては取り組んでいかなければならないかなというふうに

考えております。周知についても、当然今後ホームページであるとか広報、さらにはさ

まざまな講座、教室等の機会あるごとに住民の方々には周知をしていきながら、がん検

診の必要性についても当然周知をしていきたいというふうな対応を考えておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） まず、そういうクーポンとか検診、いろんなケースを利用し、な

るべく検査回数を多くしていただきたいと思います。特に先ほど述べましたように、大

腸がんは早期に発見して治療をすれば、ほぼ完治するというふうに言われておりますの

で、いろいろな情報ツールを使用して周知していただきたいと思います。 

   続きまして、高齢化社会に伴い最近増加している認知症についてお伺いいたします。

２月４日の新聞にて、認知症でもできるだけ地域で暮らし続けられるよう、厚生労働省

は２０１５年度以降、認知症の疑いの段階から本人と家族をきめ細かく支援する、認知

症初期集中支援チームの設置を市町村に義務づけることを検討しております。現在、全

国１４の市町村、自治体でモデル事業が実施されており、駿河市の取り組みでは自治体

の啓発もあり重症化して入院する患者は大幅に減る効果も出ていると述べられておりま
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す。まずは昨年度の本町における尋ね人、行方不明者の年度ごとの人数をお聞かせくだ

さい。そのうち認知症の方は何人おられたんでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 先ほど情報ツールを使っての周知ということでございます

ので、今後も引き続きそういった周知には取り組んでいきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 尋ね人の件数につきましての御質問でございます。過去５年間

で申しますと、合わせて１５件でございます。その内訳でありますけれども、平成２１

年、２２年、２３年度いずれも２件ということでございます。平成２４年度が４件、平

成２５年度、まだ途中でございますが、５件ということで、近年になってふえてきてお

る状況でございます。それからそのうち認知症の方が何人お見えになったかという御質

問でございますけれども、お尋ねを受ける、情報をいただく中の内容といたしましては、

住所、氏名、性別、年齢のほかに身長、特徴、あるいは服装の状況などは確認をさせて

いただいておりますが、認知症の有無についてまでは聞き取りをしておりませんので、

その中の件数、何人おられたかというところまでは把握ができていないのが実情でござ

います。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 尋ね人はやはり、最近年々多くなってきていると思いますので、

確かに個人情報保護法の関係で詳しい人数、認知症の人数はわからないとは思いますけ

れども、今後高齢化社会が進みますと、ますます行方不明者が多くなるというふうに思

いますので、地域の目が重要になってくるのではないかと思います。 

   昨年１１月の行方不明者の防災無線放送を聞いて、近所の人が捜索に出ました。無事

発見されましたが、２０時を過ぎているということで防災無線で朗報が連絡できません

でした。連絡しなければいつまでも捜索を続ける人が出る可能性がありますので、緊急

の場合は多少の時間オーバーは認めてもよいのではないでしょうか。防災無線の運用方

法をお尋ねいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 尋ね人に関します防災行政無線による放送につきましては、尋

ね人が発生をしましてその御家族から放送依頼があった場合にさせていただいておるわ

けでありますけれども、午後の８時から次の朝の７時までの時間を除いた間に、情報提

供をさせていただく現状となっております。これにつきましては、近年の勤務時間等の

いろいろな状況と、それからまた小さなお子さんなどがお見えになるような家庭などに

対しての夜間の放送に対して、支障が出る方々もお見えになるという配慮の中からそう

した運用を現在させていただいておるところであります。見つかったけれどもその結果

が聞きたかったということは十分理解できます。尋ね人が情報として私どもに入りまし

た際には、地元の区長さんにもおつなぎをし、そうしたことの解決の際にもまた、見つ

かりましたよというような御連絡はさせていただいておる状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 
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○２番（杉浦あきら君） 確かに夜間は難しい面もあると思いますけれども、朗報、特にそ

ういう認知症の方の行方不明でございますと、結局命にかかわる問題も出てくるケース

もあると思いますので、その辺を考慮して今後検討していただきたいと思います。それ

と認知症の捜索は、家族また見回り隊、近所の人、サポーター等の人が積極的に参加し

ていただきますので、町としては組織づくりに協力していただきたく思います。現在町

内に認知症サポーターは何人いますか。それに町主催で認知症サポーターを要請してみ

てはいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 防災行政無線の活用の中で、そうした尋ね人に関します朗報に

つきましてもということでございます。いろいろな配慮をする部分、たくさんあるわけ

でございます。今の現状を御理解いただきたいのが一つ、それから今後新たにタウンメ

ールにて、そうした見つかりましたというようなことの情報提供も一つ、考えさせてい

ただく内容の一つだというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 認知症サポーターの件でございますけれども、認知症サポ

ーターにつきましては、認知症につきまして正しい知識を持っていただいて、認知症の

方々や家族を応援し、地域で見守っていただくということで、ボランティアをやってい

ただいておるということでございます。サポーターの方につきましては、町の主催をし

ます研修会であったりとか、各種団体、例えば女性の会であったりとか老人クラブ、町

内事業所の依頼によりまして、サポーター養成講座を実施しまして、その養成を図って

おるところであります。平成２６年の２月末現在で５８６名の方がこの講座を受講して

いただいておるということでございますので、その方たちがサポーターだよと、ただサ

ポーターを養成します講座につきましては、もう一つ養成講座の講師資格を取得しなけ

ればならないということでもありますので、幸田町の職員にももちろん持っておる者が

おるわけですが、この者の講座等の参加をしまして、いわゆるそういった資格取得者を

ふやしながらサポーターをさらにふやしていきたいというふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） サポーターは大変大勢の方が見えると思いますので、町主催でサ

ポーターをどんどんふやすような形をとっていただきたいと思います。最近では医学が

進歩し、治る認知症もあります。しかも早期に発見すればおくらせることができますの

で、家族、地域、町が一体となって、認知症対策を実施していかなければならないので

はないでしょうか。個人情報保護法の問題もあると思いますが、今後認知症患者の行動

を地域で見守るということで、認知症サポーターの増員、ＧＰＳ対応、また町、区長、

近所の人などへの情報を公開するなどして、地域での見守り方法を検討してみてはいか

がでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） サポーターの方の養成につきましては、町でも実はその教

室を開催しておりまして、２５年度では碧海信用金庫の幸田支店の職員の方たちにもや
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っていただいておりますし、教室も開催をしておると、今後も続けていきたいなという

ふうに考えております。それから地域で見守るという方法でございますけれども、現在

認知症に限らず高齢者の方々のひとり暮らしの方たちの見守りにつきましては、民生児

童委員の方さらに在宅介護支援センターの方による見守り訪問であったりとか、その実

態の調査をさせていただいておるところであります。なかなか認知症とわかってからで

はもう既に実は遅いという、いわゆる予備軍をどうしていくかというのも必要であろう

かと思いますけれども、なかなかその正確な認知症の方の把握ができていないというこ

とで、先ほど申し上げました実態調査であるとか、見守りの訪問の中でそういった方た

ちについて対応できる方についてはしていきたいということでございます。また、広く

認知症に対する今後も理解者をふやしながら、頑張っていきたいなというふうには思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） いろいろな施策をとって、周知していただきたいと思います。 

   最後に、健康寿命を延伸させるためには、今まで述べましたメタボ対策、大腸がん、

認知症の３疾患の予防、早期発見、早期治療ができるように、町民に徹底していただき

たいと思います。また、健康こうた２１計画の中で今までに述べました事柄を町民に推

進するに当たり、その運動の意味をわかりやすく伝えるため、ロゴマーク、キャッチコ

ピー、ボランティア団体、講演会等を活用するなど、周知方法に工夫を図り、健康寿命

を延ばしていただきたいと思います。 

   続きまして、２番目のふれあい給食サービスについてお伺いします。現在ひとり暮ら

し高齢者が健康で自立した生活を送れるよう支援することを目的とし、最大週５回夕食

のお弁当の宅配と安否の確認を行うサービスです。今後、高齢化社会が進みますと、こ

のサービスは利用者がますます多くなると思われます。そこでこのサービスの運用基準

はどのようになっているかをお問い合わせいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 認知症の方に対します町民の徹底ということでございます

が、さまざまな形でいろんな方たちに先ほどのサポーター養成講座も含めまして周知を

させていただいておりますし、２１計画の中でもそういった事柄につきましては当然盛

り込みながら、その対応についてはしていきたい、さらには周知をしていきたいという

ことを考えております。キャッチコピーとかキャラクターというか、幸田町の保健セン

ターにはスコッピーというキャラクターがおるわけですが、そういったものも含めて周

知をしていきたいなというふうに考えております。 

   それからふれあい給食の関係でございますが、運用基準ということでございます。運

用基準につきましては、対象者と言ったほうがいいのかもしれませんけれども、要介護

の１から５の方、身体障害者手帳の１、２級であるとか、療育手帳Ａ、Ｂ、精神障害者

福祉手帳で１、２級の方、それから要支援の１、２の方、７５歳以上の高齢者等々が入

っております。ふれあい給食サービスにつきましては、基本的には食事の提供はもちろ

んでございますがまず見守りもあわせてやるということで、平成７年からたしかやって

おると思いますが、ＪＡ愛知のふれあいサークルが主体になっているものと合わせて、
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最初は週２回でございましたけれども、平成１８年度から３回に拡大をしながらやって

おると、さらには平成２４年から週５日に拡大をしながら、民間業者の方２日間の対応

も含めまして、実施をしてきているところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 要介護者とかあと高齢者等は、広報こうたとかいろんな回覧板な

どを見ていない方も多くいると思いますので、該当者には宅配サービスを徹底していた

だきたいと思います。現在このサービスの該当者は何名で、実際にサービスを受けてい

る方は何名いますか。未実施の方への周知は徹底しているものでしょうか。お答えお願

いします。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） まず該当者でございますが、これ非常に難しいことでござ

いますが、必要な方というのはそれぞれの方たちの例えば家族状況であったりとか、身

体的な状況であったりとか、さまざまであります。どなたが必要であるかというのはな

かなか正確に、実は把握をすることが難しいということで、先ほども言いましたように

それぞれの方たちのいろんな状況に応じまして、さらには相談等も受けまして、必要か

どうかを判断をしてそのサービス提供に努めておるということでございます。現在実際

にサービスを受けてみえる方につきましては、平成２５年度１月末の数値でございます

けれども、利用者につきましては実数で１０９名、延べで１,１１０人ということで、

配食数につきましては１万１,０１７食というふうになっております。ちなみに利用者

の内訳では、ひとり暮らしの高齢者の方が５４名、高齢者が４２名、障害者世帯で４名、

その他の方が４名ということで、これ１０４名ですか、ちょっと時点が違いますので数

値が違っておりますが、そういったような状況で対応させていただいておるということ

です。それから未実施者の周知につきましては、基本的には全戸配布をしております社

会福祉協議会の季刊誌「ともに生きる」というのが実はあるわけですが、それを定期的

にそこに掲載をして周知を図っておりますし、先ほど申し上げた在宅介護支援センター

の方たちの家庭訪問であるとかそういった時々の場合に情報を提供し、さらには必要な

方には対応させていただいておるということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） なかなか高齢者の場合ですので把握するのは難しいとは思います

けれども、特に高齢者の場合は家に閉じこもり他人と面会しないような人もいると思い

ますので、宅配サービスを行っていることすら知らない人も多いと思います。そのあた

りも考慮して、宅配サービスを受けていない高齢者一人一人に説明してもらいたいと思

います。今後も高齢者の必要者には徹底していただきたいと思います。 

   それと続きまして、近隣の市町村では毎日実施している市町村も多くありますが、現

況はどのようになっているかお答えください。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 知らない人にも徹底をということでございます。先ほど申

し上げましたさまざまな方、さらにはさまざまな場所、季刊誌も含めましてできる限り

周知をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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   それと近隣の状況ということでございます。まず岡崎市さんでは、実施日は週７日間

であります。利用者は５９１人ということでございます。それから西尾が週５日で４７

人、蒲郡では週３日の１０７人、ちなみに県内で５４市町村あるわけですが、週７日間

実施をしております市町村につきましては、２０市町で３７％の市町で７日間というこ

とであります。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 近隣の市町村と比べて、本町は利用者は多いとは思います。ただ

最近では、部落内の雑貨店が閉店し、高齢者が買い物できる店が減少して、食料品を調

達しずらくなっています。それを改善するために毎日の宅配サービスを検討していただ

けないでしょうか。毎日実施していくよう改善していく計画はありますか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 配食サービスにつきましては、ＪＡのふれあいサークルの

方たちのお弁当が好評なのかと私は思っておりますが、非常に多い方たちから利用され

ておるわけですが、基本的に平成２４年度から先ほど申し上げました週３日から５日に

拡大をしてきたと、その２日間については業者の方による配食サービスだというところ

で、この週５日の拡大をさせていただいた中身につきまして、現実に使っていただける

数でいきますと、民間業者の方が実際に実施をする日につきましては１０名程度の方が

実は利用をしていただいておると。あと残りにつきましては、９０名前後の方たちが利

用していただいておるということで、では残りの日は何をしているのかというと、自炊

をしてみえるのか、買っていただいているのか、家族の方たちがたまたまその日にやっ

ていただいているのかということになりますけれども、現実はできる限りやれるところ

についてはお願いをしたいというのは、これは自助の精神も含めてお願いをしたいと、

できない部分については当然公助だということになりますので、地域に出ていただくこ

とも必要です。買い物を楽しんでいただくことも私は必要だと思いますので、現実今、

その５日間を７日間に延ばそうという考えは実は持っておりません。今後の研究課題と

して今までも多分回答をさせていただいてきておると思いますけれども、現状はそうい

うふうによろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） 食事は毎日規則的にとることが必要であり、土曜日、日曜日につ

いても必要な方は個人的に業者に依頼や弁当を購入、または自炊しているかを確認して

いただきたいと思います。 

   給食サービスにおいて、ボランティア団体で行っている給食はジョイプラザの調理室

で調理していますが、今後ジョイプラザが撤退しますとどこでどのように調理していき

ますか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） ＪＡのふれあいサークルの活動場所の話だと思いますけれ

ども、現在、農協のジョイプラザクオーターの２階の一室を借りてやっておるというこ

とで、５月にはその契約期間が、ＪＡさんの契約期間が切れるというところで承知をし

ております。町にしましてもその活動につきましては、先ほどから申し上げております
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ように、その方たちのお弁当が大変好評だということで、この活動につきましては当然

支援をしてまいりたいと思いますし、ＪＡについてもＪＡのふれあいサークルの活動の

そのすばらしさというのは認識をしていただいているということを理解しております。

ＪＡとあわせて、その選定場所も含めまして活動が継続できるように、我々はＪＡにも

期待をしておるところでありますし、幸田町が支援をしなければならないところについ

てはしていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦君。 

○２番（杉浦あきら君） いまだにはっきりしたことが決まっていないということで、利用

者は不安に思っている方もいると思いますので、早急に利用者に安心していただけるよ

うにしていただきたいと思います。 

   それと最後に、ふれあい給食サービスを受けている高齢者等は自宅から出ることが少

なく、他人との会話も少ないようなので、宅配ボランティアの方としか会話をしない方

も出てくるのではないでしょうか。ますます宅配サービス利用者が多くなると思われま

す。宅配サービスのボランティアの人による見守りと、安否確認さらに町の情報の伝達

と幅広くサービスを含め、毎日の宅配サービスを実施していただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） ふれあいサークルの活動場所の選定につきましては、現在

ＪＡと町と協力しながら、その対応については必ずしていきたいということで取り組ん

でおるところでございます。５月末までという期限がございますので、そこまでには何

とかしたいなというふうに考えておりますが、状況によってその対応については変わっ

てくるかなというふうに思います。なるべく早いうちに選定をしていきたいなというふ

うに考えております。 

   それと最後の関係で、毎日をということでございます。当然ふれあい給食も先ほど言

った見守りの一環であります。さまざまな形のさまざまな方たちが見守りをしていただ

いておるということであります。家から出るに出れない方については、当然そういった

ことも必要でしょうが、当然今後につきましては出ていただいて元気になっていただか

なければならない、さらには進行を遅くすることも含めて必要なのかもしれません。毎

日の宅配サービスの実現について、先ほど申し上げましたように現在としては自助で何

とかお願いをしたいなというところで御理解をいただきたいということですので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ２番、杉浦あきら君の質問は終わりました。 

   ここで、昼食のため休憩とします。 

   午後は１時より会議を開きます。 

                             休憩 午後 ０時０４分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時００分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ９番、水野千代子君の質問を許します。 
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   ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 議長のお許しをいただき、通告順に質問してまいります。 

   地域の防災力である消防団についてお伺いをいたします。６日後には２０１１年３月

１１日に起きた、東日本大震災から３年を迎えます。お亡くなりになられた方々の御冥

福と、早期の復旧、復興を御祈念申し上げます。東日本大震災では、消防団員みずから

が被災者であるにもかかわらず、救援活動に身を投じ大きな役割を発揮しました。その

一方で、住民の避難誘導や水門の閉鎖などで２５４人が殉職し、消防団員は命がけの職

務であることが全国的に知らされました。近年でも局地的な豪雨や台風など、自然災害

が頻発し、地域防災力の強化が喫緊の課題となる中、消防団の重要性が改めて注目され

ています。幸田町においても２０００年９月の東海豪雨、２００８年の８月末豪雨など

の災害時、また火災や放火が起きないように夜の巡回、昨年の製材工場の火災など消防

職員と消防団の活動が大きな地域の力となっていました。その中で２０１３年１２月に

消防団を支援する消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律、地域防災力

充実強化法また消防団支援法が成立、施行され、消防団の処遇改善と装備の拡充が図ら

れることになりました。 

   全国の消防団員は、１９６５年に１３０万人以上いましたが、２０１２年には約８７

万人と減少となっております。その背景には、高齢化に加えサラリーマンが多くなり、

緊急時や訓練の際に駆けつけにくい事情が団員の減の要因と言われてきております。本

町の分団ごとの人数、職種をお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 消防団の分団ごとの人数、職種ということでございますが、幸田

町内には４地域に分けて４つの分団がございます。特に大字菱池、芦谷、横落、荻、こ

こに八つの区がございますが、ここの第２分団につきましては４０名、ほかの第１分団、

第３分団、第４分団におきましては、それぞれ３５名、４分団合わせて１４５名になっ

ております。またそれに加え、正副団長含めて総勢１４７名となっております。団員１

４７名の職種でございますが、会社員が１０１名、公務員が２５名、農協が４名、農業

または自営が１７名となっており、会社員、公務員、農協、いわゆるサラリーマン団員

が１３０人、全体の８８％を占めてございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） ありがとうございます。分団には各それぞれの人数が、適正なお

られるのかなというふうに思います。また職種におきましては、全国と同じような、や

はりサラリーマン化が本当にふえているなということが一目瞭然でわかるわけでござい

ます。これまでは市町村職員の消防団入団は各自治体の裁量に委ねられておりました。

しかし今法律で、職務に支障がない限り認めるよう義務づけてもおります。本町では何

人が入団しておられるのか、この公務員２５名がそれに当たるのかどうかということを、

もう一度お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 先ほど少し触れましたが、公務員２５人のうち、役場職員が２２

人ございます。全団員の１７％となっております。また残りの３人でございますが、他
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の市の職員が１名、県の職員が１名、それから教師が１名となっております。現在にお

きましても、役場の若い職員の多くは入団していただいている状況であり、ことしに限

りましては分団長と副分団長をやっていただいておる役場職員もございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 本町におきましては、今言われたように幸田町の職員が２２名、

分団に所属をされているということで、いざとなったときには指導が可能である、これ

は自分が勤務している時間内でも、もし何か緊急のことがあればすぐ対応ができる、出

動できるというふうで理解をさせていただきます。 

   それから消防団は消防署とともに火災や災害への対応等を行う消防組織法に基づいた

組織であります。消防団員は、非常勤の特別職の地方公務員として条例によって年額報

酬や出動手当てなどが支給をされております。本町の年額報酬額、また出動手当て額と、

県内でその位置がどのぐらいにあるのかということを、比較がわかればお聞かせを願い

たいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 本町の年俸報酬額、出動手当て額でございますが、消防団員は六

つの階級に分かれております。まず団員ですが、団員は６万５,０００円、班長７万４,

０００円、部長７万７,０００円、副分団長９万５,０００円、分団長１２万５,０００

円、副団長につきましては１６万１,０００円、団長につきましては１９万３,０００円

となっております。出動手当ては幸田町では設けておりませんが、これにかわるものと

して、特別訓練手当てを１回につき３,５００円、また消防車両の整備手当てとしまし

て八つの部ごとに月額９,５００円となってございます。 

   近隣の報酬との比較でございますが、団員の報酬では先ほど申しました、幸田町は６

万５,０００円でございますが、岡崎市は２万４,２５０円、西尾市は５万４,５００円、

蒲郡市は４万７,０００円となっております。また団長につきましては、幸田町は１９

万３,０００円でありますが、岡崎市は８万２,５００円、西尾市は１４万１,０００円、

蒲郡市につきましては２６万円となっております。訓練手当てにつきましては、幸田町

は３,５００円、岡崎市は２,３００円、西尾市につきましてはございません。蒲郡市に

つきましては９００円となっております。団員報酬の目安となっている交付税単価、例

えば団員でございますと３万６,５００円ですが、幸田町では先ほど申し上げましたと

おり６万５,０００円となっており、おおよそ各階級で交付税単価の約２倍、団員、班

長、部長の３階級では１３７人おりますが、この階級では県下で最も高い報酬となって

おります。このように、幸田町におきましては現状においても他の市町村以上に、消防

団の重要性を十分認識していただいておるものと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 今、本当に詳しく御説明を願いました。この年額報酬でございま

すが、やはりそれぞれの市町によっては高いところ、低いところ、また団長だけが飛び

抜けて高く、また下の階級ですね、団員の方たちが低いとか、それぞれその市町によっ

てあります。しかし消防長が言われましたように、本町におきましては六つの団長以下、

それぞれ班長、団員に至るまでそんなに差はなく、報酬を払ってみえるのかなというふ
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うに、これは理解をさせていただきます。 

   また一度、名古屋のほうでしたか、出動手当てを一銭ももらっていなかったとか、報

酬等が消防団員に対して何もなかったということが報道で大きく出ておりましたが、本

町ではこのように、今お伺いしたようにある程度、払ってみえるのかなというふうに推

測するわけでございます。そしてまた、出動手当てでございますが、これもそれぞれの

市町を調べさせていただいても本当に格差があります。低いところ、多いところ、また

出動手当てというのは何かあったときにやはり出動するわけですので、そうすると年間

でも数回という場合もあります。これは少なければいいわけでございますが、そうした

ときに出動した回数によって本町では払うのではなくて訓練という形で払っていってく

ださる、これは本当に消防団に対して厚く手当て等を考えていらっしゃるのかなという

ことは、これは本当に評価をしたいというふうに思っております。 

   それからこの法律では具体的に、階級や在籍年数に応じて設けられている退職報償金

は全階級で一律５万円上乗せと、また報酬、出動手当ての引き上げについて各自治体に

強く求めているのが特徴でございます。本町におきましても、当然改正までは条例改正

ということも必要かというふうに思いますが、そのお考えはどのように考えておられる

かということをお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 退職報償金の条例の改正につきましてですが、平成２５年の１２

月２５日付で、総務省消防庁から消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施

行令の改正についての通知がございました。退職報償金を一律５万円、最低支給額２０

万円に改めることになりました。現在この政令の成立は、３月中旬になる見込みである

と連絡を県から受けております。当然、条例改正の必要がありますので、国の改正政令

の成立を受けて、事務作業を進めていきたいと考えております。現時点では間に合えば

３月議会に議案上程するなど、早急に対応してまいりたいと考えております。報酬、出

動手当てにつきましては、先ほど説明させていただきましたとおり、幸田町は県下でも

トップクラスの金額となっておりますことから、現在のところ引き上げる予定はござい

ません。しかし今回、この法律の施行を契機として、他の市町村におきまして引き上げ

ることも予想されますので、今後につきましては他の市町村の動向を見きわめながら対

応してまいりたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 報酬ですが、退職の報奨金を一律の５万円引き上げ、５万円は必

ず引き上げていくよということで、間に合えば３月議会にということでお伺いしたわけ

ですが、本町の場合は出動手当ては今のところは引き上げないということで今言われま

した。しかし全国的に退職報償金とあわせて、この出動手当ても上げていくという流れ

ができております。ということでありますので、本町の場合は訓練ということの費用だ

というふうに思いますが、やはり私、これは同じように上げていっていただきたい。確

かに県下でも上の方の金額かというふうには思いますが、しかし退職報償金とあわせて

ですので、やはりこれは私は少しでもいいですのでやはり上げていただいて、消防団の

勤務を評価をしていっていただきたいというふうに思うわけでありますが、その辺につ
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いて他市町を参考にするのではなくて、私は同じ時期に上げていただきたいというふう

に思います。その点はいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 訓練手当て以外の出動手当てにつきましてですが、県下一覧の中

で見ましても、訓練手当て等を出していないところは数は少ないと思っておりますので、

訓練手当て以外の出動手当てにつきましても、今後検討をさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） ぜひとも考えていっていただきたいというふうに思います。 

   それから次に、町の消防団の協力事業所についてお伺いをいたします。本町の消防団、

協力事務所は何件で、またこの事務所はどのような協力をする事務所であるかをお聞き

をいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 消防団協力事業所制度につきましては、消防団活動への協力が社

会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じ地域防災体制がより一層充

実されることを目的とした制度でございます。幸田町におきましても平成２０年の４月

１日、幸田町消防団協力事業所表示制度実施要項を定め、制度の運用を開始しておりま

す。平成２０年度から今年度の１事業所を含め、現在８事業所に交付をしております。

事業所の協力の内容ですが、従業員が消防団に入団しているとか、消防団活動について

従業員に対して積極的に配慮をしている、そういったところの事業所となっております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 今、８事業所ということでお伺いをいたしました。実は私、この

質問をする前に幸田町のホームページを見ておりましたら、たしか３事業所であったと

いうふうに思います。それが一気に８事業所にふえたわけでございますが、やはり本当

にこの辺のホームページの更新も、きちんとその都度その都度、消防団の協力事業所が

事業所として認めたときには、必ず一つ一つ丁寧にその事業所をホームページ等で紹介

をしていっていただきたいというふうに思っております。 

   それから今のところ８事業所でありますが、今後この事業所の拡大とかＰＲ、この辺

はどのようにお考えかをお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） ホームページに掲載されていなかったという件でございますが、

今年度２月１９日に８つ目の事業所のほうの交付式を行いました。それにつきまして、

今までのホームページ等の見直しをさせていただきまして、その中に現在の８事業所等

の事業所名等も公表をさせていただいております。 

   ただいま質問がありました拡大ＰＲにつきましてでございますが、今後も継続して協

力事業所をふやしていきたいと考えております。また、現在も町ホームページや広報こ

うたにおいてＰＲ等を行っておりますが、これらについても継続し実施していきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 
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○９番（水野千代子君） ぜひとも協力事業所のほうは、広く町民の目に見える形で広報、

またＰＲをしていっていただきたいというふうに思っております。本当に初めに言いま

したとおり、消防団の入団がなかなか厳しい現状が続いております。またどこの分団も

年度が変わるごとに、次の卒業した人たちの人数はどこでどなたにお願いするのかとい

う、本当に苦労していることも事実でございます。そこで全国では、各市町村で消防団

員をふやすために、消防団をバックアップするための地域消防団応援事業が行われてい

ます。これは各市町内の事業所や販売店などが消防団の応援事業所として、団員に各種

サービスや割引などの提供を行ったり、団員の募集のポスターを事業所内に掲示するな

ど、さまざまな形で消防団を応援していただく事業でございます。この事業は先ほどの

協力事業所とはまた違った意味で、町民の皆様に直接触れていただけるような、そうい

う場所にポスターだとかを張っていただく、また消防団にも恩恵があるという、このよ

うな事業でございますが、この事業を取り入れるお考えをお聞かせを願いたいと思いま

す。 

   そしてまた、県内ではこの事業を行っている市町がどのぐらいあるのかということを、

あわせてお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 県内で初めて、瀬戸市消防団が平成２２年１０月１日から、この

応援事業所を開始しております。近隣では岡崎市が平成２４年４月から行っていること

を承知しております。愛知県消防協会に問い合わせをしましたところ、現在県内ではこ

の制度を導入しているのは、名古屋市、豊橋市、岡崎市、瀬戸市、津島市、蒲郡市、田

原市、長久手市、東郷町の９市町ということでございます。こういった中で、県下の中

でも順次こうした制度を取り入れておりますので、今後さらに検討をしていきたいと考

えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 県内では９市町ということでございます。本当に私たちのこの三

河地域にも、隣の岡崎もございます。また東三河でありますが田原のほうもございます。

ぜひともこの消防団の応援事業の制度を、本町も取り入れていっていただきたいという

ふうに思います。そして地域全体で消防団を応援していく、私たちもこうやって事業所

として消防団を応援しているよ、また消防団員を募集しているよということをＰＲでき

るような、そういう制度をつくっていただきたいというふうに思います。今言われた県

内でございますが、私も調べさせていただきました。例えば岡崎では岡崎市消防団員応

援事業所制度ということで、応援業者には「頑張れ消防団」という大きなステッカーが

いただけて、そのステッカーを店内に貼っております。また店ではそれぞれ、自分のと

ころの割引券、またこれも使ってもらえるポイントだとか、そういうものをやっておら

れました。瀬戸市では自分たちの町は自分たちで守る、私たちは消防団を応援していま

すよという、やはり独自のステッカーもございました。豊橋では「ええじゃないか消防

団」消防応援事業所ということでやっておりました。田原なんかでは、すし屋さんで飲

食が１０％オフだとか、証明写真では２０％オフ、また接骨院では３,０００円以上か

かったものが５００円オフになりますとか、本当にさまざまございます。豊橋ではホテ
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ルの宿泊も１０％オフだとか、温泉プールでは入場が無料になるとか、また結婚式もオ

フになるとか、美容院もなるとか、さまざまな事業所が手を挙げて、消防団を応援をさ

れております。岡崎市でおもしろいのは、食堂でありますがライスの大盛りが無料だよ

とか、こういうものもございました。ぜひともこういう制度を導入をしていただいて、

町全体で消防団を応援していってほしいというふうに思います。そうすれば、毎年度毎

年度、消防団員自身が消防団員の確保のために努力をしなくても、しなくてもではない

です、お互いにしながら、地域全体で消防団を応援するという、消防団員を募集してい

くという、これはすごいことかなというふうに思います。また事業所には大きくステッ

カーが貼られますので、そうしたときに私たちも応援しているということを町民の皆様

にアピールすることもできるというふうに思いますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

   それから消防団員のサラリーマン化が緊急時に駆けつけられないこともあります。本

町も先ほど申しましたように、そのような傾向でございます。内閣府の２０１２年の世

論調査では消防団に入団しない理由として、体力に自信がないが４７％、高齢であるが

約３９％、職業等両立しそうにないが３０％に上っております。このような変化に、団

員のＯＢの方たちのお力を借りて、地域の防災力アップを図っている自治体もあります

が、本町の考えはどのようですか、お聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 消防団応援事業所でございますが、消防団を応援するためには消

防団の活動を、少しでも町民の皆様に知っていただくことが重要なことであると思って

おります。そうした中で、消防団としましても消防出初め式につきましては、回覧で御

案内を差し上げたり、一般住民席を設けたり、豚汁を振る舞ったりだとか、そういった

町民と触れ合う場というものにつきまして、現在も取り組んでおります。さらなる取り

組みとして、こうした消防団応援事業所制度の導入につきましては現在検討中であり、

消防団役員会においても説明を行っております。来年度の導入に向け、さらに協議を進

めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

   次の質問でございますが、消防団のＯＢたちの協力体制ということでございますが、

消防団のＯＢ等で組織する機能別消防団がございますが、これは消防団員数の減少とい

う大きな課題に直面していることから、団員を確保し地域防災体制を充実・強化するた

めに、住民の幅広い層から団員を確保することが望ましく、地域住民が参加しやすい消

防団を補完する制度として設けられております。幸田町におきましても、毎年新入団の

確保には非常に苦慮している状況ですが、団員と区長様など地元の方々の協力により、

定数１４７人を保つことができております。現在定数が確保されておりますので、現状

の組織体制で消防団活動を行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 応援事業所の制度でございますが、来年度に向けて検討に入って

いるということでお伺いいたしました。ぜひとも成功していっていただきたいと思いま

すし、制度の導入をお願いを申し上げます。 
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   それからＯＢの方々の応援でございますが、今消防長が言われましたように、本当に

限定的な活動をする機能別消防団員というのがございます。しかし消防長が言われたよ

うに、１４７名の団員は今のところ何とかなっているということでございますので、今

後先ほどの応援事業所、そういうものを取り入れながら、また消防活動の皆様の活動を

広く住民に知らせていっていただきながら、ぜひとも１４７名が喜んで入ってもらえる

ような、そういう消防団になっていただけるといいなというふうに思っております。 

   それから、やはり消防団は若い力が必要でございます。ということで、高校生への１

日体験入団を行って、消防団の方々の活動をまた広く若い人たちの世代にもＰＲしてい

くべきではないかなというふうに思いますが、その点についてのお考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 高校生の１日体験入団というようなことでございますが、高校生

も含めまして現在こういったことなどは消防本部、消防団を通して行っておりません。

しかし消防署では、中学校の職場体験の体験先として受け入れております。また各小学

校の消防署の見学も例年受け入れを行っております。また消防団はそれぞれの仕事を持

ちながらの団活動に参加しており、こうしたことから現在としましては訓練日数を減ら

すなど、消防団員の負担を軽減することを図っているということで、これ以上消防団員

の応援を求めることも難しいかと思っております。しかしながら今後も年齢的には低く

なりますが、中学校の職場体験や小学校の消防施設見学、あるいは地域防災訓練など、

さまざまな機会を捉え、消防団活動につきましても周知・御理解を求めるよう図ってま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） ぜひとも若い世代、若い世代といってもやはり小学校というとち

ょっと、見ることは確かに大切でございますので、また中学校の職場体験等も必要でご

ざいます。時間もございます、高校生の時間もございます。しかしこういうことも検討

をしていっていただきたいというふうに、私は思っております。 

   それから総務省の消防庁は、ことしの２月１５日に団員に報酬を支払っていない消防

団を公表し、待遇改善を促すこと、また団員確保の取り組みを促すため団員が前年より

一定の割合でふえた消防団を、ことしから総務省が表彰する方針が報道されておりまし

た。消防団支援法は消防団を将来にわたり地域防災力の中核として欠くのできない、代

がえのない存在と定義づけてもおります。今後とも地域防災の要として、消防団員の処

遇改善と、訓練支援、また団員の募集など積極的に行っていただきたいというふうに思

っております。 

   次に図書等の整備充実についてお伺いをいたします。最近活字離れが進んでいると言

われております。全国では多くの人に来館してもらおうと、工夫を凝らしている図書館

がございます。例えばコンビニと連携し２４時間いつでも図書の受け取り、返却ができ

るサービスを実施したり、カフェを併設してカフェでコーヒーなどを飲みながら本を読

むことができたりなど、独自のアイデアで図書館の魅力を増す取り組みが実施されてお

ります。 
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   そのアイデアの一つに雑誌スポンサー制度がございます。導入する自治体が全国に広

まりつつあります。具体的には雑誌の購入費をスポンサーに負担してもらい、かわりに

雑誌最新号のカバー表面にそのスポンサー名、裏面に広告を載せたりする仕組みが一般

的であります。図書購入費の新たな財源の確保をしつつ、地元企業等のＰＲや市民サー

ビスの向上にもつながる、有効的な策と注目をされております。本図書館は指定管理と

して運営されておりますが、まずこの雑誌スポンサー制度の見解についてお伺いをいた

します。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 今回の法律の制定もございます。消防団を取り巻く環境は、国が

大きく動き出すなど変わりつつあります。消防団員の皆様を身近で見ていますと、ほか

に制御を持ちながらの活動であり、本当に大変だと思っております。しかしながら消防

団の皆さんは、消防団に誇りを持ちながら活動されている現状でございます。消防本部

といたしましても、処遇の改善やより安全な活動装備の充実につきまして、今後も努め

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 雑誌スポンサー制度の見解ということでありますので、議員

が一般論で申されたとおりだと思います。図書館の雑誌の購入経費を企業等によりまし

てスポンサー負担を、そのかわりに雑誌の表紙などに企業名のＰＲだとか広告を掲載す

るということでありまして、まず関係する図書館においてもそういった導入がまだ検討

中でございますが、当面カバーをつけながらというようなことで、他の市町村で取り組

みができておるということを承知しておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 本町の図書館は町内のみならず町外からも評判はよくて、多くの

方たちが来館してみえます。平成２４年度の貸出数は１０万８,０９０人となっており

ました。前年度から若干はふえておりますが、この２５年度ではどのぐらいな貸出数と

なるのかということをお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 貸出者数の状況でございますが、本年度の貸出者数はこの１

２月まで、９カ月間ですがこれは前年度の実績に基づき推計をさせて答えさせていただ

きたいと思います。若干の減少傾向でありますが、９８.２％でありました。これをこ

のまま推移すると仮定をし積算をいたしますと、年間１０万６,０００人程度が想定さ

れるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 本当に本町の図書館は、借りられた人数を見ても幸田町の人口の

約２.５倍ぐらいもあるということは、本当にすばらしい図書館だというふうに思って

おります。それでは貸し出しでは一般図書だとか児童書、雑誌などが種目がありますが、

現在図書館の雑誌の種類別の冊数をお聞かせを願います。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 種類別の冊数でございますが、図書館の購入雑誌の種類は全
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てで７ジャンルに分かれておりまして、トータルで１８３誌でございます。内訳は児童

学生用が１９、女性誌が２５、家庭誌が２６、大衆誌が１０、総合文芸誌が２６、趣味

が５６、専門誌が２１の合計１８３誌でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） これらの７種類の１８３誌ということで、これの年間の雑誌の購

入費もお聞かせを願いたいというふうに思います。 

   それから雑誌カバーは、多くの来館者の目にとまりますし、広告効果は高いものとい

うふうに考えております。雑誌スポンサー制度というのは、民間の協力を得て図書の購

入費などの助けになるというふうに思いますので、ぜひとも雑誌スポンサー制度の提案

をしたいというふうに思っております。いかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 年間の雑誌購入費でございますが、２４年度の実績で報告さ

せていただきます。購入実績は１８３万４,０００円でございます。全２,７００冊ほど

でございました。 

   次にスポンサー制度の関係で、図書の購入費の助けになるというような御見解でござ

いますが、確かに先ほど申しましたように、雑誌スポンサー制度につきましては議員の

御指摘のとおり、雑誌購入費の節減、また他の図書資料の購入費充当により、図書館の

サービスの向上につながることから近隣でも導入されておるということで、その助けに

なっておるという状況には間違いないと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 図書館の指定管理者制度に基づく協定等もございますので、この

提案だけはさせていただきたいというふうに思っております。 

   次に読書通帳についてお伺いをいたします。借りた本の履歴を目で見える形で残すこ

とによって、子どもを中心に町民の読書への意欲を高める効果が期待されているもので

ございます。例えば富山県の立山町では、自動貸出機で借りた本のデータが、併設する

図書通帳機に送られて、通帳を入れると借りた本のタイトル、著名者、貸出日が記録さ

れる仕組みになっております。読書通帳機は地元団体からの寄附を活用して購入し、通

帳政策は地元人口に費用を負担してもらうなど、地元の理解と協力を得て取り組んでお

りますが、またこの読書通帳の見解をお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 読書通帳につきましては近年、自身の読書活動、こういった

ものをやはり振り返るというようなことで、導入効果はあると。また読書履歴の可視化

と、見える化といいますか、これを児童生徒が読書の活動の一助となるというようなこ

と、また読書、そういったものを通じてコミュニケーションも図れるというようなこと

で、友達同士の意見交換といったことも図れるのではないかなというようなことで、読

書通帳についてはそういった理解をしておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 読書活動の一助となるし、また見える化、友達同士のコミュニケ

ーションにもなるということで、本当にそのとおりだというふうに思っております。本
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町では各小・中学校でボランティアなどの協力を得て、読み聞かせ読書隊員などを設け

て、積極的に読書活動に力を入れていることは評価をしたいというふうに思います。 

   子どもたちは年間どのぐらいの本を読んでいるかということをお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 読書活動について、小・中学校の学校図書館での状況につい

てお答えをさせていただきます。各小・中学校では、２４年度で年間で１３万８,００

０冊の図書を借りたという実績がございます。これを一人当たりの貸出者を割り出しま

すと、小学校では一人当たり年間５０.４冊、中学校では一人当たり９.１冊となってお

ります。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 本当に本町の小学校の子たちは、年間５０冊読んでいるというこ

とで、すばらしいことだというふうに思います。中学校はどうしても部活等がございま

すので、若干というか、かなり減る形でございます。 

   文科省が事業委託をしましたＩＣＴ、情報通信技術を活用した読書通帳による読書大

好き日本一推進事業がございました。これの実績報告が平成２４年３月にされておりま

す。その中で、調査対象の中学校で読書通帳プリンターを設置し導入したところ、学校

図書館への来館者が約３倍にふえ、読書通帳の効果は大きいとの報告がされております。

また、公共図書館では既存の図書館システムを活用して、プライバシーの保護を踏まえ

て読書通帳が報告され、期待をされております。読書通帳の導入を提案したいというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） まず小・中学校の読書活動の状況でありますが、自分の読書

記録を振り返り、みずからの読書活動を考察するというようなことで、読書の記録を残

すことは大変有益なことだと考えております。よって小学校では、現在でも図書館ノー

トという副教材を活用いたしまして、読書の記録を残すとともに図書館利用の方法を学

んだり、読書の学習で自分の考えを書いたり、学習のポイントを記録するなどの活用を

いたしております。また各小・中学校では御承知のように、学校図書館で整備されたパ

ソコンの端末で蔵書のデータベース化、これをしておりますので、学校図書システムに

よって児童生徒は読書量や本のタイトル、自分の読書歴、こういったものを確認できる

こととなっております。児童生徒がより楽しく積極的に学校図書館を利用できるように、

既存のシステムを活用しているところであります。 

   次に、公共図書館での取り組みでありますが、これは機械を導入した事例は全国でも

５例ほどということを聞いております。導入に当たりましては、システム導入費用がか

なり高額となることなどまだ課題も多いということで聞いておりますので、全国的には

まだまだ導入事例は少ないということであります。今後、図書館を運営する文化振興協

会と調査研究をしてまいりたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 読書のノートだとかそれぞれあるかというふうに思いますが、や

はり通帳というそのものが、今までのノートとは違った形でやはり自分の記録に残って
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いく、要するに貯金ですね、自分の読書をした本を貯金していくというような、そうい

う私は意味合いもあるのではないかなというふうに思いますので、ぜひともそういう形

で子どもたちに楽しく読書活動を推進していっていただけるような、そういう形をさら

にとっていただきたいというふうに思っております。 

   それから図書館等のシステム改修をするには、確かに高額がかかります。しかしでき

ましたら学校図書館と合わせまして、学校図書館で借りても公共図書館で借りても全部

残っていくというような、そういう形もやはり一つは必要ではないかなというふうに思

っております。４月２３日は読書の日でもございます。合併６０周年の記念事業も含め

まして、やはり私は読書通帳というのも一つの提案だというふうに思いますので、今後

検討していっていただきたいというふうに思っております。 

   それから次に本の修理でございますが、本町はどのような体制で本の修理を行ってい

るのか、またそれがどのぐらい、年間か月でもよろしいですが、どのぐらいあるかとい

うことをお聞かせを願います。図書館、学校図書館合わせてそれぞれお聞かせをくださ

い。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 読書通帳につきましては、そのような御意見をいただきまし

たので、今後文化振興協会とも研究を重ねてまいりたいと思います。また、学校図書館

におきましては、既存の制度、これをしっかりと活用しながら、楽しい読書になるよう

に努めてまいりたいと考えております。 

   それから本の修理の関係でございますが、修理冊数ということでよろしいかと思いま

すが、まず町立図書館の本の修理の現状でございますが、全てこれは職員が対応してお

ります。おおむね９割が子どもの絵本でありますので、その冊数１冊当たりは３分から

４分程度の修理時間がかかるというふうに伺っております。年間といたしましては、２,

０００から２,４００冊ということを推計でありますが、受けております。まず学校図

書館でありますが、本町では御承知のように３名の図書館の指導嘱託職員がおりまして、

その者が図書館にかかる事務を行っております。当然、学校図書の補修も行っておりま

して、年間６００冊ほどの本を修繕しておるところでございます。トータルすれば、公

共図書館と含めて、年間３,０００冊ほどの修理を行っている状況となります。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） かなりの修繕をされているということでございます。図書館の場

合は本が主なもので、２,０００から２,４００冊、学校の場合は３名の嘱託職員が６０

０ぐらいの修理を行っていくということでございます。それぞれの職員、また嘱託職員

の方々は、本の修理以外にも本当の自分がしなければいけない職務が私はあるというふ

うに思いますし、やはりこの修理には時間がかかると思います。本来の仕事の時間がこ

のためにとられてしまっているのではないかなというふうに思うわけでありますので、

やはりボランティアの力を借りてこういうことの修理もお願いしたらどうでしょうか。

町のボランティアの方たちはたくさんの、本当に福祉の面からもすごくたくさんボラン

ティアがございます。この本に関してもボランティアの力をお借りをいたしまして、当

然修理の講座等も受けていかなければいけないというふうに思いますが、この力を借り
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ていく必要があるのではないかなというふうに思いますが、その辺のお考えをお聞かせ

ください。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） まず町立図書館のほうですが、現状１２名の職員でその修理

に当たっております。ボランティアとしてやっていただける方がいるなら、文化振興と

いたしましても一度検討したいという意向でした。これにつきましては自主事業という

ものもございますので、そういった関係から取り組みも検討していきたいということで

あります。それから、小・中学校におきましては、特に小学校になるわけですが、家庭

教育学級で本の修理を研修されて、取り組んでいるということも事例を伺っているとこ

ろでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 公立図書館の場合は、今後そのことも検討したいというふうでご

ざいました。小学校の場合は、家庭教育学級が行っているところもあるということでお

伺いをしたわけですが、実は私の地元の中央小学校でありますが、新年度から地域の力

を借りて家庭・地域・学校が一体となって子どもたちを育てていきたいとの思いで、さ

まざまな活動内容の学校支援ボランティアの募集をしました。その中には、本の修理も

含まれております。現在では今、部長が言われたように、家庭教育学級の保護者がある

方に教えていただいて、それで家庭教育学級の事業の一つとしてそれをやっているとい

うことも、私はこの中央小学校でお聞かせを願いました。しかしそれも、限界があるの

ではないかなというふうに思っております。地域の力をお借りして、要するに中央小学

校ではこの方々だけでお願いをしていくのはやはり恐縮だという思いもあったのかなと

いうふうに私は思っておりますし、それでは足りないというふうに、限界があるという

ふうにお考えられたのか、そのような学校図書の本の修理も募集しますというこの一項

目がございましたので、ぜひとも私はボランティアを募集をいたしまして、学校図書の

本の充実と整備を図っていく必要があるのではないかなというふうに思っております。

今は本当にスマホでも読書ができる時代でございます。それを否定するものではござい

ませんが、やはり地域と学校とが密着をして、何らかの活動で子どもたちを見守ってい

く、また学校図書を大切にしていくという、こういう取り組みが私は必要ではないかな

というふうに思っておりますが、その点について再度お伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） ボランティアの関係で学校図書館の充実ということでござい

ます。議員のお示しされた中央小学校におきましては、３、４年生の保護者が講師の指

導のもと奉仕作業で図書室の本の修理に取り組まれました。この活動はことしの２月に、

学校支援ボランティア募集、図書館のボランティアとして活動いただきましたものでご

ざいます。このような学校支援のボランティア活動を活発に展開していただくことは、

学校図書館の整備・充実はもとより、地域で子どもたちを育てるという開かれた学校づ

くりからの観点からも大変ありがたいことであります。ぜひこうした地域の輪を広げて

いきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 
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○９番（水野千代子君） 今、私は地元の中央小学校だけをお聞かせを願ったわけでござい

ますが、他の小学校はどのようになっているのかということを再度お伺いを願いたいと

思います。そしてもし家庭教育学級でやっていればそれはそれで結構でございますが、

やはり私は中央小学校のこのような取り組みで、地域とのかかわりを持っていくという

ことはすばらしいことではないかなというふうに思っておりますので、ぜひとも全小学

校に私は本の修理のボランティアを募集をしていってかかわりを持っていただいて、子

どもたちを守っていただく、また読書に興味を持っていただく、そういう協力をしてい

っていただくことを提案をし、最後の質問といたします。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 先日、読書活動の推進協議会というものを開催をいたしたと

ころでございます。そこで各小学校ごとには集まってみえなかったものですから一部の

学校でありましたけれども、そのような家庭教育学級で取り組んだというような実例も

いただきました。今後、議員が申されたように、これが町内全域に広がっていくことを

期待をしておりますし、またそういった支援もしていきたいなというふうに考えており

ます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野千代子君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午後 １時５３分 

─────────────── 

                             再開 午後 ２時０３分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に３番、志賀恒男君の質問を許します。 

   ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 議長のお許しをいただきましたので、通告した順に質問をしてまい

ります。 

   私は、１年近くの防災対策特別委員会の活動を通じまして、今後予想されます東南海、

南海地震だけでなく、近年ますます巨大化してきました台風やゲリラ豪雨に対して、い

かに安全・安心なまちづくりが大切かということを認識を深めてまいりました。幸田町

内では災害が発生し、または発生するおそれのある場合には、幸田町災害対策本部を設

置し、応急対策活動などを実施することになっております。災害対策本部で思い出され

ますのが、昨年１０月の台風２６号による伊豆大島の大島町の土石流災害発生時に、本

部長である町長と代行役の副町長が島内に不在で、避難勧告を出すタイミングを失して

しまい、多数の死者を出してしまったニュースが思い起こされるところであります。幸

田町においてはこのようなことはないと信じておりますが、私はハード面で防災施設の

整備状況について、若干確認したい点、心配な点がありますので質問をしてまいります。 

   災害対策本部が的確な判断・決断・指示を出すためには、正確な情報を絶えず収集し、

災害対策本部１カ所に集約をする必要があります。幸田町では災害対策本部は役場庁舎

４階に設置をされ、消防本部は約７５０メートル北にあります。最初に災害対策本部と

消防本部の通信手段の信頼性はどのように確保されているのか、お聞きいたします。 
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○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 災害発生時におきます災害対策本部と消防本部との通信手段の

確保ということの御質問でございます。災害が発生をいたしますと、一般加入電話ある

いは携帯電話は通信が混み合ってふくそう状態ということになりまして、通信会社は一

定の規制を行う、つながらなくわざとするというような形になります。そのようなこと

を受けまして、私どもは電気通信事業法に基づく災害時優先電話として、災害対策本部

及び消防本部の回線が登録をしてありますので、通信制限を受けずに優先的につながる

通信回線を持っておるということが１点、しかしその通信回線におきましても断線によ

って遮断をされることも考えられますので、この災害時優先電話のみに頼るのではなく

て、防災行政無線のＭＣＡ無線、衛星携帯電話、消防用無線によって、複数の通信手段

を確保して非常時に備えている状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 有線による通信、これは大変込み合いますということで、防災行政

無線を初め、無線通信で確保しておりますということで、通信手段の信頼性という観点

ではほぼ十分かなという確認がとれました。 

   総務省は、無線設備の停電、耐震対策のための指針というものを公表をしております。

そしてそれぞれの防災機関において、この指針を原則として、設備ごとに最もふさわし

い具体的基準を整備し、対策を講じていくことが望まれるとしております。この指針に

よりますと、非常用発電機の燃料などの保持時間目安というものを標準時間として定め

ております。都市部では２４時間、都市部以外の地域では４８時間、というふうになっ

ております。 

   幸田町の消防本部では、非常用発電機の燃料保持時間をどのように設定をしているの

か、お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 消防本部におきましては、燃料保持時間でございますが、この時

間につきましては無線局の目的、重要性、無線局の設置場所、あるいは有人か無人かな

ど運用体制などにより異なりますが、指針の目安として示されている都市部の２４時間

を消防本部として設定しております。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 都市部の２４時間ということで考えてみえるということになります

が、幸田町を都市部であるというふうに考えている、その根拠といいますか、考え方に

ついて説明をいただきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 先ほどの無線局の目的等によって異なるということでございます

が、消防本部におきましては２４時間消防職員がおり、山間部と異なり燃料の供給が可

能な地域であると考えております。こうしたことから、都市部の２４時間とさせていた

だいておるものでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 幸田町の場合は山間部と異なるということで、この見解で私もよろ
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しいかというふうに思います。 

   それでは、消防本部に設置をされました非常用発電機の電力供給範囲についてはどの

ようになっているか、お聞きをいたします。無線設備は当然のことでありますけれども、

夜間でありますと室内照明灯とかあるいは夏場ですと空調設備とか、具体的なほかの施

設にも電力を供給することになるかと思いますので、お答えください。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 消防本部に設置しております非常用発電機の電力供給範囲につき

ましては、通信指令室内の無線設備、通信指令台、気象観測装置など全ての機器と、室

内照明灯及びコンセントに電力が供給されております。また通信指令室以外の部屋や倉

庫におきましては、室内照明灯が３９カ所、コンセントが４７カ所、およそ全体の３分

の１が使用可能となっております。ただ空調設備におきましては、供給範囲に入ってお

りません。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 司令室並びに全体の３分の１の機能が供給可能であるということで、

ほぼ妥当かなというような判断をいたしました。総務省の指針によりますと、無線局す

なわち行政防災無線の非常用発電設備が、庁舎と共通の場合には当該非常用発電設備に

障害が生じますと、直接無線設備、防災行政無線に影響が及ぶため、防災行政無線専用

の非常用発電設備を設置するように求めております。本庁舎内の防災行政無線はこの総

務省の指針に基づいたシステム構成になっているのかお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） この本庁舎によります防災行政無線につきましては、総務省の

指針に基づきまして、単独で直流電源装置、無停電電源装置及び非常用発電機を備えた

システムになっております。非常用発電機につきましては、指針に基づいて連続運転時

間を２４時間以上確保されるような仕様となっておりまして、軽油燃料５０リットルの

タンクを備え持つものであります。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 無線機用の単独の非常用発電機を持っておるということで、２４時

間以上ありますということが確認をできました。これでよろしいかというふうに思いま

す。 

   次に災害対策本部の非常用発電機について質問を続けてまいります。幸田町地域防災

計画には、災害対策本部事務局の設置及び運営に関し、事務局開設の準備として本部事

務局の標識、幸田町地図版、情報版、電話機４台、テレビ、無線機、これは防災行政無

線と消防無線、コピー機、ファクス、自家発電機屋外用、各種災害対策記録簿、その他

必要と認めるものを配置するというふうにあります。ここで言うところの、自家発電機

屋外用というのは具体的には何を示しているのか、お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 非常用発電機の屋外用についてはということでございます。想

定といたしましては、庁舎の倒壊によりまして、庁舎が使用できなくなったような場合、
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屋外、現地に対策本部を設置するような場合を想定をし、無線、電子機器などの電源と

して、屋外で使える発電機を備えるということの備えになっておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 屋外用という意味がこれではっきりいたしました。役場庁舎が倒壊

をした、あるいは機能を果たさなくなった、または現地対策本部を立ち上げるというよ

うなときに必要であるということで、確認がとれました。そうしますと、本庁舎に設置

をされております非常用発電機は、既に昭和あるいは平成何年に設置をされたのかとい

うことで随分時間が経過をしておるというふうに思いますが、お答えいただきたいとい

うふうに思います。 

   また、設置してからこの間に、定期部品の交換や補償の履歴の有無についてもお答え

いただきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） この本庁舎に設置をされております非常用電源につきましては、

昭和６０年、この庁舎を建設いたしました折からつけておるものでございます。設置以

来２８年余りが経過をしております。特段故障につきましては、大きなものはこれまで

ございませんでした。また部品の交換につきましても、これまで特に大きなものは実施

をしておりませんけれども、消耗品等の交換につきましては定期的に実施をしておりま

す。直近で申しますと、平成２３年度に蓄電池やベルトなどの交換をいたしておるとこ

ろであります。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 消耗品の交換を実施をしておりますということで、大きな稼働実績

というのはないというふうに思いますのでこれでよろしいかと思いますが、非常用発電

機は定期的に試運転を行い、正常にエンジンがかかり、発電するか機能確認をすること

になっております。幸田町ではどのような確認を行っているのか、お答えいただきたい

というふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 電気設備の点検の中に含めて、起動確認も含めまして、隔月、

ひと月置いてという隔月でありますけれども、年６回の定期点検を実施をしております。

また、庁舎の諸設備の点検といたしまして、別に年２回の運転確認を実施しております。

加えて昨年の９月には、幸田町の総合防災訓練に合わせまして、役場庁舎の停電訓練を

実施をいたしました。そこにおきましても、非常時用発電機を起動をさせまして、さま

ざまな点検や確認を行ったところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 定期的に確認をしてみえるということでよろしいかというふうに思

いますが、続いて災害対策本部のあります本庁舎に設置されました、非常用発電機の燃

料保持時間は何時間になっておりますでしょうか、お答えいただきたいというふうに思

います。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 庁舎の非常用発電機につきましては、発電機自体が持ちますタ



- 56 -

ンクに９１リットルと、別に予備のタンクに７２リットル、合わせまして合計１６３リ

ットルの燃料を常備をしております。災害本部が設置されました場合の庁舎内に必要と

される電力量につきましては、誘導灯、非常用照明用に必要な電力、それから対策本部

で活動に必要と思われます電力量を合わせますと、約２５キロワットほどになるものと

想定をいたしております。よって計算をいたしますと、約２０時間の運転が可能である

というふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） ２５キロワット、２０時間ということで回答いただきました。災害

対策本部の機能維持のためには、室内照明やテレビ、電話、ファクシミリ、コピー機な

どの情報機器などへの電力供給が必要であります。本庁舎にあります非常用発電機の電

力供給範囲は、先ほど２５キロワットで非常誘導灯等説明がありましたが、具体的にそ

のほかに非常用発電機の電力供給範囲がどのようになっているのか、お聞きをいたしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 供給範囲につきましては、最も先に必要となります誘導灯、そ

れから非常用照明、そのほかに庁舎内に非常用コンセントが設置をしてありまして、最

低限必要な電源を確保する場所ということとなるわけでありますけれども、災害対策本

部につきましては、議員おっしゃっていただきましたように、庁舎４階の第３、第４委

員会室に設けることとなっております。この全ての照明に電力が供給をされ、先ほど申

しました非常用コンセント全１０カ所、このうちの４カ所がこの対策本部用というふう

になっております。また、合わせてインターネット関連機器への供給も行われておりま

すので、災害本部の活動に伴う必要な情報の収集、発信ができるような形になっており

ます。その他の供給先といたしましては、消火用のポンプ、浄水の揚水ポンプ、水を揚

げるポンプ、エレベーターなど臨時的に使用する機器が含まれておるところでございま

す。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） きちっと、非常用発電機の供給先は必要かつ十分といいますか、限

定された範囲できちっと大切に使うというコンセプトが生かされておるなというふうに

認識をいたしました。 

   平成２４年に庁舎内の電算システムの停電時のバックアップ電源ということで、非常

用発電機と接続を行う工事を実施をいたしましたというふうに認識をしておりますが、

燃料保持時間への影響を与える懸念があります。どのように判断をしてみえるか、確認

をされたのか、お答え願います。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 庁舎の停電によりまして、ホームページ用のサーバーがインタ

ーネットの関連の機器に供給される電力、この容量のことでありますけれども、サーバ

ーが五つ、これが約２.５キロ、接続が予定をされるパソコン７台分が約０.６キロ、そ

の他ハブなどの物等を含めまして、約３.５キロ程度あると見ております。このシステ

ム接続によりまして、燃料の保持時間は約２時間ほど減少をする、計算上約２０時間相
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当という形に考えておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） ２０時間の中に含まれておるということでございます。しかしなが

ら、防災行政無線設備の燃料保持時間は２４時間ありますということでありますが、災

害対策本部の非常用発電機の燃料保持時間は２０時間ということで、４時間ほどの差が

ございます。この差についてどのように認識をしてみえるのか、お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 無線設備、指針によりまして約２４時間相当分の燃料を確保す

べきだということでございまして、私どもの災害対策本部用の燃料につきましては、現

在のところ予備も含めて想定で約２０時間相当ということでございます。ほぼ無線設備

と同等の運転量に相当するものと考えております。今後予備タンクを追加をするなどを

いたしまして、保持時間を少しでも延ばすことを考えさせていただきたいと考えており

ます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 別の予備タンク７２リットルが現在あるわけでございますので、こ

れの容量を若干ふやすだけで対応できるかというふうに思いますので、検討をしていた

だければというふうに思います。 

   続きまして、消防本部及び災害対策本部のそれぞれの非常用発電機の燃料補給という

ことにつきましては、どのような手段で行うことを想定しているのか、確認をしたいと

いうふうに思います。電力はきていないわけでございますので、通信手段も含めてお答

えをいただきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 災害対策本部につきましては、電話用の電力の供給がありまし

て、こちらから電話をできるわけでありますけれども、ガソリンスタンドのほうにつき

ましては普通の状態となっていることも、当然ながら想定をされます。災害役場近隣に

ガソリンスタンドが数店舗ありますので、徒歩にて携帯タンクを持参し、直接調達する

ことも想定の中にいれております。また最悪のケースといたしましては、庁用バス、軽

油を使用しておりますバスから一定数量を抜き取るなどの、大災害時においてはそうし

た臨機な対応についても、想定の中に入れて考えておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 消防本部におきましても、燃料補給につきましては同様の考えを

持っております。特に給油取扱所の計量器には、手回しのポンプで給油ができるような

設備があります。そしてＪＡの給油取り扱いにおきましては非常発電機を持っておりま

して、それで給油設備の電源をいれポンプを稼働することもできますので、そういった

消防本部、役場に近いガソリンスタンドを活用いたしまして、補給をしてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 最悪は携帯タンクを持参して補給をするということで、幸いなこと

に近くにガソリンスタンドが何カ所かありますので、それの対応でよろしいかというふ



- 58 -

うに確認をいたしました。 

   次に、災害対策本部のあります本庁舎の、特に地震対策について質問をさせていただ

きます。まず窓ガラスについてでありますが、役場庁舎の窓ガラスはどのようなタイプ

の窓ガラスを使用しているのかについて、お聞きをいたします。普通ガラスなのか、強

化ガラスなのか、合わせガラスなのか、お答えください。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 役場庁舎の窓ガラスにつきましては、全て普通ガラスでござい

ます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 普通ガラスということでありますと、地震によりまして窓枠が変形

をし鋭利な破断面が出てくる、あるいはガラスが窓枠から外れて飛散をするというよう

な事態が容易に想定をできます。そうしますと、役場本来の機能という面では大変心配

になってまいります。保育園、小・中学校の窓ガラスの飛散防止につきましては、フィ

ルム張りを進めてまいりました、ということは承知をしております。町民優先、あるい

は弱いもの優先ということで、今後は公民館とか老人憩の家とかというところにも展開

をしていくという話は承知をしておりますが、本庁舎の窓ガラス飛散防止フィルムにつ

きましては、役場の機能維持のためにも、また災害対策本部の機能の維持のためにも早

急に対策をすべきというふうに思いますが、どのように判断をしてみえるのか、お聞き

をいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 役場の庁舎のガラス窓につきましては、正直に申し上げまして

飛散防止のための措置は施してございません。やはりこの役場庁舎が防災活動の拠点と

なることは言うまでもございません。そのための方策としては、飛散防止対策につきま

しては必要と認識をしております。しかしながら当面、一般住民の方の避難所となる地

域の公共施設を優先的に整備をさせていただき、その後順次対応を検討させていただき

たいというふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 順次対応をしていくということで、ぜひ確実に計画を立てて推進を

していただきたいというふうに思います。 

   続きまして、幸田町地域水道ビジョンについて質問をしてまいります。水道につきま

しては言うまでもなく、大災害、特に地震災害が起きたときにはライフラインというこ

とで、大変重要なインフラでございます。現在の幸田町地域水道ビジョンは、平成２０

年３月に策定をされました。東日本大震災は、平成２３年３月１１日に発生をしました。

したがいまして、町の地域水道ビジョンは東日本大震災発生の３年前に策定をされたも

のでありますが、現状課題の抽出の中で、施設の危機管理の項目として３点を既に指摘

をビジョンの中でしております。１点目が坂崎ポンプ場受水池の耐震性が中と判定され

ており、早急な対策が必要と考えられます、というふうに指摘をしております。この点

については既に対策済みであるということで承知をしておりますが、２点目が管路の耐

震化はほとんど進んでおらず、重要管路を重点的に整備するなどの対策が必要です、と
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いうふうに指摘をしております。また３点目として、地震時の確保水量は十分ですが、

給水拠点密度が低く応急給水が受けにくい状況にあると考えられます。また給水拠点は、

消費者がその場所を知っているかが重要であるため、給水拠点の整備とともに周知を図

ることが必要となります、というふうに指摘をしております。 

   また一方、厚生労働省は平成２５年１２月に、全国の水道事業における耐震化の状況

というものを公表をいたしました。公表された資料によりますと、愛知県の基幹管路の

耐震化率は、総延長３,６３６キロのうち、耐震適合性のある管の延長は１,９２５キロ

メートルで、耐震適合率は５３％というふうになっております。また愛知県の浄水施設

の耐震化状況については、供給する水の全施設能力に対する耐震化能力は、率にして３

４％というふうになっております。御承知のとおり、幸田町は自前の浄水施設を持って

おりません。県営幸田浄水場から、県が設置した送水管によって町内の坂崎、永野、深

溝の各受水点に送水をされております。 

   ということで最初の質問は、県営幸田浄水場の耐震化について、町として現状どのよ

うに把握をしてみえるのか、お聞きいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 県営の幸田の浄水場の耐震化でございますけれども、県に

つきましては昨年、平成２４年度に愛知県水道用水供給事業の進め方に関する研究会と

いう中で、今後１０年程度の事業の進め方を策定し、幸田浄水場につきましては設備更

新を平成２５年度から３０年度、これにつきましては薬品、活性炭の注入設備、監視・

制御設備でございます。これを平成２５年から３０年度に、あと構造物耐震補強を平成

３０年度から３４年度に、こちらにつきましては混和池、フロック成形池、沈殿池、ろ

過池、浄水池等でございます。こちらにつきましては水をきれいにするところでござい

ます。あと排水設備を平成３６年から平成３７年度、これは排水池、排水ですから汚い

水を出すという排水ですけれども、そちらの排水池、排泥池の予定になっております。

なお、水道の安定供給確保のためには不可欠な事業ですから、計画的に実施していきま

すということでございますけれども、なおこの財源の多くを必要とするということでご

ざいますので、このように長い期間になってきてしまったということでございます。な

お、現時点で直ちにこれを料金改定につなげる状況ではないという県の見解は出ており

ます。 

   以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 耐震化の工事が最終的には平成３４年までかかりますということに

なりますと、８年先でございます。別の対策もあわせて進めていく必要があるというふ

うに認識をいたしました。県のほうには引き続きプッシュのほうをお願いをしたいとい

うふうに思いますが、幸田町の水道事業に関係する愛知県の送水管基幹管路の耐震化の

現状はどうなっているか、お答えを願います。具体的には県営幸田浄水場までの県の基

幹管路の耐震化の状況と、県営幸田浄水場から幸田町内３カ所、坂崎、永野、深溝の受

水点までの耐震化の状況について、確認をしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（山本幸一君） 県の送水管の耐震化でございますけれども、幸田町の浄水

場から企業庁の送水管につきましては、直径１,１００の幡豆線、これは西尾に行って

いる管ですけれども、これと７００の幸田線でございます。こちらにつきましては本管

ということで、両方とも溶接鋼管で坂崎と深溝の受水点まで耐震性を有しております。

しかし幡豆線から分岐された永野受水点までの直径４５０、４５センチの５００メート

ルが耐震性のない管です。こちらは西尾の羽角から永野に入ってくる路線でございます。

それにつきましては、愛知県は管路更新を４段階に分けまして、更新順位２位というこ

とにしております。１位につきましては緊急輸送路等の下に入っている本管ということ

になりまして、その次ということになっておりますけれども、幸田町としては永野受水

点に入れる重要な路線でございますので、早期整備を県のほうに要望しておるところで

ございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 県の基幹管路につきましては、ぜひともプッシュを継続していただ

きたいというふうに思います。 

   幸田町内３カ所、坂崎、永野、深溝の受水点から各家庭までの送水管、水道管は、幸

田町の水道事業になります。町の水道管路のうち、重要管路の現在の耐震化の状況並び

に耐震化率はどのようになっているのか、お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 基幹管路の耐震化率でございますけれども、直径３５セン

チ以上のもので、１４キロのうち耐震管路につきましては、平成２４年度末現在で１.

５キロ、耐震化率につきましては１０.８％、幸田町の全管路３０８キロのうち耐震管

路につきましては３３.６キロで１０.９％の状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 耐震化率が１０％強ということで、全国の平均の耐震化率、たしか

３０％ぐらいあったというふうに認識をしておりますが、それに比べても随分低い数字

だなというふうに思います。となりますと、今後の耐震化の整備計画はどのようになっ

ているのか、あるいは考えておるのか、お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 耐震化継続でございますけれども、既にＰＣタンクにつき

ましては、永野排水池を始め、全て耐震化は終わっております。送水・配水ポンプにつ

きましては、老朽施設の更新とあわせ坂崎ポンプ場を第３受水点と坂崎低区配水場とし

て平成２４年度までに更新しました。また第１受水点の永野送水ポンプ場を平成２７年

度までにポンプ制御設備等の施設を更新してまいります。管路の耐震につきましては、

災害時に応急給水拠点となり得る学校等への配水管を重要管路とみなし、国庫補助によ

り平成２１年度から北部中学、幸田高校、幸田小学校、坂崎小学校までの整備を完了し

ております。また、平成２６年度から２７年度で、幸田中学校、荻谷小学校、中央小学

校までの整備を、平成２８年度から３０年度で南部中学校、深溝小学校までの整備を予

定しております。 

   また、現在愛知県で地域防災計画の見直しが行われております。その中で地震等被害
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予測調査の結果、最新の液状マップが公開されるということを聞いております。こちら

が公開され次第、施設配水管のうち耐震管となり得る管と非耐震管に分け、整備計画を

作成していきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 水道管の基幹管路の耐震化という工事は大変時間もかかりお金もか

かりということでございます。それは承知をしております。しかしながら、お金がかか

るからといって先延ばしすることはできません。きちっとした整備計画を実行していた

だきたいというふうに思います。 

   続きまして、東日本大震災に伴いまして、長期間の停電が発生をいたしました。そし

て非常用電源がなかったために、ポンプを稼働させることができず、水道水を供給でき

なかった事例が数多く報告をされております。停電が長期にわたって発生した場合に、

幸田町における水道への影響について、お答えを願いたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 幸田につきましては全て、全量県水を買っているというこ

とでございます。また幸田町の９０％につきまして海抜７０メートルの永野、深溝、坂

崎の低水位、低区の排水池から、また坂崎、大草、深溝の高台地域につきましては１０

０メートルの、坂崎、大草、深溝の高区排水池から自然流下で供給しております。通常

タンクには半分以上の水位で運用しておりますので、１６時間ほどは断水はいたしませ

ん。深溝、坂崎配水池には、幸田浄水場から直接配水池に入ります。ポンプで常時加圧

している地域につきましては幸田町内、逆川地区だけでございます。こちらにつきまし

ては自家発電装置がございまして、燃料満タンですので約１５時間の対応ができる状態

となっております。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 停電が発生しても十数時間は大丈夫だと、こういうことでございま

す。そうなってきますと次に、それが長引いた場合にはどうなるのかということで、幸

田町地域防災計画によりますと、応急給水用資機材の備蓄として、積載用給水タンク１

トン、これが５個、０.５トンが６個、０.３トンが３個、ポリエチレン容器１８リット

ルが２００個というふうに記載をされております。これらの容器の運搬手段及び使い方

について、具体的にはどのように考えてみえるのか、お答えいただきたいというふうに

思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 車に積載して運ぶということになりますけれども、積載用

給水タンクを役場の親切ダンプや上下水道の指定工事店の組合等の所有車両を利用して、

給水活動を行うということになります。またポリ容器タンク１８リットルが２００個ご

ざいますけれども、これには水道水を入れ、同じように避難所へ運び応急給水に使用す

るということになります。その運んでいったポリ容器につきましては避難所で御利用い

ただいて、使い終わったらまた近くの給水拠点で給水をいただくなり、またこちらから

行く給水タンクで御利用いただくという方法となろうかと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 
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○３番（志賀恒男君） いずれにしましても、給水拠点から給水をしてタンクに入れ、それ

の繰り返しを行うということでございますが、地域水道ビジョンでは断水時の給水活動

については給水拠点を整備し、周知を促進するというふうにしております。給水拠点の

整備状況につきまして、どのような状況になっているのかお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 給水拠点の整備状況でございますけれども、地震時、災害

時には応急給水水源が必要となります。水源につきましては、当然配水場のＰＣタンク

でございますけれども、こちらのほうで緊急遮断弁が設置されているのが永野の排水機

場の５,０００トンと２,４００トン、深溝排水場の５,０００トン、坂崎低区排水場１,

５００トンでございます。通常、半分以上で運用しておりますので、まず人口４万人で

一人当たり１７３リットルとなります。通常１日、災害時一人３リットルと言われてお

りますので、地震発生時から３日までを一人３リットル、４日から１０日まで２０リッ

トルとしまして、震災から１０日前の給水累計は１４９リットルございますので、それ

以上はタンクに確保ができているということでございます。 

   また県の施設の坂崎にあります、幸田の広域調整池につきましても、８,５００立米

にも町民一人当たり１８０リットルをめどに、緊急遮断面で確保されるようになってお

ります。ここから応急給水拠点となる避難所等へ１,０００リットルの給水タンク等に

積載して、または消防タンク車等で応急給水車で給水するということになります。避難

所の受水槽が使用できれば、これもタンクとして利用、補給、給水します。また応急給

水水源は、復旧状況により配水池から最寄りの消火栓の河川の給水栓に移行していくと

いうことになります。管路が復旧するたびに動いていくわけでございますけれども、愛

知県の目標として遅くとも１週間で応急復旧、２週間で平常給水としています。幸田町

でも４週間以内で平常給水を目指しております。県の幸田浄水場から送水管には、避難

所に近い空気弁に１１カ所、応急給水支援設備として消火栓が設置されております。ま

た、支援連絡管として幸田浄水場からの送水管と、町の配水管を直接接続できるように

なっております。給水拠点につきましては、配水管の被害の大きい地区に下位配管、共

同水栓を設置してまいります。早く被害の大きい地域までは配水管を復旧し消火栓を利

用して、仮給水栓を設置してまいります。 

   以上、このように整備し、１日も早い平常給水を目指すということ考えております。

以上でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） わかりました。そうしますと、次の質問に移りますが、幸田町の地

域水道ビジョンでは、給水拠点の整備計画、整備状況については、ホームページを活用

して周知・促進に努めるというふうにありますが、今までにどのような情報を提供され

たのか、お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 給水拠点の整備計画と整備状況のホームページの掲載と周

知でございますけれども、こちらにつきまして住民への情報提供は現在していないのが

状況でございます。災害時の通水状況により、給水拠点が移動してまいりますので、避
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難所等住民が集中する地域につきまして、仮設配管、共同水栓を設置して行い、給水拠

点としてまいります。また県送水管の空気弁や被害の大きい地域前の配水管を復旧し、

また消火栓を利用して仮配管を設置をしてまいります。設置後、付近住民に広報車や防

災無線、メール等では周知をしていくこととなろうかと思います。給水拠点は消火栓を

使用しますので、特定の場所を決めておりません。なお仮給水栓、消火栓から取って蛇

口のついた給水栓でございますけれども、そちらについては２７組現在ございます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 給水拠点は、状況によって次々と移っていくということであります

けれども、日ごろから、災害が起きてからではなく日ごろから、給水拠点がどこにある

かということを町民にあらかじめ知らせておくということは、私は重要ではないかとい

うふうに思います。 

   次に、ここに西尾市の水道事業地震防災施設整備計画というものの概要版がございま

す。被害想定に始まり、応急給水、応急復旧、４週間以内の復旧という具体的目標を定

めた体制の構築、優先順位を明確にした施設整備年次計画までが、事細かく記載をされ

ております。私は、幸田町も水道事業防災対策計画なるものを早急に策定し、あらかじ

めどこがどのように、送水管が浅いし、どこに行けば給水拠点から応急的に水を、生活

用水を受けることができるかというような、具体的な対策計画を策定すべきじゃないか

というふうに思いますが、町の考えをお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本幸一君） 幸田町におきましても、大規模地震対策特別措置法及び東

南海、南海地震にかかる地震防災の推進に関する特別措置法に基づきます地震防災計画

といたしまして、幸田町水道事業地震防災応急対策要綱を平成１４年度に取りまとめて

おります。こちらにつきましては平成１７年度に、東南海南海地震防災対策推進計画の

中の給水対策を具体化するために、改正もしております。平成２０年に地域水道ビジョ

ンを作成しましたので、幸田町水道事業として目標年次を平成３０年、給水人口４万４

００人、日最大給水量１万８,８００立米で整備を進めているところでございます。 

   愛知県の県営水道につきましては平成２６年、先ほど申しましたけれども、愛知県地

域防災計画の会計に合わせ、地震防災対策実施計画の見直しが予定されております。地

震防災対策と地震災害応急対策を含め、合わされたものとなっておりますので、それら

を参考に、今後幸田町の水道事業の地震防災対策の計画を策定していきたいと考えてお

ります。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 今、説明のありました対策内容については、私全て承知をしており

ます。大変抽象的、概略的に書かれておって、残念ながら西尾市水道事業の地震防災施

設整備計画、これと比較しますと大変見劣りのするものであると、私は思いました。ぜ

ひとも水道事業の災害対策時におけるライフラインの確保のためにも、もう少しきちっ

とした計画を策定をしていただきたいなと、こういうふうに思うわけであります。 

   そして西尾市の水道事業の施設整備の中で、私、特筆すべき項目が一つあるなという

ふうに思いました。具体的には市内２０の小・中学校に防災井戸というものが設置をさ
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れまして、生活用水として使えるようにしてあることであります。また、京都市では災

害時協力井戸登録制度というのがあります。ほかの市町ではたくさんあるわけでござい

ますけれども、京都市の場合では阪神淡路大震災で、水道復旧に３カ月を要したという

ことがきっかけということであります。平成１６年１２月にこの制度を京都市ではスタ

ートして、既に５８４件が登録をされております、ということでございますが、幸田町

でも井戸を活用した生活用水確保のための制度として、検討されてもよろしいのではな

いかというふうに思いますが、お考えをお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 西尾市を始めといたしまして近隣におきましては、蒲郡、刈谷、

知立、碧南などで災害時協力井戸制度を行っているということは承知をしております。

本町におきましては、平成２４年度に、町内にあります井戸の使用等状況調査を行いま

した。現在利用可能な状態の井戸が１,１００本存在をし、汲み上げ方法につきまして

も手動あるいは電動、エンジンの区別なども確認をしておるところであります。こうし

た情報をもとに今後近隣事例を参考にいたしまして、非常時に備えましてトイレ、洗濯

用水等の生活用水を確保するためにも、この災害井戸登録制度につきまして検討のほう

始めさせていただきたいというふうに考えます。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀君。 

○３番（志賀恒男君） 既に幸田町においても調査を実施をしましたということで、１,１

００本も井戸があるということで、大変驚きました。私はこういう制度を新たに起こす

ことによって、町民の方々の防災意識の向上に大変役立つのではないかというふうに思

いますので、また登録をするに際しましては強制ではく自主的な登録ということが重要

かと思いますが、特にお金もそんなにかかるとも思えませんので、ぜひとも推進をして

いただきたいということをお願いをして、質問を終わります。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） こうした今ある資源を有効に活用をするということの取り組み

として、先進的な事例だというふうに思っておりますので、いろんなところから学びを

得まして、幸田町に合うような形を一度検討させていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ３番、志賀恒男君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午後 ３時００分 

─────────────── 

                             再開 午後 ３時１０分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に１３番、丸山千代子君の質問を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 通告してあります三つの項目について、順次質問をしてまいりま

す。 

   まず第一番目に、介護の要支援外しについてであります。介護保険法を改訳し見直し

案では、要支援者向けサービス費用の６割を占める訪問介護、訪問ヘルプサービスと通
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所介護、デイサービスを、介護保険サービスから外して市町村の事業に移すという計画

であります。市町村が実施する事業に丸投げをする、こういうことはサービスの内容や

人員配置、運営、単価などの統一基準がなくなるため、市町村は柔軟に対応することに

なり、サービスがばらばらになるおそれもあります。また低下してしまうおそれがある

ということも指摘をされており、市町村によっては格差が生じることになります。介護

認定で要支援１、２となるのは、単身高齢者や高齢夫婦が自宅で辛うじて生活できる程

度の方たちであります。それを支えているのが介護予防サービスであり、軽度の認知症

の方も支えているわけであります。それを外してしまうのは、単にサービスが失われる

だけでなく、配偶者や子世代の負担がふえることになりかねません。介護保険は介護の

社会化であります。しかし要支援者の保険外しはこの社会化を崩すことであり、保険あ

ってサービスなしを促進するものと言えます。 

   そこでまず第一番目にお聞きしたいことは、厚労省は介護保険制度見直しで要支援者

を地域支援事業に移行させようとしているわけでありますが、丸投げされた場合地域の

受け皿としてサービスが保障されるかどうかについて、まず伺うものであります。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 介護の要支援外しということでございますけれども、現在

の介護予防サービスにつきましては、平成１８年度から介護の重度化を防ぐために、訪

問介護であるとか通所介護、住宅改修、福祉用具の購入であるとか、そういった多様な

予防サービスを受けるために始まった制度であります。今回、国は継続可能な社会保障

制度の確立のために介護保険法を改正するために、この国会に医療介護総合推進法案を

提出をしております。これによりまして２０１５年度から、その見直しの計画をしよう

ということを進めているということであります。 

   議員質問のサービスが保障されるかということでございますけれども、国の今回の見

直しの中で、今介護予防サービスの約６割を占めると言われておりますヘルパーの利用

等の訪問介護、デイサービスの利用等の通所介護のこの二つを保険給付から外して、い

わゆる地域資源であるボランティア、ＮＰＯなどが担います市町村の地域支援事業に移

すというふうにしております。この地域資源がでは幸田町はどうかというところでござ

いますので、極めて難しいという、我々としては実感をしております。が、国の案の中

では、その地域資源を発掘し育成し組織化しという、地域で見守りながら地域の実情に

合った対応をということで、どうも計画をしておられるようです。この計画につきまし

ては、当然、現在の第５期の計画の中では反映されておりませんので、平成２７年度か

らの第６期の介護保険事業計画の中で計画をしながら進めていく、国の目指しておりま

す平成２９年の４月から市町村全てに完全移行ということになっておりますので、その

対応は当然計画の中では盛り込んでいかなければならないかなというふうに考えており

ます。 

   実施につきましては、内容がいまいちまだ不透明なところが多い、さらに国ではガイ

ドラインを作成をして、先ほど議員言われましたようにばらばらな対応がどうなのかと

いうところも示されながら、進めていくということになります。何にしましても課題は

多いかなというふうには認識をしておりますけれども、第６期の計画の中でさらに検討
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していきたいということであります。よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 国は２０１４年度の予算の中に市町村の発掘、育成のために予算

化もしているわけであります。しかしながら今、極めて幸田町では難しいという実感が

あるということを言われました。平成２９年の４月からの完全移行、この実施までに一

体どれぐらいの受け皿ができるのかと、それをボランティアやＮＰＯに請け負わせるわ

けでありますので、そうした場合、果たして今のサービスが保証されるのかと、この点

について育成をしてきた場合保証されるのかということでありますけれども、あと３年

間でやらなければならないという課題もあるわけではございますが、そのようなことが

果たして可能なのかどうなのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 非常に難しい御質問でございますが、可能かどうかという

のは非常に私も、今ここで可能ですよとか可能でないですというお話はできないと思い

ますが、国側のガイドラインの中で実際に施行された場合の、事業で対応する場合の工

夫の例であるとかいろんな留意点、これらも実は示されるということもちょっと伺って

おります。当然先ほど申し上げました、これはボランティアさん、地域のいわゆる活力

ある資源をどうやって育てていくか、組織化含めその方たちの活動から我々は期待をし

ていかなければならないところもあると思いますけれども、もう一つは例えば計画の中

でもいろんな、書いてあるものを見ますと、地域の元気なお年寄りの支援を受け、いわ

ゆるお年寄りがお年寄りを介護するというのは変な言い方でございますが、そういった

地元の方たちのいろんな御協力いただける部分、この辺をどれだけ我々がいわゆる発掘

をし、集約をし、その事業に生かせるか、ここが実は課題ではなかろうかなというふう

に思います。保証ができるかどうかというのは、ちょっとお答えになっていないかもし

れませんけれども、できる限り先ほど言った計画の中で、進めていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 幸田町が考えている、そうしたことは地域の元気なお年寄りをこ

れからの要支援、介護外しの方たちの介護を担わせていくと、こういう計画であるとい

うことでありますが、今、年金も減らされ、そして働かなければなかなか生活ができな

いというのが今の高齢者の現状であります。年金の足しに少しでも働いていく、そのた

めには元気なお年寄りの方たちがどれだけいるのかということでありますけれども、そ

の点についてこの元気なお年寄りの発掘、育成、集約で果たして可能なのかどうなのか、

その点について真剣に答えはいただきたいと思います。 

   次に、高齢化が進む中でこの要支援者の数の見込みについて、２０１４年から２０１

７年までの４年間の中で、まず２０１４年は来年度になるわけでありますけれども、４

年間についてお答えをいただきたいと。この４年間について言えば、先ほど言われまし

た第６期ですね、これから介護保険事業計画を立てなければならない、来年度は、そう

した点でお尋ねするわけでありますけれども、この計画ではどれぐらい見込んでおられ

たのか、お尋ねしたいと思います。 
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○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 私、高齢者のみに限らず行っていかなきゃいけないとは実

は思っておるわけですが、基本的に先ほど言いました、現在の介護サービス事業の中で

いわゆるガイドラインに示されてくるものがどれだけの中身のもので、その財源につい

てどうするかというところについても、実はまだ不透明な部分もあります。当然町のい

わゆる一般事業の中でどういった対応ができるのか、さらには単独町費を使っての事業

ということになることもあるかもしれません。その辺は第６期の計画の中で、しっかり

と検討しながら計画をつくり、その対応については先ほどから議員御指摘のとおり、外

されたことの低下にならないようなことができればと、いうふうなことで考えていきた

いというふうに思っております。 

   それから次の、要支援者の見込みでございますが、現在の第５期の計画の中にこの要

支援者の見込み数が実は記載がしてあるわけですが、平成２６年の要支援１、２という

のがあります。要支援１の方については１５８名、２については６４名、合わせて２２

２名。平成２７年度については１が１６４、２が６８、合わせて２３２。平成２８年度、

１が１７０、２が６９、合わせて２３９ということで、第６期の計画についてまだ今後

これらを考えながら計画をしていきますが、平成２５年度では要支援１、２の方の合計

が実は２１５名でした。実際に現在２３０名の方がその対応になっておるということで、

これは当然増加傾向にあるということですので、先ほど申し上げた、平成２６年から２

８年までですか、この数値についても見直しながら第６期に盛り込んでいきたいという

ふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 現在、大体年間２３０人ほどの方たちが要支援１、２と言われる

方たちであります。こういう人たちが孤立化しない、あるいは生き生きと老後を過ごす、

また介護度が上がらない、そのための予防支援であります。そうした方たちが何を一番

望んでいるかというと、週２回のデイサービス、そして訪問ヘルパーによる生活援助、

こういうものによって自立ができるわけであります。その生活援助が奪われてしまった

ら、これは今度は逆に介護度を上げてしまうことになりかねはしないか、またそういう

ことも危惧をされているわけでありまして、そういう観点からすれば国が進める要支援

外しの中で、地域の体制づくりもこれは考えていかなければならないわけでありますよ

ね。ですから支援体制づくりも並行してやっていかなければなりません。今までは専門

職のヘルパーさんが担ってきた生活援助、これをボランティアに任せる、ＮＰＯに任せ

る、また訪問介護ではヘルパーさんが調理や掃除をしていたものをボランティアやＮＰ

Ｏに任せる、こういうことで果たして町の地域総合援助事業で保障できるかという問題

でございますけれども、当面考えられているのはどのように体制づくりをしていくかと

いうことであります。一部に漏れ聞きますと、民生委員にもお願いをしたいということ

も国のほうでは出てきているようでございますけれども、こういう地域のあらゆる人材

を使ってやっていくつもりなのか、それとも今までデイサービスに通ってきた方たちが、

通う宅老所と言ってはおかしいですけれども、そういう施設を受け皿としてやっていく

のかどうなのか、そういうことも合わせて計画の中に盛り込んでいく必要もあるのでは
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なかろうかというふうに思うわけでありますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 議員おっしゃられるとおり、私ども同じことを考えている

わけですが、当然今回の移行に当たってサービスが低下にならないようにする、これは

私ども同意見であります。しかし実際には先ほどから申し上げていますように、課題と

しては地域資源がどうだ、実際に財源的にどうだというのが問題にはなろうかと思いま

す。しかし国の案でもさまざまなサービス提供を想定をしておみえになります。専門的

なサービスを受ける必要がある方については従来どおりのサービスの提供もあるだろう

とか、民間ボランティアも含めましたそういった方々の活力を協力をいただいて進めて

いくであろうとかということを想定をしてみます。 

   何にしましても、現在国会で法案がどう通るのかわかりませんけれども、これらから

さらにそのガイドライン、審議に始まりながら、私どもの平成２６年度に策定をします

第５期の計画づくり、この中にどう取り組んでいくかというところが、今後の進めてい

くことかなと、先ほど言われておりますいろんな御意見につきましては当然、その中で

検討し方向性を出していきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 要支援の中には、認知症の症状を持つ方たちもたくさんおみえで

あります。こうした認知症の方たちにとって言えば、やはり今までの支援によって生活

全体を把握をし、そしてサービスを提供するという形で認知度が進まずに生活ができて

いたわけでありますけれども、これから考えられている細切れのサービス支援、いわゆ

る専門職でない方たちが担当するサービスになってくると、より認知症が進んでしまう

ということも言われており、また介護度が進む要因ともなると言われているわけであり

ますけれども、このような要支援の中にはいろんな方たちがおられるわけであります。

そうした専門知識に基づく支援がなされなくなった場合、この重症化になっていく、重

度化していく、これを防ぐその手だてもこれから考えていかなければならないわけであ

りますが、そうした体制づくりというものは、盛んにガイドラインにということを言わ

れるわけでありますけれども、真剣に町としても考えていかなければならない時期にき

ているのではないかなというふうに思うわけでありますが、元気なお年寄りだけで支え

ていくのはなかなか難しい、今、老老介護も非常に問題になってきているこの時期に、

こうした介護要支援外しが行われれば、これは町費の負担も上がってくることになりか

ねませんが、そうした今の国の介護保険制度が改悪されようとしているときに、やはり

私は反対でありますが、しかしながら移行した場合はやっていかなければならない、こ

の体制づくりを真剣に考えていく、その心構え、どうやっていくのか、再度答弁を求め

るものであります。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 体制づくりにつきましては、これは議員が言われるとおり

真剣に考えていかなければならないというふうには、私も思っております。ただ、先ほ

どから言っておりますように、国の示されるガイドラインも含めまして、まだまだ国の
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動向、近隣の動向も実は不透明な部分がたくさんあります。そういった中で今、我々が

考えているのは、県から示されているいろいろな案の中で、基本的には市町村が中心と

なっていわゆる地域でまとまったサービス提供の充実であるとか、そういった介護予防

の推進を地域で一体となって進めていくことが必要であると、これが多分基本にあると

思いますので、そういった意識のもとにそれぞれがそれぞれで動く、ばらばらで動くこ

とのないような方向性を含めた形の検討を進めていきたいということでありますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） まだ３年間の月日があるわけであります。そうした点で、これか

らの介護保険の事業計画の中に盛り込む形の中でまた見守っていきたいというふうに思

うわけであります。 

   次に、老人福祉センターの件でございます。元気なお年寄りの支援ということで、生

き生きデイサービスが老人福祉センターで行われているわけであります。高齢者の引き

こもり防止や介護認定を受けないお年寄りが利用をしておりますけれども、この老人福

祉センターも非常に老朽化をし、また手狭でバリアフリー化が難しい施設であります。

地域の老人クラブも月に１回利用をするということで、多方面から利用がされている施

設であるわけであります。昨年、文教福祉委員会の管内視察に訪れた際に、ちょうど老

人クラブの方たちから指摘も要望もされましたけれども、そうした中で階段の上り下り

がつらいと、大変使いにくいと、バリアフリー化してほしいと。また施設も新しく利用

しやすいものに議会で取り上げてほしいと、こういう切実な要望もあったわけでありま

す。また元気な高齢者がいろんな活動で使えるものにしてほしいという声もありました。

老人福祉センターの老朽化問題、元気な高齢者の支援を進めていく、要支援にならない

ためにも、元気な高齢者をどれだけ長く元気な生活を送れるようにしていくか。このた

めにも総合福祉会館、これは、仮称でありますけれども、この建設を求めるものであり

ますけれども、これは過去に何度も行ってきております。 

   しかしながら、財政は厳しい、また町長が箱物は当面つくらない、こういう中でずっ

と我慢をしてきた施設でもあります。 

   しかしながら、今、国の方向では、どんどん介護外しが行われ、そして、保険があっ

ても介護が受けられないという状況が続いている、そういうときだからこそ、やはり元

気な高齢者をどう維持していくか、こういう問題でありますので真剣に考えていかなけ

ればならないのではないかというふうに思います。 

   そのためにも、介護保険事業計画の中に盛り込んでいく、その計画についてお尋ねす

るものであります。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 老人福祉センターの老朽化に伴って、新たな総合福祉会館の建設

ということでの丸山委員からの関係でございますけれども、老人福祉センターにつきま

しては、耐震化につきましては、非常にコンクリートも鉄筋もしっかり入っていて、耐

震化は問題ないというような施設であります。 

   しかしながら、そのバリアフリー化の問題につきましては、以前、あそこにケーブル
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カーといいますか、あれをつけたのですけれども、なかなか一人一人乗るもの、安全に

１人誰かつかないといけないという、そんな問題がありまして、一応、撤去した経過も

ございます。 

   この老人福祉センターを総合福祉会館というようなことであるわけでありますけれど

も、将来にわたって第６次の総合計画の中に取り込んでいこうかなというふうには思っ

ております 

   しかしながら、その総合福祉会館というものは、通常に、昔はそこにシルバーだとか、

社会福祉協議会だとか、いろんな団体が入っていたわけです。それを私は東北震災にい

きまして、そういう施設というのは、震災で一発で全部やられてしまうというようなこ

ともありますので、その面につきましては、今後、しっかり検証をしながら、この第６

次の総合計画の中に取り込むような形で検討していきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） いきいきデイサービスも十分とれるように、今の複合施設といっ

てもなかなかいろんな年代に合った建物というふうにもなってくるわけでありますので、

その時勢にあって、なおかつ将来にわたって十分機能が発揮される、そういうセンター

的な要素があるものをつくっていく必要性があるのではなかろうかというふうに思いま

す。 

   そうした点で、やはり、元気なお年寄りにも夢の持てる会館づくりという点で、希望

ができるものにしていっていただきたいなというふうに思います。 

   ぜひ、実現に向けてやっていただきたいというふうに思うわけであります。 

   次に、子育てしやすいまちづくりということで質問をしてまいります。 

   これは、保育園の問題について取り上げていくものであります。 

   来年４月施行の子ども子育て支援新制度を議論している政府の子ども子育て会議は、

公定価格などを除いて政府の概要を確認をいたしました。 

   この新制度は、保育に対する国や自治体の責任を後退させ、保育への企業参入の拡大、

基準の緩和、保育格差の拡大など、公的保育制度の根幹を解体するもので、私ども日本

共産党は、制度そのものに反対をするものであります。 

   新制度では、対象となる施設がふえ、施設型保育と地域型保育の二つに分類され、施

設型保育となるのは、保育所、幼稚園、そして、新たに導入をする認定子ども園であり

ます。 

   保育所以外は、利用者と施設が直接契約をするものであります。 

   地域型保育は、これまで公費補助の対象外であった事業や、施設を給付枠に入れたも

のであり、小規模保育、事業所内保育などがあり、基準は市町村がつくるものとなって

おります。 

   そこでお尋ねするわけでありますが、新制度によって幸田町内の保育所、幼稚園、事

業所内保育など、どのような影響を受けるのか、その点について、詳しく説明をいただ

きたい。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） ただいま委員の口頭で、こども子育て会議という言葉が
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ございました。これについては、内閣府の設置する検討会議ということでございます。 

   この内容につきましては、詳細について、ただいま検討中ということで、細部につい

て、まだ決定事項というのは、私ども末端にはおりてきておりません。 

   検討項目等の情報については、情報提供がございますけれども、決定事項としては、

まだ届いておりません。 

   したがって、予定としては、平成２６年度当初にそういった内容をお示しするという

ことでございます。 

   従いまして、今回の答弁については、私ども担当のイメージした部分で、答弁させて

いただく部分もございますのでよろしくお願いいたします。 

   この新制度による影響ということでございます。 

   まず、保護者側から考えますと、この平成２６年１０月から事前準備として、施設型

給付、それから、地域型保育事業の給付の認定作業というのが始まります。 

   この認定というのは、従来、１０月以降に入所申し込みをしていたわけでございます

けども、それに先駆けて、認定の申請をして、認定書の交付を受け入所申請という保護

者に一つの事務がふえます。これは、入所と同時ということも可能でありますけれども、

そういった部分が一つ影響が出るということであります。 

   それから、その保育の判断材料でございます就労時間が、４８時間から６４時間、月

３時間の１６日の４８時間と、４時間の１６日の６４時間、そういった就労時間の検討

がされております。 

   本町の場合、３歳以上児については、月６０時間以上の就労、それから、未満児につ

いては、９０時間の就労、そういった部分から考えますと、町立の保育所については、

その入所への条件が一つ緩和されてくるのかなということが影響として出てまいります。 

   それから、もう一つ、これは大きな問題になってくるかと思いますけれども、入所の

特例であります私的契約児、この児童については、定員に余裕がある場合に受け入れる

児童でございますけれども、この認定をする上で、保育にかけない子どもということで、

第１号認定の枠にはまってまいります。 

   ただ、その１号認定をするに当たって、保育所でその子どもを受けることができるの

か、そういった懸念がございます。それは、今後の検討課題かなということでございま

す。 

   それから、町側の影響としては、まず、給付の事務がふえるということでございます。 

   幼稚園なり、小規模保育事業の給付を町がその施設に給付をする形になります。 

   したがって、補助金についても幸田町に入って各施設へ給付をするという流れになり

ます。 

   その補助金の関係ですが、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１ということで、

例えば、現在のあけぼの幼稚園、たつみ幼稚園、そういった幼稚園が施設型給付として

対象となってまいりますと、そこに給付するための財源、町の４分の１負担というのが

新たに発生いたします。 

   町立の保育園については、今までどおり平成１６年から一般財源化され交付税化され

ておりますけども、その扱いについては、今までと同様ということで特定財源がござい
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ません。 

   そういったイメージからの影響という部分があるかと思います。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） そうしますと、幸田町におきましては、この新制度によって、保

育園の運営費は、今までどおりで国からは入らない。ところが、給付枠を入れたために、

この幼稚園等に対しては４分の１を負担をしなければならないということで、持ち出し

がふえる影響が受けるということで理解してよろしいかどうかであります。 

   次に、１２月補正で子ども子育て支援新制度にかかる電子システムのスケジュールが

示されておりますが、その後に進捗状況というのは、まだまだないわけでありましょう

か。その点についていかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 財源の負担については、恐らくそういう形になるかと思

います。 

   それから、システムの関係でございます。昨年の平成２５年の第４回の定例会で、繰

越明許費を設定して補正のほうをお願いさせていただきました。 

   その時点では、年度内の契約が条件ということで、繰越明許費で１２月にお願いをさ

せていただきました。 

   その後、翌年平成２６年１月１２日に通知がございまして、平成２６年度でも予算措

置をしたということで、平成２５年度末までの契約にこだわらずに平成２６年度の着手

でも補助は対象になるということでございます。 

   それともう一つは、４月にそのシステムの関係のインターフェースが新たに示される

ということで、余り急いで契約することも手戻りになってもいけませんので、そういっ

た状況を見きわめながら、補正で認めていただいた以上、年度末までには契約を済ませ

たいなということでございまして、進捗としては、今のところ進んではございません。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 先ほど、新制度の保育時間の必要量、これについて国の基準が示

されて、国の基準より上回るということで、緩和されたためにどうかということであっ

たわけですが、この利用時間にあっては、今までの８時間の保育時間、これが保障され

るかということであります。 

   国が考えている内容で言えば、例えば、６時間、８時間という形の中で、保育時間が

短い子、長い子が出てくるわけでありますが、それを幸田町としては、どう保障をして

いくのかと、８時間保育の保障をしていくのかということであります。 

   児童福祉法の２４条の１項に、市町村が入所から保育の実施まで責任を持ち、保育所

において保育しなければならない、こういう実施責任は守られたわけであります。その

点について、今までどおり保育に責任を負うかどうか、その点についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 保育時間のお問い合わせでございます。 
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   保育時間、８時、４時の８時間と、それから、開所時間の１１時間、これについては、

今までどおりという認識でおります。 

   それと、少なくとも町立の保育所につきましては、現状の保育の内容については、制

度がスタートしたといえども、今の現状と余り変わりないのかなという認識でおります。 

   ただ、私立幼稚園が、今回、施設型給付を受けるということで、例えばのお話ですけ

れども、その幼稚園が認定こども園として許認可を受けて申請した場合には、保育の枠

がふえてくるのかなという予測が立つわけですけれども、そのまま幼稚園のままで確認

申請が出れば、町立保育園については、現状と余り変わりはないという認識でおります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今、幸田町で問題になっているのが、人口急増地域での保育の必

要性であります。 

   子どもの数が増加をしてきて、いわゆる社会増での人口増加ということに対応しなけ

ればならなくなっております。 

   来年度の入所申し込み状況でも、３歳児の保育希望が特に多く特徴的にあらわれてい

るというふうに説明も受けました。 

   今後も続くというふうにこども課では予想をしているわけであります。 

   そして、待機児を出さない取り組みというものが求められるわけでありますが、今後

の３歳児の見込み人数について伺うものでありますが、こうした社会増による人口増が

どれくらい続くのかお尋ねするものであります。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） ３歳児の人口の推移でございます。 

   平成２６年度見込みといたしましては５１４名、それから、平成２７年度につきまし

ては５１０名、平成２８年度が４９６名、平成２９年度４８４名ということで、この３

歳児でいきますと、平成２７年度がピークで下降線をたどっていくという推計でござい

ますが、３歳以上児、３、４、５歳につきましては、平成２８年度で１,５４３名とい

うことで、この平成２８年度が以上児のピークを迎えて、その後、減少傾向にいくので

あろうという人口推計が出ております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 現在の住宅開発における人口予測でありまして、まだまだ幸田町

としては、これからは、３つの区画整理事業も進めていく、そういう中で、まだ人口が

ふえていくという予測はあるわけです。 

   そうした点におきまして、希望する園に入れない、こういう事態が、今、出てきてい

るわけでありまして、なおかつ、入所ができない、こういうふうになってきてからでは

遅いわけであります。 

   そのためにも、現在ある８園での受け入れ態勢について、どのような計画をこれから

立てていくのかお尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 定員の関係で申し上げますと、この平成２６年度では、
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わしだ保育園の縦割り保育導入に伴いまして、１５名の定員枠をふやしました。 

   それと、現在、工事が進んでおりますわしだ保育園、こちらで５０名の定員増加とい

うことで、６５名、１,２３５人から１,３００人の定員で、この平成２６年度の入所申

し込みにつきましては、待機児童がない状況で何とか受け入れができる状況であります。 

   平成２７年度以降、平成２８年と人口がふえていくわけでございます。平成２７年度

では、わしだ保育園が一部屋まだ空き室がございます。そういった関係で、１クラス２

５人程度を定員の増加をする予定でございます。 

   それと、未満児の関係でございますと、今後、小規模保育事業、いわゆる、ミニ保育

所が、今、国のほうが補助を出して、積極的に利用していこうという考えで検討してお

ります。職員のうち、２分の１の保育士を置けば補助がいただける、また、４分の３以

上になれば加算がされるという、そういった補助制度を、今、検討してございます。 

   そういった民間の小規模保育事業、それと認定こども園、そういった誘致、そういっ

た部分についても務めてまいりたい。 

   それと、この制度が始まることによりまして、幼稚園、それから、現在、小規模保育

所、事業系のたっちっちハウスだとか、リトルラビット、そういった部分についても小

規模保育事業、それから、事業所内保育事業、そういった部分で認定できれば、一つの

枠が広がるということでございますので、そういった部分も含め待機児童が出ないよう

に努力はしてまいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 小規模保育におきましては、基準が緩和されておりまして、保育

士の資格がなくてもこれはいいというような、このようなことにもなってくるような報

道もされているわけであります。 

   ですから、やはり安心して預けられる保育所、こういう保育所をふやしてほしいとい

うのが願いであります。 

   そういう点からしますと、３歳未満児保育の要望にもどう答えていくか、また、小規

模保育事業に対して否定をするわけではありませんけれども、しかしながら、これから

幸田町の関与も出てくるわけであります。そうした点で、やはり、保育園の民間であろ

うと、町立の保育園であろうと、保育園の整備というものは、幸田町が責任を持ってや

っていかなければならない事業としてなってくるわけでありますので、そうした点から

も、やはり、安心して預けられる保育所にしてほしいというのが願いでありますので、

その点について、どうかかわっていくのかということと、それから、父母の願いにこた

えられる保育園整備に取り組まれるかどうかについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 今、委員が言われるように、やはり保護者としては、公

立の保育所は全員が保育士ということで安心感がある。それと、小規模保育事業につい

ては、やはり保育の資格のない方の経営というのもございます。そういった部分で、そ

ういった懸念がある、それを少しでも払拭するがために国のほうは補助制度を出して、

保育士を入れるようにしむけていこうということでございます。そういった部分で、町
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としてそういった各施設、これから、あっせん、利用調整、そういった部分を町は行っ

ていく義務が発生いたします。そういった施設等を勧誘していく中で、少しでも保育の

質の向上を目指すべく各施設への指導、そういった部分も務めてまいりながら、公立保

育園の部分についても同じように保育の質を上げてまいりたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 子育てしやすいまちづくりというのは、やはり、人口増加につな

がってくるわけであります。そうした点で、そういう幸田町のよさを求めて引っ越して

くる家族に対しても、やはり、住みやすい、安心して子育てができるまちづり、こうい

う点からも安心して預けられる保育園整備というものは、欠かせないものであります。 

   そうした点で、新制度に移行してからも、やはり町としての責任を十分発揮していた

だきたいというふうに思います。 

   次に、毎日の宅配給食体制づくりについて伺います。 

   高齢者の配食サービスの毎日実施については、充実を求めてたびたび取り上げている

ものでありますが、言うまでもなく高齢者の食と健康を守り、安否確認を目的として行

われているものであります。地域の福祉を豊かにするためには、行政責任で介護サービ

スや福祉を充実することはもとより、住民参加で支え合うネットワークづくりも欠かせ

ないものとなっております。そうした政策の具体的なサービスとして、配食サービスが

あり、食をとおして手づくりのお弁当を届け、高齢者の見守り活動をしているわけであ

ります。この配食サービスの現状と課題、毎日実施への拡大を伺うものであります。こ

の高齢者への宅配給食サービスは、現在、社会福祉協議会のふれあい給食サービス事業

として週５日実施をしております。平成２４年度からＪＡのふれあいサークルの配食事

業で週３回に拡大をされ、また、同時に給食サービス事業者が２日を担当し、週５日実

施であります。いずれも見守り活動を含めてボランティア的要素もある取り組みで、１

００人以上が利用をしているということであり、なくてはならない事業となっておりま

す。 

   午前中の杉浦委員の質問の中では、１０５人という数字が出ておりました。しかしな

がら、ことし５月まででＪＡのジョイプラザが閉店ということで、ＪＡの２階の調理室

が利用できないという事態になります。利用できなければ、ＪＡ婦人部のふれあいサー

クル配食事業が実施できないということで一般質問で昨年の３月議会でも取り上げてき

ましたけれども、その後、町との話し合い、体制づくりはどうなったか、このことにつ

いてお聞きをするものでありますが、午前中の杉浦委員の質問の中では、まだ具体的に

はなっていなかったということでありますが、しかしながら、もう後２カ月ちょっとと

いう状況の中でこのままでいいのかどうなのか、保障されるのかということであります

が、具体的に候補地を挙げながら検討してきた経過があるのか、その点についてお聞き

したいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 宅配給食サービスにつきましては、午前中の杉浦委員のと

きにもお答えをさせていただきましたが、趣旨等につきましては、先ほど委員が申され
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たとおりでございます。 

   以前から、このジョイプラザ幸田の２階で行っている場所、ここの閉鎖に伴う対応と

いうことで御質問があるということは承知をしておりますし、この内容については、当

然、ＪＡふれあいサークルともお話をさせていただきながら、福祉の面で当然、町とし

てもその支援は必要だと思いますし、必要不可欠なものだということは認識をしており

ます。 

   さらにＪＡについてもその認識は当然しておるところでございます。場所につきまし

ても、現在、実際に決まっているわけではないわけですが、仮にＪＡの中で選定をして

いただく、町の中で選定をする、さまざまなところでいろいろ検討をしながらその活動

場所について選定はしてきたという経過はございます。最終的に、なかなか町の施設で

は難しいということで、現在、ＪＡのほうで何とか施設を探していただくということで、

今のところはお願いをしておるというところで、我々もそのＪＡの対応については、期

待をしておるということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ＪＡの方ともお話をしたわけでありますけれども、なかなか決ま

らないと、そういうことが返ってきました。それは１月のことでありましたけれども、

そういうじゃあどちらが責任を持って場所を確保するのかという問題であります。 

   このＪＡのふれあい給食は、ＪＡが責任を持ってやっているから、ＪＡが責任を持て

よといっても、これは、場所に限りがあるわけでありますので、そうした点でなかなか

難しい部分もありますが、そうした点で、具体的に候補地はどう挙げてきたのかとい問

題でありますが、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 先ほど申し上げましたように、町も当然必要性は認識をし

ておりますし、ＪＡもＪＡふれあいサークルの活動としてそれぞれ必要だという認識は

しておられます。 

   私どももＪＡにぶつけることなく、共同をしながら、その対応について検討をさせて

いただいている中で、町としては、町の公共施設の利用状況等を勘案しながら活用でき

る場所があるであろうか。例えば、集会施設も含めて、そういった検討をし、民間の

方々で、空き家等の検討もさせていただきました。ＪＡについては、ＪＡが持っておみ

えになります施設の中の特定な１室を使ってどうかということの検討をさせていただい

ている。その中で、また最終的には決まっていない。これは、近々のうちに決めなけれ

ばならないという両者の認識は当然しておりますので、一日も早いうちに決めていきた

いというふうなことで考えているのが現在の状況であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 昨年の３月議会にも同じ質問したわけですよね。そういう中で、

もう１年間以上もかけて検討してきたわけでありますよ。それが、後２カ月ちょっとに

なったときにもなかなか候補地が決まらない、これでは、６月からの配食サービスの開

始に向けてできるのかという問題でありますが、その点のところは、町としてはどう責

任をとられるのかという問題でありますが、その点について、お聞きしたいと思います。 
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   それから、例えば、もし間に合わなかったとした場合、今、週５日やっているわけで

すけれども、それはどう保障していくのかという問題であります。 

   また、同時に、毎日の宅配給食の実施ということは、これは、今、検討課題、どんど

ん拡大をしている中で、県下でも言われましたよね午前中に、２０何カ所か７日実施を

しているという問題でありまして、県下の状況は、このようになってきているわけであ

ります。 

   そうした点からも、せっかくの機会でありますので、この移転問題をきっかけに週７

日拡大に向けて、拡大の方向でやっていくという、その点についてお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 責任といいます。実際にジョイプラザ幸田の所有は、ＪＡ

あいち三河であります。この建物の取り扱い、いわゆる閉鎖をした後の建物の取り扱い、

これについて、実は町でも以前から一部ではそこでやらせていただけないかといういろ

んな経過の中で、その対応もしながらやっていきたいところですが、決して、その選定

場所を考えておったわけでありまして、最近、いよいよ迫ってきた５月までということ

になりますので、その対応について、ＪＡとは、至急、その辺の最終調整、詰めをしな

ければいけないというところで対応していきたいと。 

   例えば、５月に仮に間に合わないとしたときに保障についてということですけれども、

実際には給食、いわゆる配食サービスをどうするかという問題でございます。ＪＡふれ

あいサークルが活動できる場所が例えば、仮になければ、一旦はどこか違う所でやって

いただくことになるのか、業者になるのか、その辺の違う方策でのそういった配食はや

っていかなければならないかなというふうには考えております。 

   それから、週７日の関係につきましては、前にもお話をさせていただきましたけれど

も、実際には利用者の方のニーズ、この辺も含めまして、もう少しその御意見等も聞き

ながら、拡大必要であれば、一度検討はしてみたいというふうに思っておりますが、現

状では、まだまだ５日でいいのかなというふうには思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 食事は、毎日食べるものでありまして、この中の５日間というの

は、その１日の３回食事する中の１回であります。これから、要支援の介護はずしが進

めば、今度は要支援の方々の食事だって、今までヘルパーさんがやっていたものがやれ

なくなってしまう。そうすると、本当に今度は、深刻な事態になってくるわけです。で

すからそうした点から言えば、やはり週７日の配食サービスの実施が求められてくるわ

けです。そうした点からも、やはり、これはきちんと幸田町として体制づくりをし、そ

して、週７日の保障をしていく、こういう方向に進んでいくべきではないかというふう

に思うわけでありますがいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 週７日の件につきましては、ＪＡふれあいサークルさんに

ついては、今、限界３日だよと、実はこともお伺いをしている中で、７日ということに

なりますと、当然、業者のほうにお願いをして、そういった対応で、果たして今は配食
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サービスを受けておられる方が御利用していただけるかどうか、この辺も実は不透明な

ところであります。そういったところのニーズも踏まえて、一度調査をさせていただき

ながら検討ということでよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 毎日食べるものは毎日保障を、この観点で取り組んでいただきた

いと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １３番丸山千代子君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午後 ４時０９分 

─────────────── 

                             再開 午後 ４時１９分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここでお諮りいたします。 

   本日の会議を延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって本日の会議を延長することに決定いたしました。 

   次に、１４番伊藤宗次の質問を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 予め通告がしてございます２件について、順次、質問をしてまいり

ます。 

   初めに、施政方針であります。 

   施政方針は、経済対策などの推進により、景気の回復が見込まれています。本町にお

きましても、町民税、固定資産税などの回復傾向にありますが、リーマンショック前の

平成１９年度の９３億円からは、１０億円もの大幅な減収の状況にあると、このように

しておりますが、それでは、リーマンショック前の税収を基準にして、財政状況を語る

町長の意図はどこにあるのか、まず説明答弁がいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） リーマンショックということの一つの大きな財政の一番大きな基

準といいますか、今までの私がやってきた財政の上の中で一番起点となるところがこの

リーマンショックだということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） いわゆる一番機転になると、機転になるというのは、それが基準に

出すよと。ここを中心にして物事を判断をして、リーマンショック前の９３億円を上下

するかどうかと、これがあなたの判断基準だと、こういうことですよね。 

   そうしますと、９３億円の税収の水準、この回復の時期は、町長自身、いつごろ見込

んでおられますか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） それがいつになるかというのが、私もわかればそれが一番いいこ
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とでありますけれども、今年度におきましても税収が徐々に回復をしてきているという

ことでございますので、その時期は、現状のままでいけば、そう遠くないであろうとい

うふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そうしますと、あなたの感覚でいきますと、いつかということは明

言できないけれども、そう遠くないだろうと、こういうことであります。 

   そうしたときに、自民党のアベノミクス、政策があってもいいようなもの。人の財布

の中をのぞいて、おまえ金持っているなと、そいじゃあこっちにちょっとよこせと、金

のない市町村のほうへ回すわと、これは、政治ではないのです。右のものを左に持って

来て、これがアベノミクスだと、そして農村と都市の連携だと、こんな形でやられるわ

けです。そうしたときに、午前中の質問にもありましたけれども、法人住民税の一部国

税化という、一部国税化が推進をされれば、９３億円というのは、はるかかなたの話で

はないですか。あなたが相当金要るわということを言われるなら、私は法人住民税の一

部国税化は、９３億円というあなたの言った基準からすれば、遠いかなたの課題とこう

なりますが、そこら辺のお見込みはああ間違いないと、徐々に回復に近づいているわと。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 伊藤委員がおっしゃるとおり、いろいろな考え方があろうかと思

います。 

   私も、今、町内の企業というのが、いろんな面で活躍していただいております。徐々

に上がってきているということを楽しみにしながら、しかしながら、法人町民税の国税

化というハードルがございます。それには、２億、３億というのが必ずピンハネという

言い方はよくないですけれども、国に召し上げられるというお金があるわけでございま

すから、それ以上に、もっと幸田町が活性化して企業が入ってやっていけば、その辺は

先も見込める状況になるのではないかというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 入ればという仮定の話ですが、既に国税に法人住民税が一部国税化

をされる、それは、もう鍋の中に入ってきているわけです。じゃあ、そうしたときに、

町税への影響はどう具体的に出てくるのか、今年度はいいでしょうと、来年度までも、

その月以降も含めて、幸田町は未来永劫ですよと、そうしたときに、もう既に決定をし

ている法人住民税の一部国税化による町税への影響がどれだけであるのかということと、

私が一番懸念をしているのは、そういうことを含めながら、あなた自身が９３億円とい

うものを基調にして、住民に何を語るのか。財政は引き続ききびしいですよと、住民の

要望に応えられるかと、箱物箱物って言って何か箱物を敵視しているような形の中で、

何もやらないことを正当化するのがあなたの論法だ。 

   ですから、そういう点からいくならば、私は、９３億円という基準のどういうふうに

あなたが捉えているのか、先ほど申し上げたとおり、９３億円というのは、かなり遠い

かなたの課題になりつつあると、そうしたときに、あなたにとっては、使い勝手のいい

９３億円になると、違いますか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 
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○町長（大須賀一誠君） ９３億円というのが、頭の中にずっとあるわけでありますけれど

も、要は、その歳入歳出のバランスが均衡とれた形になるような、形になればそれは一

番いいことであろうというふうに思っております。 

   確かに歳入において、その９０何億というのが、一番多い時期の９０何億であります

けれども、その中で、今、町の借金、起債が１４０億円からだんだん少なくなってきて、

実際に４０億円ほど、今度の平成２６年度以降においても少なくなってくると、そうい

うものも入れた段階で、先ほど申し上げた箱物についても、第６次総合計画等々に入れ

ていきたいと。新たに早々やらなければいけないものについては、今度、その新しい取

り組みもしていきたいと、そういうことを申し上げておるわけでありまして、全体の本

当は入ってきたものに対してそれだけで使っていくというのが一番いいことであろうと

思いますけれども、それだけでは町民の皆さんに十分理解いただけない。借金もしなが

らそれをうまく回していくというのも、これは経営上の才覚でもあろうというふうに思

いますので、全体のそういうものを含めてしっかり考えながらやってまいりたいと思っ

ております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 結局、入ってきたものだけあるっていっているけれども、経済は変

動していくわけ。経済が変動すれば、税収が大きく落ち込んだり、ずっと伸びたりする。

そのたびに、一喜一憂することがいいかどうかということです。景気が変動する、税収

も変動する、そのたびに町の政治がばあっと揺れていく、そういうものを活用すればす

るほど、住民に萎縮をさせるわけです。幸田町の財政は厳しいよと言って、行財政運営

厳しい、厳しいと言って、出てくるものは何なのか。それは、住民を萎縮させることだ

と、それともう一つは、経常経費の問題も出されました。幸田町の人口がふえることに

よって、少子化対策はさらに重要になると。高齢化が進めばさらに扶助費もふえてくる、

これは当然ですよ。何か、扶助費や経常経費がふえることは大変だと言って、そしたら

しょっちゅう分母となる税収が変わってきたときに、経常経費や扶助費がずっとふえて

きたら、そんなものはいつでも変わってくる。それを、あなた方が、財政は厳しい、幸

田町は経常経費が大変でございますよと言ったら、町は発展せん。高齢化の人は、誰か

が国会にいったら、お年寄りの皆さんは早くあっちへいっていただくと、まあ国の財政

は大変助かるという感覚と、イコールの感覚なのです。そうではないのです。 

   幸田町という約４万人の中には、生まれて間もない人たちや、もう近いという人まで

含めて、どうやって包含をしながら支えていくかと、それが扶助費なのです。扶助費が

ふえることを敵視するような形では、私はうまくいかないだろうなというふうに思うわ

けですが、私が申し上げたいのは、扶助費が財政を圧迫している、その危機の根源にあ

るという認識かどうかということをお尋ねしたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） まず、企業によって左右される税収というか、そういうものが幸

田町においては、２０数億の下がった状況があるわけであります。これも、下がるのだ

けれども、幸田町として本当にありがたい企業さんの活躍だと思います。 

   近隣の市におきましては、そういうものを予算も組めない、入ってきたものを歳出と



- 81 -

して取り上げるだけだと、そのプラスアルファが何もないからうちは安泰だよという市

もあるわけであります。 

   だけど、我幸田町は、そういう企業の皆さんが御活躍いただいた税収をいただく、そ

れによって、箱物の大きな施設もでき上がってきたし、駅もでき上がってきたと、そう

いう経過もあるわけでありますから、それは大事に使っていかなくてはいけないだろう

というふうに思っております。 

   先ほど申された件の扶助費の件を、私のほうで施政方針で余りいいことを言わなかっ

たということかどうか知りませんけれども、扶助費につきましては、社会保障の一環と

して、生活保護だとか、児童福祉法、老人福祉法だとか、そういういろんな法律によっ

て守られている国の法律に基づいて出すものが扶助費だというふうに思っております。 

   ですから、私自身は、扶助費が上がったからどうのこうのとかいうことは申し上げた

ことは何もないわけでありまして、この扶助費が国として出すものと、地方自治体特有

な形で出す扶助費というのが両方あろうかと思います。これにつきましては、今回でも

９億円ぐらいの予算が歳入として上がってきたわけですけれども、それに充当するもの

というのが、民生費で約５億４,０００万円ぐらい新たに追加されるわけであります。

それから、総務費において１億６,０００万円、それから、土木費等におきましても１

億円等々、そういうもので今度の新規の新たな増税分、税収が上がったものについても、

不交付団体でありますから、地方交付税でいただけない、幸田町の中で消化しなければ

いけないわけであります。そういうものが、ただ記憶になかったから今度何でもできる

のではないかというふうにお考えになる向きもあると思いますけれども、そういう形の

町は苦しさもあるわけであります。じゃあ、普通交付税がもらえる形になってしまえば

いいのかっていったら、それはそれで、また今の、今までやってきて幸田町が頑張って

きた行政水準といいますか、福祉水準と申しますか、そういうものを下げなければいけ

ないようなことも出てくるのではないかと、国の基準に基づいてやりなさいというよう

なことになっては、現状を下げることになってしまったと。ですから、今のまま、今の

頑張りを今後とも続けていくというふうに思っておりますので、ひとつ伊藤委員、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 扶助費が財政を圧迫するかどうか、私は書いた覚えがないと言われ

るなら、６ページ、これは、方針の６ページ、この中で、本町におきましても年々増加

する扶助費などの経常経費が財政を圧迫する一因となっております。私がでっち上げた

のではないです。あなたが書いたやつを正直に申し上げて、こんなことは、私は記憶が

ないって反論ではないけど、責任逃れのようなことを言ってもらっては困る。 

   要は、そういう中で、扶助費を敵視をするような形の中でいったら、財政が厳しい、

そのたびごとに住民の犠牲が押しつけられることを正当化していくということになりま

す。そうしたときに、じゃあ、こういう町の状況にあったときに、法人がほかの市町よ

りもたくさんあって税収もあるというならば、それにかわる財源というのもきちんと足

すべきだと。それは、全国の８５％の都市が既に実施をしている法人課税の適正課税、

超過課税ともいいます、それを実施すべきだと、安倍政権は人の財布の中を見てぴっと
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余分なものを持っていくと、持っていったらその分だけ取り返さないといけない。取り

返すのは、今の地方税法の中で、適法的に実施ができる財源調達の施策というのがある

わけです。それも全国で８５％の都市がいろんな知恵を出しながら、税源、税収確保で

頑張っていると、我町は、左うちわでええっていってそんなことをやっていたら企業の

誘致ができないわって言いながら、８５％の都市が企業誘致でみんな失敗しているのか、

そうではないのですよ。要は、あなた自身にその気がないからなのです。いかがですか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほどの施政方針の中における扶助費の扱い方で、確かに財政を

圧迫する一因となっておりますという書き方をしておりますけれども、財政計上を、予

算を計上した段階で、そういう形に見えるといいますか、予算の配分がそのようにされ

たということで御理解をいただきたい。決してこれを無理に扶助費はいけないというふ

うなことは思っておりません。これは、先ほど申し上げたように、社会保障の一つの一

環であっての扶助費でございますから、これは、そのような形で使っていかなくてはい

けないというふうに思っております。 

   それから、先ほど申し上げております法人町民税の国税化の問題につきましても、私

自身愛知県知事から東京都の副知事、神奈川県の副知事、それから、大阪の副知事と愛

知県の江南市長、市長会の会長、町村会の副会長として、総務大臣のところにまいりま

した。それで、こんな不合理なことがあってはまずいではないですかと、要するに、不

交付団体というのは、愛知県と一番多いのは、東京都、神奈川であります。そこに愛知

県の中で、たまたま役をやっている関係で総務大臣のところにいって、こういうことで

はまずいと、この見返りには何か、交付金でも何でもいい、考えてほしいというふうに

申し上げたのです。結果はどうなるかわかりませんけれども、単なる幸田町みたいに一

生懸命先人が企業を誘致して、そういう不交付団体になったようなまちが、だんだんさ

びれてしまうようなことであってはならない、今後、もっと援助してくれて、もっとも

うけさせてくれて、それで国のほうから少しこれは違う地方に回してほしいというよう

な形がとれるならば、それはそれで我慢できるといいますか、いうことができますけれ

ども、そういうことを私自身もしっかり総務大臣に申し上げてきた経過がございますの

で、ただ黙っているということではないわけでありまして、その辺も一つよろしくお願

いいたします。 

   以前から申し上げておりますけれども、幸田町は、今、企業立地ということで、あら

ゆるヘルスケアから、いろんなことで一生懸命やっております。町内に一社、本社を持

ってきた形もありますし、今後、須美、桐山、それから、久保田だとか、いろんなとこ

ろで１１カ所の工業用地としての適地も考えております。 

   そういう中で、先ほど伊藤議員がおっしゃったようなことも足かせをするのではなく

して、もう少しオープンにやってまいりたいと、そういうことで先人がやってこられた

ような形の企業誘致をして、安心して暮らせるようなまちづくりに寄与していきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほど、財政圧迫論の関係でも、あなた自身が年々増加する扶助費
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が財政を圧迫する、したがって、今後とも厳しい財政運営になることが想定されますよ

ってここでなげいているわけです。あなた自身が言っておきながら、私が指摘するどん

なことっていうのは、それは手前みそっていうことだろうと。そういうことも含めて、

じゃあ、幸田町として、法人住民税が一部国税化をされて国が勝手に召し上げていく、

そのことによる財源補填といいますか、新たな財源の施策としては、超過課税は実施し

ないよということを言われる。 

   じゃあ、そうしたときに、住民が今どういう状況にあるかと言ったら、あなたは、法

人の立地が少ない所の市町村は金持ちでない住民ばっかりで大変ではないかと、こうい

う対比の仕方をされるわけです。 

   じゃあ、お聞きするけれども、幸田町がリーマンショックの１年間で、幸田町から人

口何人転出しましたか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私は、ちょっとその辺までは頭の中にございません。大変恐縮で

すけれども、教えていただければ大変ありがたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 約１年間で１,０００人を超える人たちが幸田町から転出をしてい

く。だから、一時期、幸田町の人口は減ったのです。リーマンショックのときに。何で

減ったのか、幸田町は、４戸に１戸が共同住宅のまちなのです。転出ができるという点

でいけば、一面選択肢が広がるということと同時に都合が悪くなれば、我町も一つの経

過として住んだまちというふうになってくる、そうしたときに、我町の人口構成がどう

なっているのか、４戸に１戸が共同住宅によって支えられている人口４万人のまちだと

いうことなのです。そういうときに、町の施策として定住化を進める政策なんてないで

はないですか、ありますか。我町は人口４万人、近い将来には人口５万人だと、下手す

れば、東浦がやっているようなことを二の舞になるようなことをやってはいけないわけ

です。それは、やっぱりきちんとした定住する人口をいかにふやしていくかというポリ

シーがなかったら何もならん、どういうポリシーをお持ちですか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 東浦の二の舞はないと思っているわけですけれども、幸田町が、

今、伊藤委員がおっしゃった４戸に１戸の共同住宅で、それだけ１,０００人減ったと

いうことについては、私もしっかり承知をしなくて申しわけないなと思っておりますけ

れども、この件を考えまして、幸田町に定住化していただく、今、区画整理で岩堀、そ

れから六栗、それから深溝とやっているわけであります。それからまた相見駅でもやっ

ているわけでありますけれども、幸田町のよさというものをさらに出していかなくては

いけないなということも考えます。 

   多くの若い方がお越しいただいて、持ち家で定住をしていただく、それを推進してい

かなくてはいけないなというふうに思っております。それには、やはり、子育てが本当

にしやすい場所であるとか、高齢者の方が住みやすいだとか、自然がたくさんあるとか、

そういう幸田町のロケーションを生かしたものを皆さんに来ていただくような形で、さ

らに進めていきたいというふうに思いますので、今後の区画整理の進展を見守りながら、
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町としても支援をしていきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 結局、区画整理頼みだと、その区画整理の相見の区画整理を初め、

今後、岩堀、六栗、里、この３地区に区画整理があると、そうしたときに、区画整理と

いうのは、住宅地の増設をどうするのか、造成していくのです。そこに住宅地がどうい

う形で誕生してくるかと言ったら、みんな幸田町ポリシーがないもので、この宅地をど

う活用するかは地権者の問題だと、地権者の権利の問題まで幸田町が、区画整理を名の

もとに関与はできないよといって、みんな共同住宅ぼんぼん建っている、それが幸田町

が４戸に１戸の共同住宅のまちという基礎をつくり上げてきている。ほかの区画整理地

区も全部そう。そして、今回、計画をされている３地区における区画整理事業も定住化、

あなたの言われているように持ち家を中心とした定住化で、まちづくりではなくてつく

られた宅地は、どう活用するかは地権者の権利の問題で幸田町は、この基盤を整備して

あげるだけだよと、こういう感覚です。そこに政策はあるのですか、それをお聞きして

いるのです。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 住宅政策については、幸田町として新たに３カ所が区画整理を進

めているわけでありますけれども、確かに、これは、町主導型ではなくて、地区の主導

型の区画整理をやっているわけです。地権者の皆様方が、どういう考え方をして、その

まちを自分たちの要するに減歩を出しながらまちづくりをしていくわけでありますから、

それが町が、これしかできないのだということを申し上げることも、なかなかそれは無

理な面もあるだろうと、ですから、地域の皆さんが、区画整理をやられる組合でお話さ

れながら区画整理をされるという、そのことについては、それが一番地元の土地を出し

た方たちの狙いでもあろうというふうに思います。 

   町としましても、いろんな相談に応じながら、この持ち家制度というものを、ぜひや

っていただくような形でもお話もしていきたいなというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この施政方針で、短い時間で全部語ることはできません。先ほど申

し上げたとおり、今回、私が申し上げたのは、大企業に対して適正な課税を実施をして、

法人住民税が一部国税化されることによる幸田町の財政減というものに対してきちんと

対処すべきだと、企業はアベノミクスの基でどんどん減税されていくわけです。企業の

税負担は軽減される中で、幸田町も適法的に税制を改めて、条例一つでできるわけなの

で、それで財源確保するという点が欠けていることと、もう一つは、幸田町が安定して

人口増がいく、それは、定住する人口をどうふやしていくか、それは、まちづくりの基

本であり、そうしたときに、あなたが今言われた地権者が減歩という、土地のただ取り

をする、そういう減歩を出してまちづくりをするときに、幸田町がまちづくり政策で地

権者に、おいこれを何とかせ嫌なんていうのは、恩着せがましいと、それは言ってはい

かんことだというような感覚で言われるなら、まちの補助金なんか出さなくていいので

す。まちの補助金、いわゆる皆さんの納めた税金で、土地を造成し、宅地をつくり、そ

こに地権者の権利だと言って定住しないような、そういうまちづくりを進められるおつ
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もりですよねと、そういうことの確認をいたしました。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 町がまちづくりの補助金を出しいているということに対して、今、

お話があったわけでありますけれども、それは、町ではなくて、民間の皆様方がやられ

る中において、スムーズな円滑な区画整理ができるということに対して、一つ援助をし

ながら、それから道路の問題、消防の消火栓の問題、いろんな問題がそのまちづくり区

画整理の中に入ってまいります。そういう中で、それが地域の皆さん方にスムーズに御

理解いただけるような、そういうまちづくりの補助金だというふうに思っております。 

   それは一つ御理解いただいて、１戸建てのいいまちづくりができるように、町として

も各組合に協力をお願いしながら進めてまいりたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この問題は、後日予定がされております。予算特別委員会でさらに

深めて、次にいきます。 

   次の公用車１８号、親切ダンプの廃車の問題であります。１８号車は、昨年の３月５

日、エンジントラブルなどで愛知自動車に持ち込まれ修理を依頼、３月７日に土木課が

受理をした業者の修理見積額は１１８万５,０００円余りの額であります。この額は、

公用車更新基準を大きく超える額であり、修理せず廃車するとの結論を出されておりま

す。 

   廃車に係る書類などを業者に渡し、廃車処分をいたしました。この経過の中で、職員

の判断、議会の答弁などに作為はなかったかどうか、まず答弁を求めます。 

○議長（大嶽 弘君） 副町長。 

○副町長（成瀬 敦君） ただいまの件につきましては、幸田町の親切行政２トンダンプカ

ー１８号廃車に係る調査結果ということで、私が、内部を横断的にそれぞれの所管課の

立場から意見を調整しまして、既に議会の産業建設の委員協議会で報告させていただい

たところでございます。 

   結果でございますけれども、そのときの申し上げましたとおり、職員の不作為という

ものはないと、不当に公用車を処分したということではなくて、職員におきましては、

行動そのものは問題もないし、事務処理の進め方においては、落ち度があったとは言え

ない。ただ、反省すべきことは当然あります。先ほどお話がありましたように、今回、

この１８号車につきましては、ＢＤＦ、バイオディーゼルの燃料を導入しているわけで

ございます。そういったところで、初めてのそういった１８号車にＢＤＦを導入したわ

けでございますので、そういった車のエンジンの機能に対する影響というような点で、

注意不足というような点は、調査の中でもあります。また、書類の一部不備はあったと

いうことも見受けられますけれども、やはり、先ほど言いましたように、通常の行動の

中での信頼関係、これは愛知自動車さんですけれども、中での処理だという判断をして

おりますので、職員の不作為というものはございませんという形で報告させていただい

ております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 
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○14番（伊藤宗次君） つまり不作為はございませんよということです。その不作為の反対

語は作為があったと、作為的にやられたよとこういうことですよね。不作為はなかった。

私流にいう不作為とは、無頓着で無感覚で、とんとんとんとやったというのが不作為と

いうものの意味合いだろうと、作為というのは、ある目的をもって、まさに意図的に作

為的にことを成したというのが作為、そういう経過ですよね、この経過は。そういう中

で、今、副町長が言われた廃車に係る経過の中で、業者は、誠心誠意、まちに対して誠

実な態度で対応したのかどうなのか答弁がいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 副町長。 

○副町長（成瀬 敦君） 誠実に対応いたしましたという結果ではございますけれども、も

う一度繰り返しますけれども、職員につきましても愛知自動車さんに廃車するに当たり

まして、委任状、譲渡証明書等を発行するに当たりましても、通常の信頼関係の中で適

正な判断であったということ、また、愛知自動車さんにおきましても、永久抹消を避け

るために、悪意的、または不作為な取り扱いの背景の中で、ことを進めたということに

は至っておりませんので、業者の関係につきましても適正なものであると、また、その

業者の廃車の車の処分の進め方につきましても、やはり、企業間の取引結果が結果的に

伊藤委員言われますように、オークションにかけることによって損害が生じたというよ

うなことには至っておりません。あくまでも民間同士の企業間の取引の結果は、損害を

与えたものではないという判断をいたしておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほど、副町長も言われましたが、１８号車の廃車にかかわる調査

会、１月２０日に設置をされて、副町長が委員長に、そして、部課長９名で調査会が設

けられた。その調査された結果が、２月１４に開かれた産業建設委員協議会に報告書と

して提出がされました。 

   その報告書は、まさに今、あなたの言われるように、職員をかばいだてし、責任は一

切ございません。業者は誠実で信頼できると、こういうことを書いているわけです。そ

こから、何も生まれてこないです。後ほど申し上げますけれども。 

   昨年の９月議会一般質問、あるいは、その後の決算特別委員会で、１８号車は、愛知

自動車から安城市の橋目にある解体業者イトクに売却をした。これは、会議録に載って

いるのです。その解体業者に、直接確認をしたと、確認はしてない。直接確認をし、エ

ンジンは解体をし、車体は切り離した状態で貿易のほうに回したと、こういう回答を得

ました。事実経過はあなたが答弁したとおりことが進んでおりますか。そこに不作為で

はなくて、作為的な、確信犯的な内容がある、こういうことではないですか。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今、私の答弁についてということでありますから、私のほうか

ら回答をさせていただきますけれども、もともとは、昨年の６月１３日に補正予算の関

係で質疑がございました。 

   その中で、どなたがこの車を保管しているのですかというふうな御質問もいただきま

した。そのときの私の答弁としては、名古屋に本社があります岡崎にも支店のある業者

に引き渡せたということです。当時の写真とか、記録簿等がないか、追求しているとこ
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ろですが、そこまで至っていないのが実情ですと、現状でございますというふうな答弁

をいたしております。そのときの答弁が、実際、今回の報告書の１４ページにございま

す三洋商店ということになるわけです。名古屋が本社でございます。結果的に、そうい

った部分でございました。 

   ただ、また、９月４日の一般質問、今、委員が申されましたような、町民の共有財産

を処分したのはどこの業者かと、実際に具体名を言えというような御質問に対して、私

の答弁としては、愛知自動車から安城市の橋目にありますイトクという会社でございま

す。エンジンは解体し、車体については、切り離した状態で貿易のほうへ回しましたと

いう回答はいただいておるわけですけれども、実際にその中身が証明できるかというも

のに対しても、この段階ではわかりませんと、手に入っている状況ではございませんと

いう答弁をさせていただいているところでございます。 

   以上のような不明確な答弁ということが、誤解を生じたという面ではございますけれ

ども、また、結果的に、愛知自動車から私どもが聞き取りをした内容に虚偽があったの

か、愛知自動車のほうの聞き取りが虚偽になったのかというと、必ずしもそういう状況

ではございませんで、オークション規約に基づいて、これも報告書の２５ページに記載

してございますけれども、守秘義務の中から愛知自動車の取引業者、これがイトクもご

ざいますけれども、そういったものでの解体をしたということで、エンジンは少なくと

も三洋商店、また、車体の取り扱いについて、これは、そのイトクかどうかというのは、

はっきり言ってわかりません。ただ、その流通、出品ルートについては、この中での課

題とはしておりません。司法取引の中のことでございますので、我々の問題視する部分、

これについては、どういった状態でそのオークションに出されたのか、また、そういっ

た報告書の中に５項目ほど問題点を挙げておりますけれども、例えば、６０万円で出品

されたのが、これはどういう意味なのかとか、また、エンジンは修理せずに出たのか、

乗せかえはなかったのではないかとか、また、１０万円の妥当性、そういった面の議論

を、この中の調査会で行っておりまして、その結果がこの報告書の中で示されていると

いうことでございます。いずれにしても、私の曖昧な答弁部分、不確かな部分というの

は、産業建設委員会でもおわびを申し上げましたけれども、この場でもおわびさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私は、あなたの曖昧な答弁ではない。確信を持って言っているので

す。だから、確信犯だと言っているのです。 

   あなたは、橋目にあるイトクという自動車会社に愛知自動車が転売しましたと、私も

確認しましたと。エンジンは解体され、車体も分解されたでしょ、あれは貿易に回って

くじゃないかと言って、あなた自身が確認したよと言って、会議録にあるのを曖昧にし

たものではないのです。 

   そういう経過の中で、６月議会の補正予算の関係云々と言われるけれども、もうこの

時点ではオークションにかかっている、転売されているわけ。その後の関係からいけば、

これは９月の一般質問に対するあなたの答弁、このオークションに関しては、私も実際

にホームページを見て、それらしきものを見つけましたよと、それまではしゃあしゃあ
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と言っておきながら、オークションで出されたホームページ、あなたにも渡しましたし、

町長にもこれをお渡しをした。 

   その中には、車体のナンバーと車体の形式が全部載っている。それらしきではない。

もう車検証から見ればこれが廃車した１８号ダンプだということは明らか。明らかだか

らこそ、そこら辺はあなたは確信には触れていないけれども、オークションに関しては、

私も実際にホームページを見ましたと、そういう答弁をしながら、その前では、いやあ

れは私が直接確認をしましたので、イトクにいっております。これは、業者の確認だけ

の問題ではないです。言ってこういうごまかしをしている。だから不作為ではない。作

為的に確信犯的に業者をかばいだてをした、つまり、愛知自動車をかばいだてをして、

物事を隠蔽する、こういう経過の中で、事が進んできたのですよ。こういうことなので

すが、いかがですか。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今の私の答弁の中で、そのホームページを見ましたというもの

については、一般的なものを見たということをこの時点でそのつもりで申し上げており

ます。いわゆるダンプというのは、そういった出品、そういったものにあるのかどうか

というようなことで、これは、例えば道路公社だとか、ほかの建設会社だとか、もちろ

ん公共的な団体からも、こういった部分出ている場合もございます。黄色と白のトラッ

クというようなダンプと、いうようなこともありますが、私自身は、そういったものを

実際にこの１８号に匹敵するものをその時点で、もちろんホームページを含めて確認は

とれておらない状態であります。そういった面では、何か私のほうの言い方が間違って

いたのかもしれませんけれども、通常、後ほどの調査でもあるのですけれども、ホーム

ページ上、この会員でない限りは、このオークションの情報は見れないということもあ

りますので、私の見ている部分は、一般的なホームページで流通している部分のいわゆ

る中古車市場の中での情報でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ごまかしをすればするほどぼろが出てくる。こういうのが、今、あ

なたの答弁の内容だと。いやこれはって言っておきながら、ここではあなた言っている、

答弁では。このオークションに関しては、私も実際にホームページを見ました。それら

しき形式、あるいは、車両については、白く塗りかえられたもので、こういったものは、

確認をしておりますが、それがこれに当たるかどうかわからないですよと、私自身も確

証がないものですからという形で、あなたはくそ道あけて逃げている。逃げているけれ

ども、ホームページを見れば、バントラコーナーには、形式、それから、車体番号、全

部書いているわけです。これは、あなたが今ホームページで見たというなら、これは見

れるはずです。それを見ずしてどうのこうのなんていうことを、よく見たか、見んかと

いうことをやっていたら時間のロスになるということです。 

   そうしたときの中で、報告書は、この問題について、愛知自動車に聞き取りをすると、

同時に、町内の同業者複数、どことどこということはあなたが言いましたけど、私も聞

こうとは思わない。町内の複数の同業者に聞き取り調査をしたと、その結論は何かと、

どう書いているのです。愛知自動車は規模が大きくて信頼できると、ほかの町内の業者
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は、規模が小さくてエンジンの乗せかえなど短時間でできないではないかと、そういう

ひがみ根性の中で、憶測でものを言っているから信頼できないと書いているのです。 

   あなた方自身が、愛知自動車は信頼できると、規模が大きいから、それだけなのです。

一日で乗せかえられるからと、事の本質は乗せかえたか乗せかえるのではなくて、１日

でやったかやらないかではない。しかし、町内に聞き取りをした２つの業者は、複数の

業者は、規模が小さくて自分のところができないものだと、憶測でものを言っているの

だと、だから、信頼できないのだと、こういう記述ではないですか、違いますか。 

○議長（大嶽 弘君） 副町長。 

○副町長（成瀬 敦君） 信頼できぬといいますか、憶測であり、確かではないという考え

方にたつものではございます。 

   確かに、今回の調査会の件につきましては、幸田町の自動車組合の方々に、やはりた

くさんの方にいろんな意見を聞いて、客観的な視点で御見解をいただきたいという立場

でございました。それぞれの方々につきましては、親身になって当事者の立場だったら

こうなるだろうということでいろんな御指摘をいただいたものではございますけれども、

やはり、たくさんのケースがある中での一つの見解ということで、全てがそうだという

ふうにならないわけでございまして、やはり、土俵の中で戦っておられる愛知自動車さ

んと、やっぱり観客としての立場でものを言われた方々の判断もそれなりに妥当性、相

当性はありますけれども、あくまでも確かではないだろうという判断で、今、委員御指

摘のありましたように、町内業者については、信頼できるところに至ったというような

判断になったものでございます。御理解いただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 先ほど、前半部分の伊藤委員から言われているホームページの

情報、これにつきましては、私どもも資料の中で２２ページ、２３ページに載せておる

わけですけれども、実際にこの情報につきましては、会員でない限りは見れないと、打

ち出したものをいただくということはあるかもしれませんけれども、こういったものを

ページ上で見ることはできないということだけは、申し上げたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 副町長がいろいろ言われた。言われたけれども、あなたが責任者と

なってまとめた報告書、これは、複数の組合員の情報はあくまで憶測であり、確かな情

報ではないということや、信頼性に欠けるということなのです。そういうことを言って

いるわけです。 

   愛知自動車は、規模が大きく自社で乗せかえを行える。ほかの組合員では、ダンプ、

トラック、ディーゼルエンジン、取扱業者、いすず自動車等との取引実例がなく、短時

間で難しいと判断しているからと考えられる。これは、あなた方が勝手に憶測している。

その憶測の上に、聞き取りをした複数の町内の同業者は、信頼性に欠けると、こういう

ことですよね。そういった点でいくと、じゃあ、その信頼性とは何だという点で、業者

から、業者というのは愛知自動車、愛知自動車から、１０月３１日にこの件についての

顛末書出されております。この顛末書の中で、エンジンの関係でいけば、エンジンオイ
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ルが空っぽだよと、さらにゲージがこびりついて抜けない、あなた方はこういう内容に

ついて、独自に検証したかどうか、答弁をいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 報告書の１０ページにございます顛末書の中で、エンジンの破

損、著しく交換を要する状態ということで、いわゆる致命的な状況にあると、そういっ

た中で、エンジンオイルがゲージがはりついてぬけずというふうな状況でございます。 

   これは、状況的には、こういった顛末がございましたので、これを持って実際に、こ

れは事後検証になるわけですけれども、当時の整備士と、我々親切班が行っております

ので、そういったものの現場での事後検証としてこの報告書にございます写真がござい

ましたけれども、そういった３０ページ、３１ページの部分で確認をしていると。 

   ただ、これが一般的に言われるエンジンの中のオイルが焼きつきがどれくらいの期間

でなるのかというようなことも、これは産業建設の中でも話題となりましたので、その

後、確認してみたわけですけれども、そういった中では、やはり、１０日から２週間程

度でこういった部分はあり得るということは言われました。 

   ただ、エンジンのオイルゲージに、レベルゲージがどの程度にあったかというのは、

当然、これはその車それぞれの状況、エンジンが変形していたという部分も報告ではご

ざいますので、そういった部分での要因があったのかなということはありますが、確か

な情報ではないということだけは御回答させていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） １０日や２週間でこびりついてゲージが抜けんなんていうのは、誰

が考えたってあらへん。そんなことを議会で提示されておいて、誰がそういう知恵を授

けたか知らないけれども、世間の物笑いになる建設部長が。そんなことを言ったらどう

するのかということと、もう一つは、この業者にかかわっては、幸田町の公用車４台、

月１回、ちゃんと点検をすると、こういう契約で３２万円から３６万円ぐらい、その金

額で契約をしておきながら、この車は検査をすり抜けておるわけです。いわゆる月例点

検です。月例点検をせずに、お金だけはいただいております。 

   つまり、月例点検はやらず、幸田町と契約結んだ、金はいただいております。やらず

ぶったくりだと、やらずぶったくりでありながら顛末書の中では、自分のやらずを棚に

上げて、エンジンオイルが空っぽだよと、ゲージがこびりついたよと、さらにその下に

は、フェラーキャップから内部を目視、そしたらコールタール状になっていたと、そん

な１週間から１０日、あるいは、２週間でキャップがこびりついてコールタール状にな

るなんてことはあり得る、それを最もらしく書いている。そこら辺については、検証さ

れたのか。この内容について、あなた方は聞き取りをしたのだから、複数の町内の同業

者に、こういうことも含めて、こういう状態になるのかと言って検証をされたのか、愛

知自動車に、これはどうなってると、そしたら泥棒におまえ泥棒かと聞くのと一緒。や

らずぶったくりと一緒。そこら辺はどういうふうに検証されているのか。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） １０日から２週間というものも、これも特定の整備士の方、も

ちろん愛知自動車ではないですけれども、そういった方にお聞きした内容でございます。
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実際に、このエンジンが壊れた背景には、何度も申し上げておりますけれども、そのエ

ンジンの室内に、いわゆるバイオ燃料が入り込み、オイルが希釈されて、オイルの潤滑

機能がなくなっていったと、ある程度の段階までは、エンジンオイルがふえている状況

でございます。 

   もちろんその潤滑機能がないのですけれども、その中に水が入ったのと同じような状

況になってくると。それが、ある一定の経過を過ぎてくると、一気に蒸発し始めた、燃

焼し始めると、それが燃焼した部分で、これが白煙が出るわけですけれども、その白煙

が出ている状態が、大体１０日から２週間ぐらいではないかというふうな部分が、一般

的に言われているということから、私どもはそういった理解をさせていただいていると

いうことでございまして、前半の部分の点検についてについては、これは建設部の所管

ではないのですけれども、このダンプの関係につきましては、当時、現場の親切行政の

ほうを優先していたということから、点検については行わずに進めてきたと。それにつ

いては、この点検業者、月に１回の点検については、これは１２回の指定される日にち

にこれを幸田町の公用車を点検する、そういう面ではその成果はおおむねあったという

ようなことから、成果としては最終的に、その契約の不履行ではなく、契約どおり進め

たというふうに判断されたというふうに理解しております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ４９台の車が、そのうちの何台かが、月１回のエンジンすり抜けて

も、おおむね良好だと、まさに公務員の感覚だと。皆さんの納めた税金がどう使われて

いるのか、やらずぶったくりで持っていかれても、いやおおむね良好でございますわ、

トータル的にはそうですわと、トータルの問題ではない、４９台、３２万円で月に１回

こういう契約をしなさいよと、エンジン関係については、エンジンオイルが入っている

か入っていないか、適量かどうかということも点検項目の中に入っておりながら抜け落

ちたと、自分は点検せずに、いやエンジンオイルがこびりついちゃったわ、タール状だ

わというのは、自分が何もやってこらずにやらずぶったくりをやっておりますよという

ことを、その業者自身が認めているということなのです。 

   ということとあわせて、もう一つは、調査書の中で、１４、１５ページ、並びに２１

ページ、要はここは解体業者の三洋商会としていすず自動車東海北陸株式会社、この２

社の資料が添付をされております。この資料の添付について、独自に検証されましたか。

三洋商会やいすずに、あなた自身が、あなた方自身が、足を運んできちんと確認しまし

たか。信ぴょう性にかけますよ。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今の１４ページ、１５ページ、このエンジンの改修証明と、中

古エンジン販売証明、これについては、直接町が出向いてという形ではなく、郵送でと

いう形で送られてきているということであります。 

   それとオークション、オークションのいすずのいわゆるエンジンを乗せかえた場合の

設定、インジェクターのＩＤコード入力と、こういったものも実際には電話での確認で、

このいすず自動車東海北陸株式会社のほうから役場のほうへ送ってきているという状況

でございます。 
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○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 結局、この三洋商会及びいすず自動車、電話だけでやって現物持っ

ていったわけではない。現物、一回見せていただきたいと、どんなことが書いてあるの

か、こういうのが実感です。こういう中で、今回、あなた方がとってこられた内容につ

いては、まさに職員の不作為どころか作為と、作為を持って行われたいうことに断じる

と、いうことと同時に、そうした事例の中で、職員をどうするのかと、これは町長答弁

を。私は、職員の不作為だと思ったけれども、今の答弁を聞くと不作為ではないと、作

為的に行われたということと、業者は、うそ八百並べているわけです。これはしかるべ

き処分をすべきだと。その上で、今回の教訓として、単体で廃車処分はしないと、新車

購入の下取り車として、こういう提起をしますが、どういうふうにお答えいただきます

か。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） この１８号のダンプの関係につきましては、副町長が委員長とし

て庁内でしっかり精査をして、私に不作為はなかったという報告書をいただいておりま

す。私は、副町長の言ったことを信用いたしまして、そのような形で私は今思っており

ます。 

   職員の処分がどうのこうのという話もちょっとあったわけでありますけれども、これ

については、職員の不作為ないということではありますけれども、中に処理でもう少し

慎重を期したらよかったなということもあろうと思います。それについては、しっかり

精査しながら考えさせていただこうというふうに思います。 

   全体的に、先ほど申し上げたように、副町長からいただいた資料につきまして、業者

に対しても、今、私がどうのこうのって処分するというようなあれは持っておりません。

これは、一度、しっかり、私も考えたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 今回の公用車の一連の関連を受けまして、私どもも公用車の更

新という意味で更新基準の見直しにつきましては、経過年数をもう少し長く、それから、

距離数もふやした形、それから、今ポイントになっております不用の決定の際の内容に

つきまして、その今までの状況調書的なものも添付をさせながら決裁をもって不用の決

定をする。それから、更新をしていくというような中身として財政会議もしていきたい

なと。 

   それから、今、新車購入時の下取りにつきましては、前提は下取りとして出していく

という内部指針を持ちながら、しかしながら、ケースによって単体で売るようなバスを、

例えば、入札にかけて売るというような状況もありますので、そうした部分は残しなが

らも改正を含めて、今、案をつくっておるところでございますので、考え方としては、

そういうものを持っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、先ほど申し上げたとおり、愛知自動車、三洋商会、いすず自

動車、これについては、まだ曖昧なことをしております。私は、さらに調査を進めてい

く、実態を明らかにする、そういう中で、また、機会を見つけて、私はしかるべき業者
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の処分というものをやるべきだと、それは確たるものを持った機会を見つけてやってま

いります。 

   先ほど、総務部長が答弁されました更新基準の関係、廃車の関係、これはきちんと原

則とするのかどうなのか、この関係の教訓をどういうふうに結びつけるのか、基本は下

取りなのだと、下取りということは値引きにつながるのです、新車の。だから、そうい

う下取りをきちんとルール化するということと、今の更新基準もきちんと見直しをする

べきだということを提起して、私はやめる。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 今、おっしゃっていただきました中身につきまして、４月１日

から運用ができるような形で、再度、詰めをさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質問は終わりました。 

   以上をもって本日の日程は終わります。 

   次回は、３月１０日月曜日、午前９時から再開いたします。 

   本日、一般質問された方は、議会だよりの原稿を３月１７日月曜日までに事務局へ提

出をお願いします。 

   長時間、大変お疲れさまでした。 

   本日は、これにて散会といたします。 

                             散会 午後 ５時２１分 
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